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第１章 総則 
 

第１節 計画の策定及び推進について 
 

１ 計画の目的 

三次市障害者計画（以下，「本計画」といいます。）は，障害のある人一人ひとりが地域の一員として尊重され，

自己選択と自己決定のもとに，安心して自分らしく自立した生活を送ることができる地域社会の実現のために，

本市における障害福祉施策の基本的な方向性を定め，必要な施策を着実に推進していくことを目的として策定

します。 

２ 計画の位置づけ 

本計画は，「障害者基本法」第１１条第３項に基づく障害者福祉計画及び「障害者総合支援法」第８８条に基

づく障害福祉計画並びに「児童福祉法」第３３条の２０に基づく障害児福祉計画として策定するものです。 

本市においては，障害者施策の総合的な展開を図るため，これら３つの計画を一体的に策定することとし，この

計画名を「三次市障害者計画」とするものです。 

併せて，「障害者福祉計画」については，成年後見制度利用促進法第１４条第１項に基づく成年後見制度の

利用の促進に関する施策についての基本的な計画としても位置づけるとともに，「障害児福祉計画」については，

「三次市子どもの未来応援宣言」の分野別計画として位置づけます。 

また，本計画は，本市の最上位計画である「三次市総合計画」や「三次市まち・ひと・しごと創生総合戦略」と

整合のとれた計画とするとともに，関連計画である「三次市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」や「三次

市子ども・子育て支援事業計画」等と連携をしながら障害者施策を推進するものとします。 

さらに，「広島県障害者プラン」及び，「広島県障害福祉計画」との整合性を図るものとします。 

 

【計画の位置づけのイメージ図】 

第２次三次市総合計画
第2節 安全で温かみと安心感のある「くらしづくり」 （２）福祉

～みんなで支え合う 誰もが笑顔で暮らせるまち～
計画期間：平成26年度～令和5年度

広島県の計画

広島県障害者プラン

関係法令 三次市障害者計画

第３期障害者福祉計画

第６期障害福祉計画

第２期障害児福祉計画

第2期三次市まち・ひと・しごと創生総合戦略
計画期間：令和2年度～令和6年度

障害者基本法

障害者
総合支援法

児童福祉法

広島県障害福祉計画

三次市健康づくり推進計画

三次市地域防災計画

三次市子ども・子育て支援事業計画

三次市男女共同参画基本計画

その他関連個別計画

三次市の関連計画

三次市高齢者保健福祉・介護保険事業計画
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３ 本計画における障害の定義 

本計画における「障害」とは，認定されている身体障害，知的障害，精神障害だけでなく，発達障害，高次脳機

能障害※1，難病等により，継続的に日常生活または社会生活において相当な制限を受ける状態を含むものとし

ます。 

４ 計画の期間 

「第３期障害者福祉計画」の計画期間は，令和３年度から令和８年度までの６年間とし，必要に応じて中間年

に見直しを行うものとします。 

「第６期障害福祉計画」及び「第２期障害児福祉計画」の計画期間は，令和３年度から令和５年度までの３年

間とします。 

【計画期間の図】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害者福祉計画 第３期障害者福祉計画 

障害福祉計画 第６期障害福祉計画  

障害児福祉計画 第２期障害児福祉計画  

 

５ 障害者施策に関する法改正等の動き 

 

年 法改正等の内容 

Ｈ２３ 

障害者基本法 一部改正（同年施行） 

 障害者権利条約への批准に向け，障害者への障害を理由とした差別の禁止，また合理的配慮

の提供など条約の趣旨を反映 

障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下，「障害者虐待防止法」

といいます。） 成立（平成２４年施行） 

 障害者への虐待の通報義務，虐待を受けた障害者に対する保護について規定 

 「障害者虐待防止センター」設置について規定 

Ｈ２４ 

障害者総合支援法 成立（平成２５年施行） 

 従来の「障害者自立支援法」を改正・改称。 

 従来の「障害程度区分」を「障害支援区分」に改定 

 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標や地域生活支援事業の実施事項について

の障害福祉計画の策定について規定 

Ｈ２５ 

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下，「障害者雇用促進法」といいます。）一部改正（平成

２８年施行） 

 雇用分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止，合理的配慮の提供義務 

 精神障害者の法定雇用率の算定基礎の導入 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 一部改正（平成２６年施行） 

 精神障害者の医療に関する指針の策定，保護者制度の廃止 

 医療保護入院における入院手続き等の見直し 

障害者差別解消法 成立（平成２８年施行） 

 障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止，合理的配慮の不提供の禁止 

 行政機関及び民間事業者の責務について明記 

 差別を解消するための支援措置等について規定 

 
1 交通事故や転倒などにより脳の一部が損傷を受けることで生じた，記憶・意思・感情など高度な脳の機能障害のことをいいます。 
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年 法改正等の内容 

Ｈ２６ 

難病の患者に対する医療等に関する法律（以下，「難病法」といいます。）成立（平成２７年施行） 

 難病の患者に対する医療費助成に関する法定化 

 難病相談支援センターの設置，訪問介護の拡充について規定 

障害者権利条約 批准 

 障害者基本法改正をはじめとする各法令の整備を経て批准 

 「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な共有を促進し，保護し，

及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」が目的 

Ｈ２８ 

児童福祉法 一部改正（平成２９年施行） 

 妊娠期からの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置について規定 

 市町村において障害児福祉計画の策定を規定 

 児童等に対する必要な支援を行うための拠点整備について規定 

障害者総合支援法 一部改正（平成３０年施行） 

 自立生活援助，就労定着支援のサービスを創設 

 障害児の居宅訪問型発達支援サービスを創設 

 障害児のサービス提供体制の計画的な構築（障害児福祉計画の策定） 

 医療的ケアを要する障害児に対する支援 

発達障害者支援法 一部改正（同年施行） 

 発達障害の定義について規定 

 市町村の責務として相談体制の整備を行う 

Ｒ元 

障害者雇用促進法 一部改正（令和２年施行） 

 事業主に対する給付制度の創設 

 障害者雇用に関する優良事業主の認定制度 

 障害者活躍推進計画の策定について規定 

Ｒ２ 

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下，「交通バリアフリー法」といいま

す。）一部改正（令和３年完全施行予定） 

 公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化 

 国民に向けた広報啓発の取組推進 
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６ 障害福祉計画及び障害児福祉計画における国の基本指針のポイント 

国においては，以下の項目を第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の策定にあたり，基本指針見

直しのポイントと成果目標を設定しています。 

【国基本指針見直しの主なポイント】 

 地域における生活の維持及び継続の推進 

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 相談支援体制の充実強化等 

 障害福祉人材の確保 

 福祉施設から一般就労への移行等 

 発達障害者等支援の一層の充実 

 障害者の社会参加を支える取組 

 「地域共生社会」の実現に向けた取組 

 障害児通所支援等の地域支援体制の整備 

 障害福祉サービス等の質の向上 
 

【国基本指針における成果目標（計画期間が終了する令和５年度末の目標）】 

① 施設入所者の地域生活への移行 

  
地域移行者数：Ｒ元年度末施設入所者の６％以上 

施設入所者数：Ｒ元年度末の１．６％以上削減 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  

精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数３１６日以上（Ｈ３０年時点の

上位１０の都道府県の水準）（新） 

精神病床の１年以上入院患者数：１０．６万人～１２．３万人（Ｈ３０年度の１７．２万人と比べて６．６万人～４．

９万人減） 

退院率：３ヵ月後 ６９％以上，６ヵ月後 ８６％以上，１年後 ９２％以上（H30年時点の上位10の都道府県

の水準） 

③ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

  各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上確保しつつ年１回以上運用状況を検証，検討 

④ 福祉施設から一般就労への移行等 

  

一般就労への移行者数：Ｒ元年度の１．２７倍 

うち移行支援事業：１．３０倍，就労Ａ型：１．２６倍，就労Ｂ型：１．２３倍 

就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち，７割以上の利用 

就労定着率８割以上の就労定着支援事業所：７割以上 

⑤ 障害児支援の提供体制の整備等 

  

児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所設置 

難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保 

保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所，放課後等デイサービスを各市町村に少なくとも１

カ所確保 

医療的ケア児支援の協議の場（都道府県，圏域，市町村ごと）の設置及び医療的ケア児等に関するコーデ

ィネーターの配置（一部新） 

⑥ 相談支援体制の充実・強化等 

  各市町村又は各圏域で，相談支援体制の充実強化に向けた体制を確保 

⑦ 障害福祉サービス等の質の向上 

  各都道府県や各市町村において，サービスの質の向上を図るための体制構築 

※色の付いた所は，新たに設定された項目となります。 

※国の基本指針となるため，一部都道府県のみに適用される項目も含んでいます。 
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７ 計画の策定体制 

（１） 計画案の検討・審議 

⚫ 三次市障害者計画策定審議会（三次市障害者支援協議会） 

保健福祉，就労対策及び医療関係者，障害者及びその家族等で構成される審議会を設置し，計画策定に向

けて幅広い審議・検討を行いました。 

 

⚫ 三次市障害者計画策定委員会 

副市長以下，関係する部長級の職員による委員会を設置し，計画内容の審議・検討を行いました。 

 

⚫ 三次市障害者計画策定ワーキンググループ会議 

関係課の職員等によるワーキンググループ会議を設置し，計画策定にかかわる調査，分析等を行い内容の検

討を行いました。 

 

（２） 障害のある人向けアンケート調査の実施 

障害のある人の福祉サービスの利用実態や福祉に関する意識，意向などを把握し，計画策定や施策推進に

役立てることを目的としてアンケート調査を実施し，障害者手帳（身体・療育・精神）所持者のうち，５３２人から回

答がありました。 

 

（３） 市民向けアンケート調査の実施 

市民の福祉に関する意識，意向などを把握し，計画策定や施策推進に役立てることを目的としてアンケート調

査を実施し，本市にお住まいの１８歳以上の人，５１６人から回答がありました。 

 

（４） 障害福祉サービス等事業者調査の実施 

障害福祉サービスの利用実態や今後の障害者施策に対する意向などを把握し，計画策定や施策推進に役立

てることを目的として，市内で障害福祉サービス事業等を展開している事業者に対して調査を実施し，１８法人か

ら回答がありました。 

 

（５） 成年後見制度利用支援等に関するアンケート調査の実施 

市内の高齢者及び障害者の相談支援に関わる事業所における権利擁護の状況や課題について把握し，成年

後見制度の利用支援等に向けた今後の協議や取組等の参考にすることを目的として，市内で障害者，高齢者の

相談支援を行っている事業所及び障害者や高齢者が入所されている施設に対して調査を実施し，７６事業所か

ら回答がありました。 

 

（６） パブリック・コメントの実施 

市民の計画策定への参加の機会を確保することを目的に，計画案の内容等を広く公表し意見を募集するパブ

リック・コメントを令和３年１月１３日から２月１日まで実施し，２通，５件のご意見がありました。 
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８ 計画の推進体制 

（１）計画の総合的な推進体制 

①関係所管・市民・関係団体等の連携と協働 

計画の推進体制にあたっては，障害者施策が保健・福祉・医療・教育・まちづくり・防災等の広範囲にわたるこ

とから，事務局である社会福祉課を中心に進捗管理を行うとともに，市の関係所管の情報共有と連携を強化す

ることで全庁的な推進体制を確保します。 

併せて，行政と市民・障害者関係団体・サービス事業者等の連携・協働を促進することで，市全体で障害者の

地域生活を支援する体制を整えていきます。 

②障害者支援協議会・障害者支援ネットワーク連絡会議 

障害者団体や各種関係機関の代表者等で構成される三次市障害者支援協議会に対し，計画の進捗状況等

を毎年度報告し，意見を求めるとともに，地域ネットワークの構築，社会資源の開発等の地域で支えるシステムづ

くりに関する協議・検討を行い，効果的な計画の推進に取り組みます。 

また，地域資源の活用・開発等に関する課題や実情を把握するため，障害者支援ネットワーク連絡会議（相談

支援部会，地域生活支援部会，就労支援部会，療育・発達支援部会，差別解消支援部会）を開催し，充実した三

次市障害者支援協議会の運営に努めます。 

（２）計画の点検・評価 

計画の達成状況や施策の効果を検証するため，各年度において，この計画の推進に関わるサービスの提供量

等の実績の取りまとめを行うとともに，ＰＤＣＡサイクルに基づき，点検・評価を行います。 

また，必要に応じて障害者本人や家族，関係団体，サービス事業者等の声を把握する機会を設けます。 

【計画の点検・評価を行うためのＰＤＣＡサイクル図】 

Do（実施）
• 本計画の内容を踏まえ事業を
実施する。

Check（評価）

Action（改善）

Plan（計画）

• 本計画の評価として，年１回成果目標及び活
動指標について実績の分析・評価を行う。

• 活動指標について，実績を把握し，達成見込
み等を含めた状況確認を行う。

• 本計画の見直しを行う場合は，三次市障害者
支援協議会からの意見聴取等を行う。

• 中間評価等の結果を踏まえ，
必要に応じて本計画の見直し
等を実施する。

• 国の基本指針に即して障害福祉
サービス等の見込み量の設定や
その他確保方策等を定める。

 

（３）コンプライアンスの重視 

障害福祉サービス事業者や各種関係機関に対し，障害者基本法及び関連法律を遵守し，適切な運営に資す

るよう社会福祉法人や事業所等への行政による指導・監督等の強化に努めます。 
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第２節 データから見る障害者を取り巻く現状 
 

１ 障害者及び障害児の状況 

（１）障害者の状況 

①人口と障害者の推移 

◼ 総人口は減少傾向にある中で，身体障害者は減少傾向，知的障害者は横ばい，精神障害者は増加傾向に

あります。令和２年現在で，本市の約１３人に１人が障害者手帳所持者となっています。 

◼ 障害者手帳所持者の合計は減少傾向にありますが，総人口比でみると横ばいになっています。 

 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２６年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

総人口 ５５，６４２ ５３，５６１ ５３，０４９ ５２，１６２ ５１，７２３ 

身体障害者 ３，２６３ ３，１６９ ２，９３９ ２，９００ ２，８２７ 

 総人口比 ５．９％ ５．９％ ５．５％ ５．６％ ５．５％ 

知的障害者 ５６６ ５７１ ５５４ ５６４ ５７３ 

 総人口比 １．０％ １．１％ １．０％ １．１％ １．１％ 

精神障害者 ４２１ ５３０ ５４７ ５８２ ６０４ 

 総人口比 ０．８％ １．０％ １．０％ １．１％ １．２％ 

合計 ４，２５０ ４，２７０ ４，０４０ ４，０４６ ４，００４ 

 総人口比 ７．６％ ８．０％ ７．６％ ７．８％ ７．７％ 

※障害者手帳を複数所持している人がおられるため，合計は障害者実数とは一致しません。 

421 530 547 582 604

566 571 554 564 573

3,263 3,169 2,939 2,900 2,827

4,250 4,270
4,040 4,046 4,004

55,642
53,561 53,049 52,162 51,723

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

6,000人

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

平成26年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

精神障害者 知的障害者 身体障害者 人 口
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②障害者構成比 

◼ 身体障害者の割合が減少し，知的障害者及び精神障害者の割合が増加しています。 

 

各年３月末現在 

区分 平成２６年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

身体障害者 ７６．８％ ７４．２％ ７２．７％ ７１．７％ ７０．６％ 

知的障害者 １３．３％ １３．４％ １３．７％ １３．９％ １４．３％ 

精神障害者 ９．９％ １２．４％ １３．５％ １４．４％ １５．１％ 

 

9.9% 12.4% 13.5% 14.4% 15.1%

13.3% 13.4% 13.7% 13.9% 14.3%

76.8% 74.2% 72.7% 71.7% 70.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成26年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

精神障害者 知的障害者 身体障害者
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（２）各障害別の状況 

①身体障害者の推移 

◼ 身体障害者手帳所持者数は減少傾向にありますが，障害の程度が重い１級及び２級の割合が増加し，６級

の割合は減少している傾向にあります。 

 

身体障害者手帳所持者の推移 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２３ 年 平成２６年 平成２９年 令和２年 

１級 ７９３ ８２９ ８３２ ７４３ 

 割合 ２４．５％ ２５．４％ ２６．３％ ２６．３％ 

２級 ４９９ ５１３ ５０９ ４７０ 

 割合 １５．４％ １５．７％ １６．１％ １６．６％ 

３級 ６９３ ６９１ ６４３ ５４４ 

 割合 ２１．４％ ２１．２％ ２０．３％ １９．２％ 

４級 ６９１ ７２８ ７１１ ６４２ 

 割合 ２１．３％ ２２．３％ ２２．４％ ２２．７％ 

５級 ２９６ ２５９ ２５２ ２２９ 

 割合 ９．１％ ７．９％ ８．０％ ８．１％ 

６級 ２６９ ２４３ ２２２ １９９ 

 割合 ８．３％ ７．４％ ７．０％ ７．０％ 

合計 3,241 3,263 3,169 2,827 

 

269 243 222 199

296 259 252 229

691 728 711 642

693 691 643
544

499 513 509
470

793 829 832

743

3,241 3,263 3,169

2,827

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

平成23 年 平成26年 平成29年 令和2年

6級 5級 4級 3級 2級 1級
 

身体障害者手帳障害者・児別所持者の推移 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２３年 平成２６年 平成２９年 令和２年 

１８歳未満 ４２ ４６ ３６ ３１ 

１８歳以上 3,199 3,217 3,133 2,796 

合計 3,241 3,263 3,169 2,827 
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②知的障害者の推移 

◼ 療育手帳所持者数は増加傾向にあり，Ｂ（軽度）の割合が増加しています。また，１８歳以上の所持者が増

加傾向にあります。 

 

療育手帳所持者の推移 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２３年 平成２６年 平成２９年 令和２年 

Ⓐ（最重度） ４８ ５９ ６５ ５５ 

 割合 １０．５％ １０．４％ １１．４％ ９．６％ 

Ａ（重度） １８３ ２０３ １９２ １８０ 

 割合 ４０．２％ ３５．９％ ３３．６％ ３１．４％ 

Ⓑ（中度） １２９ １５８ １５９ １５３ 

 割合 ２８．４％ ２７．９％ ２７．８％ ２６．７％ 

Ｂ（軽度） ９５ １４６ １５５ １８５ 

 割合 ２０．９％ ２５．８％ ２７．１％ ３２．３％ 

合計 ４５５ ５６６ ５７１ ５７３ 
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18048
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療育手帳障害者・児別所持者の推移 

各年３月末現在（単位：人） 

区 分 平成２３年 平成２６年 平成２９年 令和２年 

１８歳未満 １３５ １４６ １３３ １２２ 

１８歳以上 ３２０ ４２０ ４３８ ４５１ 

合計 ４５５ ５６６ ５７１ ５７３ 
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③精神障害者の推移 

◼ 精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあり，手帳所持者の中では障害の程度が軽い３級の割

合が増加しています。また，１８歳以上の所持者が増加傾向にあります。 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２３年 平成２６年 平成２９年 令和２年 

１級 ２２ ２４ ２６ ２３ 

 割合 ６．３％ ５．７％ ４．９％ ３．８％ 

２級 ２５１ ２６５ ３３４ ３８１ 

 割合 ７１．７％ ６２．９％ ６３．０％ ６３．１％ 

３級 ７７ １３２ １７０ ２００ 

 割合 ２２．０％ ３１．４％ ３２．１％ ３３．１％ 

合計 ３５０ ４２１ ５３０ ６０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳障害者・児別所持者の推移 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２３年 平成２６年 平成２９年 令和２年 

１８歳未満 ７ １４ １５ １２ 

１８歳以上 ３４３ ４０７ ５１５ ５９２ 

合計 ３５０ ４２１ ５３０ ６０４ 

 

④自立支援医療（精神通院）受給者の推移 

◼ 精神疾患に掛かる医療費負担を軽減する自立支援医療の受給者は近年大きく増加しています。 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２３年 平成２６年 平成２９年 令和２年 

受給者数 ５２９ ５５５ ６８７ ８０５ 

 

⑤指定難病患者数等の推移 

◼ 国に指定された難病の患者数は近年増加しています。 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２６年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

指定難病 ３６５ ３６１ ３５５ ３７９ ３９５ 
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（３）障害児の状況 

①人口と障害児の推移 

◼ １８歳未満の人口は減少傾向にあり，障害者手帳所持者数については，平成２６年から減少傾向にありま

す。 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２３年 平成２６年 平成２９年 令和２年 

１８歳未満の人口 ９，０３０ ８，５０７ ８，０４０ ７，５３２ 

身体障害 ４２ ４６ ３６ ３１ 

 人口比 ０．５％ ０．５％ ０．４％ ０．４％ 

知的障害 １３５ １４６ １３３ １２２ 

 人口比 １．５％ １．７％ １．７％ １．６％ 

精神障害 ７ １４ １５ １２ 

 人口比 ０．１％ ０．２％ ０．２％ ０．２％ 

合計 １８４ ２０６ １８４ １６５ 

 人口比 ２．０％ ２．４％ ２．３％ ２．２％ 

※障害者手帳を複数所持している人がおられるため，合計は障害児総数とは一致しません。 
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②こども発達支援センターを利用する児童の推移 

◼ こども発達支援センターの利用児童数は増加傾向にあります。令和２年度においては新型コロナウイルス感

染症の影響により相談件数が減少しています。 

（単位：人，件） 

区分 平成２６年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

教室通所者数 ５２ ５６ ８２ ９５ 87 

相談件数 １７５ ２４４ ２７８ ３８７ 85 

※令和２年度は４月～９月実績 
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③特別支援学級の児童・生徒の推移 

◼ 小学校において，特別支援学級に通う児童が増加しており，自閉症・情緒障害の児童が増加しています。 

各年度５月１日現在（単位：学校数［校］，学級数［クラス］，在籍者数［人］） 

区分 

小学校 中学校 

学校数 学級数 在籍者数 学校数 学級数 在籍者数 

Ｈ２９ Ｒ２ Ｈ２９ Ｒ２ Ｈ２９ Ｒ２ Ｈ２９ Ｒ２ Ｈ２９ Ｒ２ Ｈ２９ Ｒ２ 

知的障害 １２ １３ １２ １３ ３０ ３２ ５ ６ ５ ６ １６ １４ 

肢体不自由 １ － １ － ２ － － １ － １ － １ 

病弱・身体虚弱 １ １ １ １ １ １ １ － １ － １ － 

弱 視 － － － － － － － － － － － － 

難 聴 ２ １ ２ １ ２ １ － １ － １ － １ 

言語障害 － － － － － － － － － － － － 

自閉症・情緒障害 ８ １２ ８ １３ １３ ３７ ８ ７ ８ ７ １３ １２ 

合計 ２４ ２７ ２４ ２８ ４８ ７１ １４ １５ １４ １５ ３０ ２８ 

※合計は延数 

 

④通常学級における特別な支援が必要とみられる児童・生徒の推移 

◼ 小学校において，特別な支援が必要とみられる児童の人数と割合が増加しています。 

（単位：人） 

区分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

小学校 
人数 １４１ １６２ １３７ １７０ １７３ １７６ 

割合 ５．１％ ６．０％ ５．２％ ６．４％ ６．５％ ６．９％ 

中学校 
人数 ４６ ４１ ４３ ３２ ３８ ３９ 

割合 ３．３％ ２．９％ ３．１％ ２．３％ ２．９％ ３．２％ 

全体 
人数 １８７ ２０３ １８０ ２０２ ２１１ ２１５ 

割合 ４．５％ ６．４％ ４．５％ ６．２％ ５．３％ ５．７％ 
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⑤県立庄原特別支援学校在籍児童・生徒の推移 

◼ 平成３０年度から高等部の在籍者数が増加しています。 

◼ 高等部においての就労体験等の作業学習により，一般就労へとつながっています。 

 

三次市在住の児童・生徒数 
各年度５月１日現在（単位：人） 

区分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

在
籍
者
数 

総数 ４１ ４１ ４０ ４９ ４９ ５２ 

小学部 １４ １４ １０ ９ ９ １２ 

中学部 ５ ８ １０ １２ １４ １２ 

高等部 ２２ ２０ ２０ ２８ ２６ ２８ 

 

 

三次市在住の児童・生徒の通学状況 
各年度５月１日現在（単位：人） 

区分 
自宅から 施設から 

平成２９年度 令和２年度 平成２９年度 令和２年度 

小学部 １０ １０ １ ２ 

中学部 １０ １２ ２ ０ 

高等部 ２０ ２６ ３ ５ 

合 計 ４０ ４８ ６ ７ 

 

 

進路状況 
（単位：人） 

区分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

一般就労 ５ ３ ６ １２ ７ １１ 

生活介護 ４ ２ ５ ０ ３ ０ 

就労継続Ａ型 ２ ０ ０ ０ １ １ 

就労継続Ｂ型 ３ ６ ３ ４ ２ １０ 

就労移行支援 ２ ０ ０ １ １ ０ 

自立訓練 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

日中一時支援 ０ １ ０ ０ ０ ０ 

地域活動支援 ０ １ ０ ０ ０ ０ 

日中活動 

（療養介護） 
０ ０ ０ ０ ２ ０ 

進学 ０ ０ ０ ０ １ ０ 

合計 １６ １３ １４ １７ １７ ２２ 

※令和２年度は見込み 
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（４）障害者雇用の状況 

①障害者の実雇用率の推移 

◼ 障害のある人の実雇用率は，平成２８年より０．３ポイント上昇し，広島県や全国より上昇幅が大きくなってい

ます。 

 

各年６月１日現在 

区分 平成２８年 令和元年 

三次公共職業安定所管内 ２．０７％ ２．３７％ 

広島県 １．９９％ ２．１８％ 

全国 １．９２％ ２．１１％ 

 

 

②障害者実雇用率の法定雇用率達成事業者の割合の推移 

◼ 障害者雇用促進法による法定雇用率を達成している事業者は，平成３０年４月１日から法定雇用率が２．

０％から２．２％に上がったため，平成２８年より５．８ポイント減少しています。なお，法定雇用率が２．０％だっ

た場合は従業員５０人以上の事業者に義務がありましたが，２．２％の場合は従業員４５．５人以上の事業者

に義務が課せられます。 

◼ 令和３年３月１日から法定雇用率が２．３％となり，従業員４３．５人以上の事業者に義務が課せられることと

なります。 

 

各年６月１日現在 

区分 平成２８年 令和元年 

三次公共職業安定所管内 ６９．２％ ６３．４％ 

広島県 ４８．２％ ４８．１％ 

全国 ４８．８％ ４８．０％ 
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２ 障害福祉サービス等の状況 

（１）障害支援区分認定者数の推移 

◼ 認定者数の合計は増加傾向にあります。 

◼ 認定区分は，必要とされる支援の度合いを示し，区分の数字が大きくなると必要とされる支援の度合いが高

くなります。 

◼ 区分２と４が増加傾向にあり，特に区分４が増加しています。 

 

各年３月末現在（単位：人） 

区分 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

区分１ ４ ３ １ ４ ３ １ 

区分２ ４６ ３９ ４１ ４７ ５５ ６０ 

区分３ ７２ ６９ ７１ ７３ ７６ ７１ 

区分４ ５１ ６５ ７０ ８２ ８７ ９５ 

区分５ ４５ ４７ ５０ ５２ ４７ ４７ 

区分６ ９０ ８９ ９０ ８９ ９５ ９４ 

合計 ３０８ ３１２ ３２３ ３４７ ３６３ ３６８ 

 

90 89 90 89 95 94

45 47 50 52 47 47

51 65 70 82 87 95
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（２）各サービス提供事業者の状況 
 

訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

自宅で，入浴・排泄・食事の介護等を行います。 

障害支援区分１以上の人が対象となります。 

事業所名 所在地 

ホームヘルプセンターみよし 三次市日下町１４３番地１ 

ホームヘルプセンターみよし南 三次市吉舎町吉舎７２３番地１ 

ヘルパーステーションルンビニ 三次市十日市南四丁目５番５号 

サンキ・ウエルビィ介護センター三次 三次市十日市中二丁目１３番１５号 

ニチイケアセンター三次 三次市十日市南一丁目６番７号 

ヘルパーステーションあらくさ 三次市甲奴町本郷１２１５番地１ 

ヘルパーステーションウイズ 三次市三良坂町田利２６１番地５ 
 

②同行援護 

視覚障害の人の移動時や外出支援，外出時の排泄，食事等の援助を提供します。 

視覚障害により，移動に著しい困難を有する人等であって，同行援護アセスメント調査票による，調査項目中

「視力障害」，「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが１点以上であり，かつ，「移動障害」の点数が１点以上の人

が対象となります。 

事業所名 所在地 

ホームヘルプセンターみよし 三次市日下町１４３番地１ 

ホームヘルプセンターみよし南 三次市吉舎町吉舎７２３番地１ 

サンキ・ウエルビィ介護センター三次 三次市十日市中二丁目１３番１５号 

ニチイケアセンター三次 三次市十日市南一丁目６番７号 
 

③重度訪問介護 

自宅で，入浴・排泄・食事の介護等を行います。 

障害支援区分４以上の人で，常に介護が必要な重度の肢体不自由の人が対象となります。 

事業所名 所在地 

ホームヘルプセンターみよし 三次市日下町１４３番地１ 

ホームヘルプセンターみよし南 三次市吉舎町吉舎７２３番地１ 

サンキ・ウエルビィ介護センター三次 三次市十日市中二丁目１３番１５号 

ニチイケアセンター三次 三次市十日市南一丁目６番７号 

ヘルパーステーションあらくさ 三次市甲奴町本郷１２１５番地１ 

ヘルパーステーションウイズ 三次市三良坂町田利２６１番地５ 
 

④行動援護 

知的障害や精神障害により，自己判断能力が制限されている人が行動するときに，危険を回避するための必

要な支援，外出支援を行います。 

障害支援区分３以上の人が対象となります。 

事業所名 所在地 

ヘルパーステーションあらくさ 三次市甲奴町本郷１２１５番地１ 
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⑤重度障害者等包括支援 

居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に行います。 

障害支援区分６の人のうち，常に介護を必要とする人が対象となります。 

※現在，このサービスを行っている事業者は，市内にはありません。 

 

日中活動系サービス 

①生活介護 

昼間に障害者支援施設等で食事・入浴・排泄の介護等を行うとともに，創作的活動又は生産活動の機会を提

供します。 

常に介護を必要とする障害支援区分３以上（５０歳以上は区分２以上）の人，施設入所は，障害支援区分４以

上（５０歳以上は区分３以上）の人が対象となります。 

事業所名 所在地 

ともえ学園 三次市西河内町１０２５０番地 

障害児（者）通所事業所 ウィズワン 三次市粟屋町１１６６４番地 

障がい者支援施設ニューライフ君田 三次市君田町東入君３５７番地１ 

あらくさ 三次市甲奴町本郷１１５８４番地 

生活介護事業所ココみよし 三次市西酒屋町３０番地３ 

障害者多機能型事業所コージーガーデン 三次市大田幸町１０２６６番地４ 

 

②自立訓練「機能訓練」 

自立した日常生活・社会生活ができるように，一定期間，身体機能・生活能力の向上のために必要な訓練を

行います。 

※現在，このサービスを行っている事業者は，市内にはありません。 

 

③自立訓練「生活訓練」 

自立した日常生活・社会生活ができるように，一定期間，生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。 

※現在，このサービスを行っている事業者は，市内にはありません。 

 

④就労移行支援 

一定期間，生産活動その他の活動の機会を通じて，就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を

行います。 

一般企業等への就労を希望し，知識・能力の向上，実習・職場探し等を通じ，適性にあった職場への就労等が

見込まれる６５歳未満の人が対象となります。 

事業所名 所在地 

障害者多機能型事業所コージーガーデン 三次市大田幸町１０２６６番地４ 
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⑤就労継続支援「Ａ型」 

就労の機会を提供するとともに，生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，知識・能力の向上のための

必要な訓練等を行います。 

一般企業等の就労が困難な人で，必要な訓練を受けることにより，雇用計画に基づく就労が可能な人（就労

開始時に６５歳未満）が対象となります。 

事業所名 所在地 

障がい者社会就労センター三次 三次市十日市東五丁目７番３５号 

未来ファーム 三次市三次町３４６番地３ 

 

⑥就労継続支援「Ｂ型」 

就労の機会を提供するとともに，生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，知識・能力の向上のための

必要な訓練等を行います。 

一般企業等での就労が困難で，就労移行支援等を利用した後，一般企業等の雇用に結びつかない人や一

定年齢に達している人など必要な訓練を受けることで，知識・能力の向上・維持が期待される人が対象となりま

す。 

事業所名 所在地 

三次共同作業所 三次市南畑敷町３４２番地３ 

ゆうしゃいん三次 三次市畠敷町２３８番地１ 

障害者多機能型事業所コージーガーデン 三次市大田幸町１０２６６番地４ 

障がい者社会就労センター君田 三次市君田町東入君２３８番地１ 

夢工房ねむの木 三次市甲奴町本郷１２１５番地１ 

障がい者社会就労センター三次 三次市十日市東五丁目７番３５号 

ＹＣＣ 三次市吉舎町吉舎５７８番地４ 

晴ればれ 三次市粟屋町１７３１番地 

 

⑦就労定着支援 

就労移行支援等を利用して一般就労した人との相談を通じて，生活面の課題を把握し，企業や関係機関等と

の連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行ないます。 

生活介護，自立訓練，就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した人が対象となります。 

※現在，このサービスを行っている事業者は，市内にはありません。 

 

⑧療養介護 

主として昼間に，病院等で機能訓練，療養上の管理，看護，医学的な管理の下の介護及び日常生活上の世話

を行います。 

医療及び常時の介護を必要とする人（①障害支援区分６の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等の気管切開

を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている人②障害支援区分５以上の筋ジストロフィー患者又は重症心身

障害者が対象となります。 

事業所名 所在地 

子鹿医療療育センター 三次市粟屋町１１６６４番地 
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⑨短期入所 

自宅で介護する人が病気の場合などに，短期的に施設に入所し入浴・排泄・食事の介護等を行います。 

事業所名 所在地 

子鹿短期入所事業所 三次市粟屋町１１６６４番地 

ともえ学園 三次市西河内町１０２５０番地 

ニューライフ君田短期入所事業所 三次市君田町東入君３５７番地１ 

あらくさ短期入所事業所 三次市甲奴町本郷１１５８４番地 

にじ色短期入所事業所 三次市甲奴町本郷１０１８番地４ 

さくら短期入所事業所 三次市甲奴町本郷１１５８３番地２ 

ケアハウス君田短期入所事業所 三次市君田町東入君２３８番地１ 

短期入所事業所ゆうしゃいんＣＣＭ 三次市大田幸町１０３８８番地７ 

ショートステイココネル 三次市四拾貫町８１２番地６ 

市立三次中央病院 三次市東酒屋町１０５３１番地 
 

居住系サービス 
 

①自立生活援助 

障害者支援施設等から一人暮らしへ移行した人の居宅を定期的に訪問し，課題等の確認，必要な助言や医

療機関等との連絡調整を行います。 

障害者支援施設やグループホーム，精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した人で，理解力や生活

力等に不安がある人などが対象となります。 

※現在，このサービスを行っている事業者は，市内にはありません。 
 

②共同生活援助（グループホーム） 

夜間や休日に，共同生活を行う住居で，相談やその他の日常生活上の援助を行います。 

地域において，自立した障害者で生活を送る時，何らかの支援，援助が必要な人が対象となります。 

事業所名 所在地 

グループホーム やまびこ 三次市粟屋町２８２８番地３ 

ゆうしゃいん三次 三次市畠敷町２３８番地１ 

ゆうしゃいん笑花 三次市十日市東五丁目１３番１０号 

ケアハウス君田 三次市君田町東入君２３８番地１ 

にじ色ホーム 三次市甲奴町本郷１０１８番地４ 

さくらホーム 三次市甲奴町本郷１１５８３番地２ 

コージーガーデン 三次市大田幸町１０２６６番地４ 

ゆうしゃいんＣＣＭ 三次市大田幸町１０３８８番地７ 
 

③施設入所支援 

施設に入所する人に夜間や休日，入浴・排泄・食事の介護等を行います。 

①生活介護利用者で障害支援区分４以上（５０歳以上は区分３以上）の人，②自立訓練や就労移行支援の

利用者で地域の社会資源の状況等により通所することが困難な人等が対象となります。 

事業所名 所在地 

ともえ学園 三次市西河内町１０２５０番地 

障がい者支援施設ニューライフ君田 三次市君田町東入君３５７番地１ 

 



第１章 総則 

第２節 データから見る障害者を取り巻く現状 

  21  

 

相談支援サービス 

 

①計画相談支援 

障害福祉サービスを利用する際に，サービス利用計画の作成や支給決定後の見直しなどを行います。 

事業所名 所在地 

ニューライフ君田相談支援事業所 三次市君田町東入君３５７番地１ 

子鹿障害児等療育支援事業所 三次市粟屋町１１６０４番地１ 

相談支援事業者ゆうしゃいん 三次市大田幸町１０３８８番地７ 

ふらっと相談支援事業所 三次市甲奴町本郷１２１５番地１ 

相談支援事業所おおぞら 三次市粟屋町１７３１番地 

三次市障害者支援センター 三次市十日市東三丁目１４番１号 

相談支援事業所ココみよし 三次市西酒屋町３０番地３ 

 

②地域移行支援 

障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害者に対し，居住の確保や地域での生活へ移行する

ための活動について， 相談や支援を行います。 

事業所名 所在地 

ニューライフ君田相談支援事業所 三次市君田町東入君３５７番地１ 

相談支援事業者ゆうしゃいん 三次市大田幸町１０３８８番地７ 

ふらっと相談支援事業所 三次市甲奴町本郷１２１５番地１ 

 

③地域定着支援 

居宅において単身で生活する障害者に対し，常時の連絡体制を確保し，障害の特性に起因して生じた緊急事

態等の相談や必要な支援を行います。 

事業所名 所在地 

ニューライフ君田相談支援事業所 三次市君田町東入君３５７番地１ 

相談支援事業者ゆうしゃいん 三次市大田幸町１０３８８番地７ 

ふらっと相談支援事業所 三次市甲奴町本郷１２１５番地１ 

 

障害児福祉サービス 

 

①児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活への適応訓練，その他必要な支援を行

います。 

療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児等が対象となりま

す。 

事業所名 所在地 

障害児（者）通所事業所 ウィズワン 三次市粟屋町１１６６４番地 

児童発達支援センター バンビ 三次市粟屋町１１６０４番地１ 

キッズさぽーとＹＵＩ 三次市畠敷町２２番地４ 
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②医療型児童発達支援 

児童発達支援及び必要な治療を行います。 

肢体不自由があり，理学療法等の機能訓練等又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害

児等が対象となります。 

※現在，このサービスを行っている事業者は，市内にはありません。 

 

③居宅訪問型児童発達支援 

居宅を訪問し，日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与等の支援を行います。 

重症心身障害児などの重度の障害児等であって，児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出す

ることが著しく困難な障害児等が対象となります。 

※現在，このサービスを行っている事業者は，市内にはありません。 

 

④放課後等デイサービス 

生活能力の向上のために必要な訓練，社会との交流の促進，その他必要な支援を行います。 

学校等の授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児等が対象となります。 

事業所名 所在地 

障害児（者）通所事業所 ウィズワン 三次市粟屋町１１６６４番地 

児童発達支援センター バンビ 三次市粟屋町１１６０４番地１ 

ゆうしゃいん三次 三次市畠敷町２３８番地１ 

スマイルのお家 みよし 三次市十日市南七丁目９番２５号 

放課後キッズ楽喜 三次市西酒屋町５９番地１４ 

キッズさぽーとＹＵＩ 三次市畠敷町２２番地４ 

結 三次市畠敷町２２番地２ 

 

⑤保育所等訪問支援 

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 

保育所等やその他児童が集団生活を営む施設へ通う障害児であって，当該施設へ訪問し，専門的な支援が

必要と認められた障害児等が対象となります。 

事業所名 所在地 

児童発達支援センター バンビ 三次市粟屋町１１６０４番地１ 

 

⑥障害児相談支援 

障害児通所事業を利用する際に，サービス利用計画の作成や支給決定後の見直しなどを行います。 

事業所名 所在地 

ニューライフ君田相談支援事業所 三次市君田町東入君３５７番地１ 

子鹿障害児等療育支援事業所 三次市粟屋町１１６０４番地１ 

相談支援事業者ゆうしゃいん 三次市大田幸町１０３８８番地７ 

ふらっと相談支援事業所 三次市甲奴町本郷１２１５番地１ 

三次市障害者支援センター 三次市十日市東三丁目１４番１号 

相談支援事業所ココみよし 三次市西酒屋町３０番地３ 
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（３）障害福祉サービス利用実績の推移 

 

①訪問系サービス 

◼ 重度訪問介護の利用時間において，計画より実績が大きく上回っているため，サービス全体の利用時間も

計画より実績が上回っています。 

◼ 利用者の高齢化が進んでおり，居宅介護等の介護保険の利用が優先されるサービスが増えていますが，継

続して障害福祉サービスを利用されている人もいます。 

 

（単位：人・時間／月） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用人数 利用時間 利用人数 利用時間 利用人数 利用時間 

居宅介護 
計画 ６５ ７８０ ７０ ８４０ ７５ ９００ 

実績 ５８ ９７８ ６７ １，００７ ７１ ９３４ 

同行援護 
計画 １２ １２０ １３ １３０ １４ １４０ 

実績 ６ ８４ ６ ６９ ８ ６４ 

重度訪問介護 
計画 １ １６０ １ １６０ ２ ３２０ 

実績 １ ６ １ ４４８ ２ ８０９ 

行動援護 
計画 １ １０ １ １０ １ １０ 

実績 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

重度障害者等包括支援 
計画 １ １０ １ １０ １ １０ 

実績 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

訪問系サービス合計 
計画 ８０ １，０８０ ８６ １，１５０ ９３ １，３８０ 

実績 ６５ １，０６８ ７４ １，５２４ ８１ １，８０７ 

※３月の利用実績（令和２年度は９月の利用実績） 
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②日中活動系サービス 

◼ 就労支援に係るサービスは，利用人数・時間ともに増加しています。 

◼ 短期入所は，福祉型において施設入所待機のための長期利用の実態があり高い計画値を見込んでいまし

たが，横ばいの実績となっています。 

 

（単位：人・日／月） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用人数 利用日数 利用人数 利用日数 利用人数 利用日数 

生活介護 
計画 １６５ ３，３００ １７５ ３，５００ １９０ ３，８００ 

実績 １５４ ３，１４６ １５２ ３，１８４ １５４ ３，１０３ 

自立訓練（機能訓練） 
計画 ３ ３０ ３ ３０ ３ ３０ 

実績 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

自立訓練（生活訓練） 
計画 ２ ２０ ２ ２０ ２ ２０ 

実績 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

就労移行支援 
計画 ５ ５０ ５ ５０ ５ ５０ 

実績 １ １６ ２ ３３ ４ ４５ 

就労継続支援Ａ型 
計画 ３５ ７００ ４０ ８００ ４５ ９００ 

実績 ４１ ６９７ ４２ ７４９ ４５ ８５１ 

就労継続支援Ｂ型 
計画 ２００ ３，２００ ２１０ ３，３６０ ２２０ ３，５２０ 

実績 １９６ ３，２３７ ２０２ ３，４２８ ２１２ ３，６４１ 

就労定着支援 
計画 ２ － ２ － ２ － 

実績 １ － １ － ０ － 

療養介護 
計画 １５ － １５ － １５ － 

実績 １５ － １４ － １４ － 

短期入所（福祉型） 
計画 ６０ ４８０ ６７ ５４０ ７０ ５６０ 

実績 ３３ ２９４ ２７ ２８５ ３０ ２４８ 

短期入所（医療型） 
計画 １０ ５０ １２ ６０ １４ ７０ 

実績 ７ ２６ ７ ３４ ６ ４９ 

※３月の利用実績（令和２年度は９月の利用実績） 
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③居住系サービス 

◼ 平成２９年度にグループホームが１か所新設されたため高い計画値を見込んでいましたが，新たな受け入

れが難しい施設もあり，利用者はやや増加しているに止まっています。 

（単位：人／月） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用人数 利用人数 利用人数 

自立生活援助 
計画 １ ３ ４ 

実績 ０ ０ ０ 

共同生活援助 

（グループホーム） 

計画 ８５ １０７ １１０ 

実績 ７８ ８０ ８４ 

施設入所支援 
計画 １０５ １０３ １０１ 

実績 ９９ ９８ ９７ 

※３月の利用実績（令和２年度は９月の利用実績） 

 

④相談支援サービス 

◼ 計画相談支援は利用人数が増加している傾向にあります。なお，計画値はサービス等利用計画作成数によ

り計算していましたが，サービス利用開始後のモニタリングもサービス利用対象となるため，サービス全体の

利用人数を実績としています。 

 

（単位：人／月） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用人数 利用人数 利用人数 

計画相談支援 
計画 ３５ ３８ ４０ 

実績 ８６ １３９ １５１ 

地域移行支援 
計画 １ ３ ４ 

実績 ０ １ １ 

地域定着支援 
計画 ０ １ ３ 

実績 ０ ０ ０ 

※各月の利用者数の平均（令和２年度は４～９月の利用実績平均） 
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（４）障害児通所支援サービス利用実績の推移 

◼ 放課後等デイサービスは，就学児を対象としており，利用人数は増加しており計画を上回っています。また，

利用日数は計画より実績が大きく上回っています。 

（単位：人・日／月） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用人数 利用日数 利用人数 利用日数 利用人数 利用日数 

児童発達支援 
計画 ４０ ２００ ４５ ２２５ ５０ ２５０ 

実績 ４４ ２７９ ４２ ２４３ ４１ ３０１ 

医療型児童発達支援 
計画 ２ ３０ ３ ４５ ４ ６０ 

実績 ０ ０ １ ３ １ ３ 

放課後等デイサービス 
計画 ６５ ５８５ ７０ ６３０ ７５ ６７５ 

実績 ７３ ８３８ ７４ ９９５ ７８ ９７２ 

保育所等訪問支援 
計画 １ ５ ３ １５ ５ ２５ 

実績 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

居宅訪問型児童発達支援 
計画 ２ １０ ２ １０ ３ １５ 

実績 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

障害児相談支援 
計画 ７ － ９ － １０ － 

実績 １０ － １４ － ２０ － 

※３月の利用実績（令和２年度は９月の利用実績） 

 

（５）地域生活支援事業利用実績等の推移 

 

①意思疎通支援事業 

◼ 手話奉仕員養成事業と要約筆記奉仕員養成事業を三次市社会福祉協議会に委託し，ボランティアグルー

プの協力を得て実施しています。 

◼ 手話通訳者を市役所に１人配置しています。 

（単位：年間利用件数） 

コミュニケーション支援事業 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用件数 利用件数 利用件数 

手話通訳者等派遣事業 
計画 ４０ ４０ ４０ 

実績 ５３ ３５ ２２ 

要約筆記奉仕員等派遣事業 
計画 ６０ ６０ ６０ 

実績 ６１ ５８ ２０ 

手話通訳者設置事業 
計画 １人 １人 １人 

実績 １人 １人 １人 

※令和２年度実績は，４月～９月分 
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②日常生活用具給付事業 

◼ 本市独自の利用者負担上限額を設定し，障害児と低所得者世帯の更なる費用負担の軽減措置を実施し

ています。 

（単位：年間給付件数） 

日常生活用具給付等事業 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

給付件数 給付件数 給付件数 

日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
（
年
間
） 

介護・訓練等支援用具 
計画 ５ ５ ５ 

実績 ６ １２ １ 

自立生活支援用具 
計画 ２０ ２０ ２０ 

実績 ７ ６ ５ 

在宅療養等支援用具 
計画 ２５ ２５ ２５ 

実績 ７ １０ ２ 

情報・意思疎通支援用具 
計画 ２０ ２０ ２０ 

実績 ６ ９ ６ 

排泄管理支援用具 
計画 １，６００ １，６００ １，６００ 

実績 １，４９１ １，５４２ ７４４ 

住宅改修費 
計画 ３ ３ ３ 

実績 ０ ０ ０ 

※令和２年度実績は，４～９月分 

 

③移動支援事業 

◼ 本市独自の利用者負担上限額を設定し，障害児と低所得者世帯の更なる費用負担の軽減措置を実施し

ています。 

◼ 令和２年度の４～９月においては，新型コロナウイルス感染症の影響により利用が大きく落ち込んでいます。 

（単位：人・時間／年） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用人数 利用時間 利用人数 利用時間 利用人数 利用時間 

移動支援事業 

（個別支援型） 

計画 ２５ ７５０ ２７ ８１０ ３０ ９００ 

実績 １８ ５７７ ２０ ６０３ ９ １１４ 

※令和２年度実績は，４～９月分 

 

④地域活動支援センター事業 

◼ 令和２年度の４～９月においては，新型コロナウイルス感染症の影響により利用が落ち込んでいます。 

（単位：か所・人／年） 

地域活動支援センター事業 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

日中活動支援型 

計画 ４ ４ ４ 

実績 ４ ４ ４ 

延利用者数 ８１９ ７８９ ３５５ 

※令和２年度実績は４～９月分 
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⑤福祉ホーム事業 

◼ 市内に福祉ホームはなく，隣接市にある知的障害者福祉ホームの利用があります。 

（単位：人／月） 

福祉ホーム事業 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用人数 利用人数 利用人数 

福祉ホーム事業 
計画 ４ ４ ４ 

実績 ４ ５ ５ 

※３月の利用実績（令和２年度は９月の利用実績） 

 

⑥生活支援事業 

◼ 障害児生活訓練事業は，計画値より少ない利用となっています。 

◼ 福祉機器リサイクル事業は，令和２年度は事業を休止しています。三次市社会福祉協議会への委託により

効率的な運用が図られています。 

（単位：人／年） 

生活支援事業 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

障害児生活訓練事業 
計画 ３０ ３０ ３０ 

実績 ２０ ２４ １５ 

福祉機器リサイクル事業 
計画 １５０ １５０ １５０ 

実績 １１７ １３１ － 

※令和２年度実績は，４～９月分 

 

⑦日中一時支援事業 

◼ 短期入所型は，利用人数が増加しています。 

（単位：人／月） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用人数 利用人数 利用人数 

短期入所型 
計画 ４０ ４２ ４５ 

実績 ３８ ４９ ６０ 

放課後一時支援型 
計画 ８ １０ １２ 

実績 １５ １２ １２ 

※３月の利用実績（令和２年度は９月の利用実績） 

 



第１章 総則 

第２節 データから見る障害者を取り巻く現状 

  29  

 

 

⑧社会参加促進事業 

◼ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業は，新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度は実施

できていません。 

◼ 各奉仕員養成事業については，様々なボランティア養成を行っている三次市社会福祉協議会へ委託し，効

率的な事業推進を行っています。 

（単位：人／年） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

スポーツ・レクリエーション 

教室開催等事業 

計画 １５０ １５０ １５０ 

実績 ９５ ８２ － 

点字・声の広報等発行事業 
計画 ２０ ２０ ２０ 

実績 １５ １６ １６ 

手話奉仕員養成事業 
計画 １０ １０ １０ 

実績 ５ １０ ４ 

要約筆記奉仕員養成事業 
計画 ５ ５ ５ 

実績 ４ ２ ９ 

点訳奉仕員養成事業 
計画 ５ ５ ５ 

実績 ３ １１ ７ 

朗読奉仕員養成事業 
計画 ２０ ２０ ２０ 

実績 ７ １７ １５ 

自動車運転免許取得費 

助成事業 

計画 ２ ２ ２ 

実績 ０ ０ ０ 

自動車改造費助成事業 
計画 ４ ４ ４ 

実績 １ １ ０ 

福祉車両購入助成事業 
計画 ５ ５ ５ 

実績 ３ ２ １ 

※令和２年度実績は，４月～９月分 

 

⑨訪問入浴サービス事業 

◼ 平成３０年度より事業を行っていますが，市内に提供できる事業所がなく，利用者は少ない状況です。 

（単位：人／年） 

サービス種別 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

訪問入浴サービス事業 
計画 ２ ３ ５ 

実績 １ １ １ 

※令和２年度実績は，４月～９月分 
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３ 障害のある人向けアンケート調査結果 

（１）調査の概要 

①調査概要および配布・回収状況 
 

項目 概要 

調査目的 

本計画の改定にあたり，障害のある人の福祉サービスの利用実態や福祉に関

する意識，意向などを把握し，計画策定や施策推進に役立てるために実施しま

した。 

対象者 障害者手帳（身体・療育・精神）所持者 

調査票配布対象者数 １，０００人 

抽出方法 無作為抽出（層化抽出法） 

調査期間 令和２年９月 

回収数・率 ５３２人・５３．２％（前回調査：４４．８％） 
 

②回答者の属性 
 

回答者の障害者手帳所持状況 

身体障害者手帳は６３．５％，療育手帳は２７．３％，精神障害者保健福祉手帳は１９．２％が所持していると回

答しています。（複数の手帳を所持している人がいるため合計は１００％になりません。） 

身体障害者手帳 

18.6 14.5 12.6 9.6

5.1 3.2

29.7 6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=532)

1級 2級 3級 4級 5級 6級 持っていない 無回答

 

療育手帳 

3.9 7.7 6.8 8.8 60.7 12.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=532)

Ⓐ Ａ Ⓑ Ｂ 持っていない 無回答

 

精神障害者保健福祉手帳 

0.8

12.2 6.2 68.0 12.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=532)

1級 2級 3級 持っていない 無回答

 

回答者の年齢 

「１８～６４歳」が６４．５％で最も多く，次いで，「６５歳以上」，「１８歳未満」となっています。 

8.8 64.5 26.1 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=532)

18歳未満 18～64歳 65歳以上 無回答
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59.0

56.4

68.6

38.2

88.1

53.5

44.7

39.5

42.6

29.4

61.8

11.9

44.2

55.3

1.4

1.0

2.0

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=210)

身体(n=101)

療育(n=102)

精神(n=34)

18歳未満(n=42)

18～64歳(n=129)

65歳以上(n=38)

いる いない 無回答

年
齢
別

手
帳
別

（２）調査結果 

 

主な介助者の年齢と主な介助者以外に頼りにできる人の有無 

主な介助者の年齢は，５０歳以上の割合が増加しており，介助者の高齢化が進んでいる結果となっています。 

また，約４割の人が，現在介助をしてくれている人以外に介助をお願いできる人がいないという結果になってい

ます。６５歳以上になると，半数以上となっています。 

 

【問 あなたを介助してくれる家族で，特に中心となっている人の年齢をお答えください（自由回答）】 

回答者数 選択肢 前回調査 今回調査 ポイント差 今回－前回

50歳未満 33.3 30.0 -3.3

50歳以上80歳未満 59.0 64.8 5.8

80歳以上 3.4 3.8 0.4

無回答 4.3 1.4 -2.9

210

 

【問 主にあなたを介助してくれる人以外で，あなたの介助をお願いできる人はいますか（単数回答）】 
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現在の暮らしの状況と地域生活移行への意向及び必要な支援 

現在の暮らしの状況としては，「家族と暮らしている」が約８割で最も多く，次いで，「一人で暮らしている」が約

１割，「福祉施設（障害者支援施設，高齢者支援施設）で暮らしている」となっています。 

現在「福祉施設で暮らしている」または「病院に入院している」人の地域生活移行への意向は，「今のまま生

活したい」が約６割で最も多く，「家族と一緒に生活したい」及び「グループホームなどを利用したい」は，それぞ

れ約１割，「一人で暮らしたい」は約３％となっています。 

また，地域で生活するために必要なこととしては，「経済的な負担の軽減」が約５割と最も多く，次いで，「医療

ケア」や「居宅介護」などのサービスの充実については２～３割程度，「地域住民の理解」については１割程度と

なっており，必要なことの優先度としては，金銭について，サービスについて，地域住民の理解の順となっていま

す。 

 

【問 あなたは現在どのように暮らしていますか（単数回答）】 

10.5 79.7 4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=532)

一人で暮らしている 家族と暮らしている
グループホームで暮らしている 福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援施設）で暮らしている
病院に入院している その他
無回答

 

一人で暮らし

ている 

家族と暮らし

ている 

グループホー

ムで暮らして

いる 

福祉施設で暮

らしている 

病院に入院し

ている 
その他 無回答 

１０．５％ ７９．７％ １．１％ ４．１％ ２．６％ ０．９％ ０．９％ 

【問 あなたは将来，地域で生活したいと思いますか（単数回答）［問１７で，「福祉施設で暮らしている」または

「病院に入院している」と答えた人のみ］】 

【問 あなたが地域で生活するためには，どのような支援があればよいと思いますか（複数回答） 

［「福祉施設で暮らしている」または「病院に入院している」と答えた人のみ］】 

52.8

25.0

25.0

25.0

22.2

22.2

13.9

11.1

5.6

11.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

経済的な負担の軽減

在宅で医療ケアなどが適切に得られること

居宅介護（ホームヘルプ）等の在宅で利用できるサービスの充実

相談対応等の充実

障害者に適した住居の確保

生活訓練等の充実

近所の人が手助けをしてくれるなど地域住民の理解

コミュニケーションについての支援

その他

無回答
(n=36)

 

61.1 11.1 13.9

2.8 5.6

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=36)

今のまま生活したい グループホームなどを利用したい
家族と一緒に生活したい アパートや住宅などで一人で暮らしたい
その他 無回答
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就労意向と就労のために必要な支援 

現在，福祉的就労をしている人が一般就労したいという意向は，約２割となっています。 

また，一般就労，家業，自営業及び福祉的就労をしている以外の人の就労意向は，約３割となっています。 

また，１８～６４歳の人は，約２割が職業訓練などを受けている，受けたいと回答していますが，約３割は受けたく

ない，受ける必要はないと回答しています。 

就労支援として必要だと思うことについては，上司や同僚，職場の『理解』が上位となっており，通勤手段の確

保及び労働環境等の整備も必要ですが，周囲の理解を求める意見が多くなっています。 

 

【問 一般企業等に就職したいと考えていますか（単数回答）】 

（福祉的就労から一般就労への意向） 

20.7 79.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=58)

考えている 考えていない 無回答

 

【問 あなたは今後，収入を得る仕事をしたいと思いますか（単数回答）】 

（現在就労していない人の福祉的就労も含めた就労意向） 

37.0 49.3 13.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=138)

仕事をしたい 仕事はしたくない、できない 無回答

 

【問 あなたは収入を得る仕事を得るために，職業訓練などを受けたいと思いますか（単数回答）】 

4.7 13.4 27.7 37.9 16.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=343)

すでに職業訓練を受けている 職業訓練を受けたい
職業訓練を受けたくない、受ける必要はない すでに就労している
無回答

 

【問 あなたは障害者の就労支援として，どのようなことが必要だと思いますか（複数回答）】 

57.4

56.0

40.5

36.2

28.6

27.7

25.4

22.4

20.1

16.6

5.0

16.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

職場の上司や同僚に障害の理解があること

職場の障害者理解

通勤手段の確保

短時間勤務や勤務日数等の配慮

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

仕事についての職場外での相談対応、支援

職場で介助や援助等が受けられること

勤務場所におけるバリアフリー等の配慮

在宅勤務の拡充

企業ニーズに合った就労訓練

その他

無回答 (n=343)  
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悩みや困ったことの相談先及びサービス等の情報の入手先 

普段の悩みや困ったことの相談先は，「家族や親せき」，「友人・知人」などの身近な人が多くなっています。

「相談したいけれど相談先がわからない」については，約５％となっており，割合は低いですが，一定数の人が相

談先がわからない状況になっている結果となっています。 

また，サービス等の情報の入手先としては，「行政機関の広報誌」が約４割と最も多く，「かかりつけ医や看護

師」及び「サービス事業所の人や施設職員」は約２割となっています。 

 

【問 あなたは，普段，悩みや困ったことをどなたに相談しますか（複数回答）】 

73.1

32.5

31.2

14.3

10.9

7.7

6.4

6.0

5.8

5.6

4.5

2.6

2.6

4.5

4.9

7.5
3.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

家族や親せき

友人・知人

かかりつけの医師や看護師

施設の指導員など

職場の上司や同僚

行政機関の相談窓口

相談支援事業所などの民間の相談窓口

近所の人

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

障害者団体や家族会

民生委員・児童委員

その他

相談したいけれど相談先がわからない

相談していない

無回答
(n=532)

 

【問 あなたは障害のことや福祉サービスなどに関する情報を，どこから知ることが多いですか（複数回答）】 

38.7

32.7

29.7

21.8

19.5

17.9

9.8

7.1

6.6

5.1

4.3

2.1

5.1

7.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

行政機関の広報誌

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

家族や親せき、友人・知人

インターネット

かかりつけの医師や看護師

サービス事業所の人や施設職員

行政機関の相談窓口

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

障害者団体や家族会（団体の機関誌など）

相談支援事業所などの民間の相談窓口

通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

民生委員・児童委員

その他

無回答 (n=532)  
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外出の頻度及び外出する時に困ること，外出しない・できない理由 

「毎日外出する」と回答した人の割合は，前回調査より減少しています。新型コロナウイルス感染症の影響によ

り，自分で外出できる方の外出機会が減少している可能性があります。 

また，外出する時に困ること及び外出しない・できない理由としては，「公共交通機関が少ない（ない）」，「外

出にお金がかかる」等の外出手段と費用面に対する意見が多く，「困った時にどうすればいいのか心配」という

不安感についての意見も多くなっています。 

 

【問 あなたは１週間にどの程度外出しますか（単数回答）】 

回答者数 選択肢 前回調査 今回調査
ポイント差　今回－前

回

毎日外出する 52.4 44.0 -8.4

１週間に数回外出する 30.3 35.7 5.4

めったに外出しない 8.6 14.1 5.5

まったく外出しない 2.1 0.9 -1.2

外出できない 2.8

無回答 6.6 2.4 -4.2

532

 

【問 あなたが外出する時に困ること，外出しない理由，外出できない理由は何ですか（複数回答）】 

28.4

22.9

20.3

17.3

16.4

15.8

13.3

13.0

12.8

6.8

18.6

17.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

公共交通機関が少ない（ない）

困った時にどうすればいいのか心配

外出にお金がかかる

道路や駅に階段や段差が多い

列車やバスの乗り降りが困難

発作など突然の身体の変化が心配

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

周囲の目が気になる

外出先の建物の設備が不便（通路、トイレ、エレベーターなど）

介助者が確保できない

その他

無回答 (n=532)
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差別や嫌な思いをした経験 

差別や嫌な思いをした経験としては，「ある」と回答した人の割合が前回調査より減少し，「ない」と回答した人

の割合が増加しています。しかし，「ある」と「少しある」を併せると，依然として半数以上の人が，差別や嫌な思い

をした経験があると回答しています。 

経験した場所としては，「学校・仕事場」と「外出先」が多くなっており，社会生活を行う際に経験したという人

が多くなっている結果となっています。 

 

【問 あなたは障害があることで差別や嫌な思いをする（した）ことがありますか（単数回答）】 

回答者数 選択肢 前回調査 今回調査
ポイント差　今回－前

回

ある 32.4 23.3 -9.1

少しある 26.9 26.9 0.0

ない 33.4 43.6 10.2

無回答 7.2 6.2 -1.0

532

 

【問 どのような場所で差別や嫌な思いをしましたか（複数回答）】 

46.8

38.6

21.7

20.6

17.6

12.7

6.0

2.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

学校・仕事場

外出先

住んでいる地域

仕事を探すとき

病院などの医療機関

余暇を楽しむとき

その他

無回答
(n=297)
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災害時における避難及び困ること 

災害時に「一人で避難できない」と回答した人の割合は，前回調査より増加しており，「一人で避難できる」と

回答した人については，４割程度となっています。 

また，家族が不在の場合や一人で暮らしている場合，避難時に近所にあなたを助けてくれる人が「いる」と回

答した人は約３割となっています。 

災害時に困ることとしては，「避難場所の設備や生活環境」，「投薬や治療」などの避難生活において，身体に

直接影響のある項目が多くなっており，次いで「迅速に避難できない」が多くなっています。 

 

【問 あなたは火事や地震等の災害時に一人で避難できますか（単数回答）】 

回答者数 選択肢 前回調査 今回調査
ポイント差　今回－前

回

できる 45.2 43.6 -1.6

できない 30.3 35.5 5.2

わからない 23.1 19.0 -4.1

無回答 1.4 1.9 0.5

532

 

【問 家族が不在の場合や一人で暮らしている場合，近所にあなたを助けてくれる人はいますか 

（単数回答）】 

30.3 32.1 34.0 3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=532)

いる いない わからない 無回答

 

【問 火事や地震等の災害時に困ることは何ですか。（複数回答）】 

53.4

47.2

45.1

26.7

20.5

19.0

10.9

7.5

11.5

6.4

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安

投薬や治療が受けられない

安全なところまで、迅速に避難することができない

周囲とコミュニケーションがとれない

救助を求めることができない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

補装具の使用が困難になる

特にない

その他

無回答
(n=532)
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48.3 51.6 0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=516)

男性 女性 無回答

7.4 22.9 41.1 28.3 0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=516)

10・20代 30・40代 50・60代 70歳以上 無回答

21.5 32.4 41.7

4.1

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=516)

家族の中にいる 学校や職場、地域内などにいる いない わからない 無回答

 

４ 市民向けアンケート調査結果 

（１）調査の概要 

①調査概要および配布・回収状況 
 

項目 概要 

調査目的 
本計画の改定にあたり，市民の障害に関する意識，意向などを把握し，計画策

定や施策推進に役立てるために実施しました。 

対象者 三次市にお住まいの１８歳以上の人 

調査票配布対象者数 １，０００人 

抽出方法 無作為抽出 

調査期間 令和２年９月 

回収数・率 ５１６人・５１．６％ 

 

②回答者の属性 

 

性別 

男性が４８．３％，女性が５１．６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

年齢 

「５０・６０代」が４１．１％で最も多く，次いで，「７０歳以上」，「３０・４０代」となっています。 

 

 

 

 

 

 

身近に障害のある人がいる（いた）か 

「いない」が４１．７％で最も多く，次いで，「学校や職場，地域内などにいる」，「家族の中にいる」となっていま

す。 
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（２）調査結果 

 

「共生社会」及び「障害者差別解消法」の認知度 

「共生社会」の認知度（「知っている」及び「言葉だけは聞いたことがある」の合計）は約８割，「障害者差別解

消法」の認知度（「法律の内容も含めて知っている」及び「内容は知らないが，法律ができたことは知っている」

の合計）は約４割となっています。 

障害者に関する世論調査（平成２９年内閣府実施）と比較すると，「言葉だけは聞いたことがある」，「内容は

知らないが，法律ができたことは知っている」の割合が高くなり，「知らない」の割合が低くなっていることから，平

成２９年から３年経ち，認知度は上がっていると考えられます。 

一方で，「知っている」及び「法律の内容も含めて知っている」の割合は，世論調査よりやや高くなっているにと

どまっています。これらのことから，言葉の認知度は上がっているが，内容の理解はあまり進んでいないという結果

となっています。 

 

【問 あなたは，障害のある・なしにかかわらず，誰もが社会の一員としてお互いを尊重し，支え合って暮らすこ

とを目指す「共生社会」という考え方を知っていますか（単数回答）】 

48.8

46.6

32.0

19.6

18.6

33.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=516)

国世論調査(n=1771)

知っている 言葉だけは聞いたことがある 知らない 無回答

 

 

【問 障害のある・なしにかかわらず，互いを認め合いながら，ともに生きることのできる社会づくりを促進するこ

とを目的として，５年前に「障害者差別解消法」が施行されました。あなたは，この法律を知っていますか（単数

回答）】 

 

 

 

 7.8

5.1

33.3

16.8

58.9

78.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=516)

国世論調査(n=1771)

法律の内容も含めて知っている 内容は知らないが、法律ができたことは知っている 知らない 無回答
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「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮」の年代別認知度 

「不当な差別的取扱いの禁止」の認知度（「内容を知っている」及び「聞いたことはあるが，内容は知らない」

の合計）は，全体では５割弱となっており，最も高い７０歳以上においても約６割となっています。 

「合理的配慮」の認知度は，全体及びいずれの年代も３割前後となっています。 

年代別にみると，「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮」ともに「知らない」と回答した割合は，３

０・４０代において高くなっています。一方で，「内容を知っている」と回答した割合は，３０・４０代は他の年代より比

較的高くなっています。 

３０・４０代においては，言葉自体の認知度は低いですが，内容を知っている人の割合は他の年代より比較的多

くなっていることから，関心の高い人と低い人の差が大きいと考えられます。 

 

【問 あなたは障害者差別解消法で求められる「不当な差別的取扱いの禁止」について知っていますか（単数

回答）】 

11.8

10.5

13.6

9.0

15.1

35.5

42.1

19.5

38.2

42.5

52.3

47.4

66.9

52.8

41.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=516)

10・20代(n=38)

30・40代(n=118)

50・60代(n=212)

70歳以上(n=146)

内容を知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答

 

 

【問 あなたは障害者差別解消法で求められる「合理的配慮」について知っていますか（単数回答）】 

8.1

7.9

12.7

6.6

6.8

25.4

26.3

16.1

28.3

28.1

65.3

65.8

71.2

64.2

62.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=516)

10・20代(n=38)

30・40代(n=118)

50・60代(n=212)

70歳以上(n=146)

内容を知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答
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「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮」の身近に障害のある人がいる・いない別認

知度 

「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮」の認知度は，身近に障害のある人が「いる」人の方が高く

なっています。 

「内容を知っている」と回答した割合が高くなっているのは，障害のある人が「学校・職場・地域」にいる人とな

っています。 

身近に障害のある人が「いる」と回答した中でも，「家族」にいる人より，「学校・職場・地域」にいる人の方が，

内容の理解が進んでいる結果となっています。 

 

【問 あなたは障害者差別解消法で求められる「不当な差別的取扱いの禁止」について知っていますか（単数

回答）】 

11.8

11.7

16.8

8.8

35.5

41.4

35.9

32.6

52.3

45.9

47.3

58.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=516)

家族(n=111)

学校・職場・地域(n=167)

いない(n=215)

内容を知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答

 

 

【問 あなたは障害者差別解消法で求められる「合理的配慮」について知っていますか（単数回答）】 

8.1

6.3

15.6

4.2

25.4

29.7

24.0

25.1

65.3

60.4

59.9

70.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=516)

家族(n=111)

学校・職場・地域(n=167)

いない(n=215)

内容を知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答
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48.6

50.8

54.6

42.9

44.7

49.2

53.3

42.5

62.2

51.5

40.9

38.0

33.1

34.5

41.4

39.5

36.4

39.2

37.0

29.7

38.3

41.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=516)

国世論調査(n=1771)

男性(n=249)

女性(n=266)

10・20代(n=38)

30・40代(n=118)

50・60代(n=212)

70歳以上(n=146)

家族(n=111)

学校・職場・地域(n=167)

いない(n=215)

あると思う ある程度はあると思う あまりないと思う ないと思う わからない 無回答

障
害
の
あ

る
方
が
い

る
（
い
た
）

年
代
別

性
別

場面別においての障害等への理解に対する進捗（この５年程度）の認識 

社会全体における認識は，半数以上の人が「進んできた」（「大きく進んできた」及び「少しは進んできた」の

合計）と回答しています。 

場面別でみると，「市内の身近な地域」における認識において，「学校・職場」及び「あなたやあなたの家族の

中」より，「進んでいない」と回答した人の割合が高くなっています。 

 

【問 あなたは，この５年程度で，障害等に対する理解が進んだと思いますか。（単数回答）】 

7.2

6.6

3.9

12.4

48.3

46.3

34.9

45.9

21.1

17.4

30.6

14.0

20.0

25.0

26.9

22.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社会全体における認識

学校・職場における認識

市内の身近な地域における認識

あなたやあなたへの家族の中での

認識

大きく進んできた 少しは進んできた ほとんど進んでいない 何ともいえない・わからない 無回答

 

 

障害を理由とする差別や偏見の有無に関する意識 

全体では「ある」（「あると思う」及び「ある程度あると思う」の合計）と回答した人は，８６．６％となっています。

国世論調査では８３．９％となっており，本市の方が高くなっています。 

性別でみると，「ある」と回答した人は，男性が８９．１％，女性が８４．３％と，男性の方が高くなっています。 

年代別にみると「ある」と回答した人は，６０代までは年代が上がるにつれて高くなっていますが，７０歳以上に

おいては低くなっています。 

身近に障害のある人がいる・いない別にみると「ある」と回答した人は，「家族」及び「学校・職場・地域」にい

る人が約９割，いないが約８割となっており，いないと回答した人の方が差別や偏見がないと思っている人が多く

なっています。 

 

【問 あなたは，障害を理由とする差別や偏見があると思いますか（単数回答）】 
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障害等への理解を深めるために必要なこと及び理解が進んだ理由 

障害等への理解を深めるために必要なこととしては，「学校教育での障害者理解のための教育の推進」が最

も多く，次いで，「障害のある人の一般企業への就業の促進」となっています。 

また，障害等への理解が進んだ理由としては，「パラリンピックなど，障害のある人の活躍がよく紹介されるよう

になったから」が他の項目より割合が高くなっています。 

 

【問 あなたは障害のある人に対する理解を，より深めていくために必要なことは何だと思いますか（複数 

回答）】 

76.0

60.9

38.4

37.0

21.5

21.3

6.2

2.9

0.4

0% 20% 40% 60% 80%

学校教育での障害者理解のための教育の推進

障害のある方の一般企業への就業の促進

障害のある方との交流機会（イベント等）の創出

障害者支援団体等を知ってもらうための活動

インターネット等での情報発信の推進

パンフレットや広報誌の作成

わからない

その他

無回答
(n=516)

 

【問 障害等への理解が進んだ主な理由は何だと思いますか（複数回答）】 

74.0

36.8

32.2

25.8

22.5

16.3

15.5

5.2

7.0

1.9

2.9

0% 20% 40% 60% 80%

パラリンピックなど、障害のある方の活躍がよく紹介されるようになったから

様々な障害に関する理解を進める情報が充実してきたから

企業による障害者雇用が進んだから

障害のある方の積極的な社会参加が進んできたから

学校などでの福祉教育、障害のある子どもとの交流が充実してきたから

障害のある方を、まちや乗り物の中でよく見かけるようになったから

身近な人々の中に、障害のある方が増えてきたから

市や地域での交流イベントが定着してきたから

特にない

その他

無回答
(n=516)
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５ 障害のある人向けと市民向けアンケートの比較 

 

障害等に対する差別や偏見が５年前と比べて改善されたか 

「かなり改善されている」，「ある程度改善されている」「あまり改善されていない」は，市民向けの方が高く，

「ほとんど改善されていない」及び「わからない」は，障害のある人向けの方が高くなっています。 

これらのことから，市民全体の意識より，障害のある人の方が，差別や偏見が改善されていないと感じている

結果となっています。 

 

【問 あなたは，障害者に対する差別や偏見は，５年前と比べて改善されたと思いますか。】 

4.3

19.7

11.8

14.8

14.5

28.6

6.2

7.2

34.7

15.4

11.9

14.5

15.9

0.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

かなり改善されている

ある程度改善されている

あまり改善されていない

ほとんど改善されていない

どちらともいえない

わからない

無回答

障害のある人向け調査 市民向け調査
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障害の有無に関わらず安心して暮らしていくために重要と思うこと 

障害のある人向けの方が高くなっているのは，以下のとおりとなっています。 

 「障害者が安心して暮らすための医療体制・支援サービスの充実」 

 「障害に対する理解を広める取組の推進」 

 「障害者への包括的な支援体制の整備，相談体制の強化」 

 「障害を早期に発見し，切れ目のない支援ができる体制の強化」 

一方で，市民向けの方が高くなっているのは，以下のとおりとなっています。 

 「障害のある・なしに関わらず，ともに学び・活動できる環境づくり」 

 「障害があっても働くことができる環境づくり」 

 「まちや施設のバリアフリー化の推進」 

 「ＮＰＯ・ボランティアなど，市民活動・地域活動の推進」 

障害のある人の方が高くなっているのは，自分の日常生活に関わりの深いサービス等の支援体制に関する項

目となり，市民向けの方が高くなっているのは，ソフト・ハード面で障害のある人の社会生活を支えるための項目

となっています。 

 

【問 今後，障害のある・なしに関わらず，安心して自分らしく暮らせるまちにするために，あなたが特に重要と

思うことは何ですか】 

43.0

36.8

36.7

36.1

29.1

13.7

11.8

6.2

14.5

35.3

41.3

33.5

50.6

24.0

28.3

9.9

13.2

10.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

障害者が安心して暮らすための医療体制・支援サービスの充実

障害のある・なしに関わらず、ともに学び・活動できる環境づくり

障害に対する理解を広める取組の推進

障害があっても働くことができる環境づくり

障害者への包括的な支援体制の整備、相談体制の強化

まちや施設のバリアフリー化の推進

障害を早期に発見し、切れ目のない支援ができる体制の強化

ＮＰＯ・ボランティアなど、市民活動・地域活動の推進

無回答

障害のある人向け調査 市民向け調査
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６ 障害福祉サービス等事業者調査結果 

（１）調査概要および配布・回収状況 
 

項目 概要 

調査目的 

本計画の改定にあたり，障害福祉サービスの利用実態や今後の障害者施策に

対する意向などを把握し，計画策定や施策推進に役立てることを目的として実

施しました。 

対象者 市内で障害福祉サービス事業等を展開している事業者 

対象数 ２０法人 

調査期間 令和２年９～１０月 

回収数・率 １８法人・９０％ 

 

（２）調査結果 

【問 現在の職員の過不足についてお答えください（単数回答）】 

「適当である」が３３．３％で最も多く，次いで，「不足している」，「大変不足している」となっています。 

22.2% 27.8% 16.7% 33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大変不足している 不足している やや不足している 適当である 過剰である

 

【問 職員定着のために実施している取組についてお答えください（複数回答）】 

「資格取得のための休暇取得の支援」が７７．８％で最も多く，次いで，「事業所内での研修機会の確保」，「資

格取得のための金銭的な支援」及び「外部の研修への金銭的な参加支援」及び「福利厚生面（育休，介護休暇

など）の支援」となっています。 

66.7
77.8

66.7 61.1
50.0 44.4

66.7 72.2

11.1 16.7

0.0

50.0

100.0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩(%)
 

① ② ③ ④ ⑤ 

資格取得のための金銭

的な支援 

資格取得のための休暇

取得の支援 

外部の研修への金銭

的な参加支援 

外部の研修への休暇

取得の支援 

勤務条件（夜勤数，勤

務時間等）の改善 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

給与面での改善 福利厚生面（育休，介

護休暇など）の支援 

事業所内での研修機

会の確保 

特に取組は実施してい

ない 

その他 
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【問 事業所では，サービス向上のためにどのようなことに取り組んでいますか（複数回答）】 

「各種研修会，学習会，セミナーの実施や参加」が８８．９％で最も多く，次いで，「管理者が直接サービス提供

の状況を確認し指導している」，「現場のスタッフが自発的に問題事例（生活問題等）に関するケース検討会な

どを行っている」となっています。 

44.4

61.1

33.3

5.6

38.9

66.7 66.7

0.0

16.7

88.9

5.6
16.7

0.0

50.0

100.0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫（％）
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

サービス提供のガ

イドライン，マニュア

ルを作成している 

事故防止のために

ヒヤリ・ハット事例

の収集・共有を図

っている 

利用者や家族に対

し満足度調査を行

っている 

積極的に外部評価

を受けている（ＩＳ

Ｏ，第三者評価等） 

独自の自己評価を

実施している 

管理者が直接サー

ビス提供の状況を

確認し指導してい

る 

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

現場のスタッフが

自発的に問題事例

（生活問題等）に

関するケース検討

会などを行ってい

る 

現場スタッフに任

せている 

意見箱を設置して

いる 

各種研修会，学習

会，セミナーの実施

や参加 

特に取り組んでい

ることはない 

その他 

 

【問 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として，総合的な相談支援や地域の相談機関との 

連携強化等を担う「基幹相談支援センター」について，期待することはありますか（複数回答）】 

「困難事例等の相談」が66.7％で最も多く，次いで，「サービス事業所との連携推進」，「個別支援の動向」と

なっています。 

66.7 61.1

38.9

22.2

44.4

5.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥(%)
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

困難事例等の相談 サービス事業所と

の連携推進 

合同研修の主催 相談支援事業所へ

の定期的な訪問 

個別支援の動向 その他 
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７ 成年後見制度利用支援等に関するアンケート調査結果 
 

（１） 調査概要 
 

区分 内容 

調査目的 

市内の高齢者及び障害者の相談支援に関わる事業所における権利擁護の状況や課

題について把握し，成年後見制度の利用支援等に向けた今後の協議や取組等の参考

にすることを目的として実施しました。 

調査対象者 
市内において，障害者，高齢者の相談支援を行っている事業所及び障害者や高齢者が

入所されている施設（居宅系：40事業所，入所系：52事業所） 

調査期間 令和 2年 6～7月 

調査方法 メールによる調査票の配布及び回収 

回答数 居宅系 34事業所（回答率：85％），入所系 42事業所（回答率：81％） 
 

（２） 主な調査結果 
 

利用者や家族からの成年後見制度の相談 

利用者や家族からの成年後見制度の相談がある事業所は，全体の６８％となっています。 

68.0% 32.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ある

ない

 
 

成年後見制度を利用した方がよいと思われる利用者の有無 

サービス利用者で成年後見制度を利用した方がよいと思われる人がいる事業所は全体の４４％となっており，

居宅系が５４．１％と割合が高くなっています。 

54.1%

34.2%

44.0%

45.9%

65.8%

56.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居宅系

入所系

全体

いる

いない

 

成年後見制度を利用した方がよいと思われる人の数 

「すぐにでも利用が必要と思われる人」は１１人，「近い将来利用が必要な人」は１７４人となっています。 
 

成年後見制度の利用が必要と思われる人が現在利用していない理由 

成年後見制度を利用していない主な理由としては，「本人が拒否」，「親族の反対」，「申立人がいない」となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

本人が拒否 親族の反対 申立人がいな

い 

後見人等の候

補者がいない 

後見人への報

酬が支払えな

い 

手続きがわか

らない 

支援してくれる

機関がわから

ない 

その他 

12

8 7

1 0
3 2

5

0

5

10

15

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（人）
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８ アンケート及び調査結果のまとめ 

 

（１）障害に対する理解の促進及び福祉の心づくりの推進 
 

◼ 障害に関する制度や考え方は，市民に浸透しているとは言えない状況であるため，理解促進への取組を進

めていく必要があります。 

◼ 障害のある人の半数以上が差別や嫌な思いをした経験があり，市民全体の意識より差別や偏見が改善さ

れていないと感じている結果を踏まえて，福祉の心づくりへ推進を図る必要があります。 

◼ 市民向けアンケートにおいて，年代や障害のある人が身近にいるかどうかによって，障害に対する理解の度

合いが異なっている結果となっています。 

◼ 市民向けアンケートにおいて，障害等への理解を深めるために必要なこととして，「学校教育での障害者理

解のための教育の推進」が最も多く，次いで，「障害のある人の一般企業への就業の促進」となっており，障

害等への理解が進んだ理由としては，「パラリンピックなど，障害のある人の活躍がよく紹介されるようにな

ったから」が他の項目より割合が高くなっています。これらの結果を踏まえて，障害に対する理解の促進の取

組を進める必要があります。 

 

（２）親なき後等へ対応 
 

◼ 障害のある人の介助者の高齢化が進んでおり，約４割の人が，現在介助をしてくれている人以外に介助を

お願いできる人がいないという結果になっています。現在，介助を行っている人が介助を行えなくなった場合

（親なき後等）を見据えた支援を行っていく必要があります。 

 

（３）地域移行への支援 
 

◼ 障害のある人で，現在「福祉施設で暮らしている」または「病院に入院している」人の地域生活移行への意

向は２割程度となっており，地域移行のためには経済的な支援やサービスの充実が求められている結果と

なっています。 

 

（４）就労支援 
 

◼ 障害のある人で福祉的就労から一般就労したいという意向は約２割，現在働いていない人の福祉的就労も

含めた就労意向は，約４割となっています。一方で，職業訓練を受ける必要はないと回答した人も約３割おら

れる結果となっており，本人の意向に合わせた就労支援を行うことが大切となっています。 

◼ 就労支援として必要だと思うことについては，上司や同僚，職場の『理解』が上位となっており，職場におけ

る周囲の理解を進める取組が特に求められている結果となっています。 

 

（５）相談や情報提供 
 

◼ 障害のある人の普段の相談先として行政機関等の相談窓口と回答した人は少なくなっています。普段の相

談は身近な人に行うことが自然と考えられますが，相談窓口においても，障害のある人にとって相談しやす

い環境づくりを進める必要があります。 

◼ サービス等の情報の入手先としては，「行政機関の広報誌」が約４割と最も多く，「かかりつけ医や看護師」

及び「サービス事業所の人や施設職員」は約２割となっています。障害のある人にとっては，行政や支援機

関からの情報提供が重要となっています。 
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（６）外出支援 
 

◼ 障害のある人で「毎日外出する」と回答した人の割合は，前回調査より減少しています。新型コロナウイルス

感染症の影響により，自分で外出できる人の外出機会が減少している可能性があります。外出する時に困

ること及び外出しない・できない理由としては，外出手段，費用面，外出に対しての不安感が多くなっており，

安心して外出できるような支援を行う必要があります。 

 

（７）災害時等への対応 
 

◼ 障害のある人で災害時に「一人で避難できる」と回答した人は４割程度，家族が不在の場合や一人で暮ら

している場合，避難時に近所にあなたを助けてくれる人が「いる」と回答した人は約３割となっており，要支

援者の避難を支援するための準備として情報収集に努める必要があります。 

◼ 災害時に困ることとしては，「避難場所の設備や生活環境」，「投薬や治療」などの避難生活において，身体

に直接影響のある項目が多く，次いで「迅速に避難できない」となっており，避難と避難後の生活支援のた

めに個別の避難計画整備を進める必要があります。 

 

（８）サービス提供体制の維持と質の向上 
 

◼ 職員数が不足している事業所は３分の２となっており，休暇取得支援や研修などの様々な職員定着への取

組が行われていますが，事業運営上の大きな課題となっています。 

◼ サービス向上のために，研修会，ケース検討会，事故防止のための情報共有など様々な取組が行われてお

り，これらの取組を後押しするような支援が重要となっています。 
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第２章 第３期障害者福祉計画 

 

第１節 計画の基本理念と施策体系 

 

１ 基本理念とめざす将来像 

本計画における，「基本理念」及び「めざす将来像」については，これまでの本市における障害者福祉施策を

引き続き展開し，さらに推進していくために，前計画で定めたものを引き継ぐものとします。 

 

 

 

めざす将来像 

障害のある人が，地域でいきいきと自分らしく生きることのできるまち 

障害のある人が，その能力や個性を最大限に発揮して，もっと楽しく，いきいきと， 

その人らしく安心して暮らせるまち，そんな地域の中で，障害のある人もない人も， 

ともに支え合い，認め合い，ともに育ち，ともに働き，ともに生きるまちを市民ぐるみで 

つくっていきます。また，ライフステージに応じた支援についても取組を進めます。 

基本理念 

障害のある人一人ひとりが地域の一員として尊重され，自己選択と自己決定のもとに， 

安心して自分らしく自立した生活を送ることのできる地域社会の実現 
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２ 基本目標 

 

１ 共生社会のまちづくり 

共生社会とは，障害がある・ないに関わらず，誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い，多様な個性を認め

合うことのできる社会のことをいいます。 

共生社会のまちづくりのために，障害に対する理解及び福祉に関する教育・研修の推進を図り，地域で支え合

う仕組みづくりと障害のある人の社会参加の促進を進めていきます。 

 

２ 支援組織及び相談支援体制の強化 

障害者支援施策の推進にあたって，障害者支援協議会と，障害者支援事業の中核を担う障害者支援センタ

ーを中心とした各種サービスによる支援体制及び相談支援体制を構築しています。 

相談支援体制の充実により，障害のある人が安心して生活できる環境づくりを進めていきます。 

 

３ 安心して生活できる支援体制の強化 

障害のある人が，安心して生活をしていくためには，適切なサービス等の支援，住まいや社会生活における合

理的配慮のある環境づくり，社会参加を図るための意思疎通支援等の多様な支援が必要であり，障害のある人

の権利が護られ，災害等の緊急時にも対応できる体制が必要です。 

これらの取組を合わせることが効果的な支援へとつながるため，障害のある人一人ひとりに多様な支援を提

供できる体制強化に努めていきます。 

 

４ いきいきと働ける仕組みと支援の充実 

企業等で働く一般就労や障害者就労支援施設で働く福祉的就労など，障害のある人が多様な働き方を選ぶ

ことができる環境づくりが必要です。 

障害があってもいきいきと働きたいという気持ちを尊重した，多様な就労支援を提供し，障害者就労支援施設

においての収益向上への働きかけにも努めていきます。 

 

５ 切れ目のない支援体制の整備 

障害のある人の成長を支えるためには，ライフステージの移行による生活環境の変化に対応できる一貫した

支援が必要となります。 

障害のある人やその保護者に対して早期から支援を提供し，支援する側が変わったとしても変わらず一人ひと

りに寄り添った支援を行うことができる体制を整備していきます。 
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３ 計画の施策体系 

 

基本目標 施策体系 

共生社会のまちづくり 

１ 共生のまちづくりの推進 

 

１－１ 障害に対する理解の促進 

１－２ 福祉に関する教育・研修の推進 

１－３ 地域全体で支え合う仕組みづくり 

１－４ 社会参加への支援 

支援組織及び 

相談支援体制の強化 

２ 支援組織及び相談支援体制の充実 

 

２－１ 障害者支援センターの機能強化 

２－２ 障害者支援協議会の機能強化 

２－３ 相談から自己選択・決定への支援 

２－４ 相談支援ネットワークの充実 

安心して生活できる 

支援体制の強化 

３ 地域生活支援体制の充実 

 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 

いきいきと働ける仕組み 

と支援の充実 

４ 就労支援の充実 

 

４－１ 障害者雇用・就労機会の拡大と推進 

４－２ 多様な就労による生きがいづくり 

４－３ 障害者就労支援施設等の収益向上への支援 

切れ目のない 

支援体制の整備 

５ 切れ目のない支援の充実 

 

５－１ 早期発見・早期対応 

５－２ 療育・発達支援体制の充実 

５－３ 連携強化による一貫した支援 

５－４ 一人ひとりに応じた教育の充実 

 



第２章 第３期障害者福祉計画 

第２節 施策の推進に向けて 

  54  

 

 

第２節 施策の推進に向けて 
 

基本施策１ 共生のまちづくりの推進 

１－１ 障害に対する理解の促進 

１－２ 福祉に関する教育・研修の推進 

１－３ 地域全体で支え合う仕組みづくり 

１－４ 社会参加への支援 

 

１－１ 障害に対する理解の促進 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害のある人が地域で，安心して暮らせる社会を実現するための第一歩として，一人ひとりの市民が障害

への理解と認識を深め，自らの問題として考えることが必要です。 

◼ 市民向けアンケートにおいて，共生社会，不当な差別的取扱いの禁止，合理的配慮など障害への理解を深

める考え方については，認知度は向上していますが，内容の理解はあまり進んでいない結果となっています。 

◼ また，障害に対する差別や偏見があると認識している人は多いため，問題意識を持っている人は多くおられ

る状況です。 

◼ 差別解消支援部会による，事業者向けのアンケートでは，合理的配慮が民間事業者に努力義務となってい

ることを知っている事業者は約３割となっていますが，知らない事業者でも約６割は何らかの配慮や工夫をし

ている結果となっています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害者支援ネットワーク連絡会議に差別解消支援部会を設置し，情報収集，啓発内容の検討，啓発活動等

を行っています。 

◼ 広報紙，ホームページ等の媒体や障害者週間等の機会を活用して，障害への理解や適切な配慮を促すた

めの啓発を行っています。 

◼ 保育・教育の場において，障害への理解を深める教育を推進しています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ アンケート結果から，障害のある人の活躍の紹介により障害への理解が進んだと感じている人が多く，障害

のある人が学校・職場・地域にいる人の方が障害への理解が進んでいることから，障害のある人と協力して

理解の促進を図る取組を進めていきます。 

◼ 障害のある人に対しての配慮や支援を拡げていくためには，合理的配慮の理解促進を進めていくことが重

要となり，具体的な配慮の例示を踏まえて啓発を行っていきます。 

◼ 啓発にあたっては，広報紙，ホームページ，出前講座等の様々な媒体を活用していきます。 

◼ 市内で開催される各種イベント等を活用した啓発活動を進めていきます。 

◼ 講演会等の幅広い市民の参加が期待できる取組については，新型コロナウイルス感染症の影響も考慮し，

必要に応じた実施を検討していきます。 



第２章 第３期障害者福祉計画 

第２節 施策の推進に向けて 

  55  

 

 

基本施策１ 共生のまちづくりの推進 

１－１ 障害に対する理解の促進 

１－２ 福祉に関する教育・研修の推進 

１－３ 地域全体で支え合う仕組みづくり 

１－４ 社会参加への支援 

 

１－２ 福祉に関する教育・研修の推進 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害のある人もない人も互いを尊重して支え合うことができる共生のまちづくりのために，市内小・中学校

等において，「福祉の心」を育むための，福祉教育を実践しています。 

◼ 障害によって差別や嫌な思いをした経験がある人は，障害のある人の半数以上となっており，経験した場所

としては，「学校・仕事場」と「外出先」などの社会生活を行う際に経験したという人が多くなっている結果と

なっています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する三次市職員対応要領に基づいた職務の遂行や，職員研修を

行うなど，障害者差別の解消に向けた取組を率先して進めています。 

◼ 市内小・中学校では，道徳科を要として，学校教育全体で命や人権に対する感性を養い，「福祉の心」を育

んでいます。 

◼ また，道徳科の時間に障害のある人との関わりについて考えたり，総合的な学習の時間等に福祉関係機関

と連携を図り，福祉に関する話を聞いて理解を深めたり，地域の高齢者福祉施設を訪問して施設利用者と

交流したりするなど，福祉を実践する力を養っています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 三次市職員は，不当な差別的取扱いの禁止はもとより，率先して合理的配慮の提供を行っていきます。 

◼ 学校教育目標や各教科等との関連を図った福祉教育を進めます。 

◼ 福祉やボランティアについて正しく理解するために，全教職員が指導内容や指導方法について研修の機会

をもち，教職員間での共通理解を図ります。 

◼ 学校が計画する活動は，地域で行われている福祉活動と連携することでより効果的なものとなるため，計画

段階から，関係者の方々と連携し，ともに考えていくという姿勢を大切にするとともに，福祉教育について日

常的に連携・協力していく体制づくりを行います。 
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基本施策１ 共生のまちづくりの推進 

１－１ 障害に対する理解の促進 

１－２ 福祉に関する教育・研修の推進 

１－３ 地域全体で支え合う仕組みづくり 

１－４ 社会参加への支援 

 

１－３ 地域全体で支え合う仕組みづくり 

 

施策における現状と課題 

◼ 市民向けアンケートにおいて，社会全体よりも市内の身近な地域の方が障害等に対する理解が進んでいな

いと感じている人が多い結果となっています。 

◼ 地域の中で障害のある人と住民が交流するうえで，ボランティアの役割が重要となります。 

◼ 差別解消支援部会による，事業者向けのアンケートでは，障害のある人が社会生活を送る中で利用する，

商業施設や飲食店などの民間事業者においては，合理的配慮が努力義務となっていることを知っている事

業者は約３割となっています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 三次市社会福祉協議会と連携し，ボランティアの養成や活動支援を行っています。 

◼ 精神障害者ボランティアの養成やスキルアップを行い，活動の場の提供も行っています。 

◼ 広島県が推進している「あいサポート運動※2」と連携し，事業者や関係団体等への研修を行い「あいサポー

ター※3」養成の取組を進めました。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 三次市社会福祉協議会と連携し，障害福祉事業に対するボランティア活動を引き続き拡げていきます。 

◼ 障害に対する理解の促進を図り，地域活動や民間施設において少しずつでも障害のある人への配慮が提

供されるようになる環境づくりを進めます。 

◼ 地域や事業者への障害の理解を拡げる取組として，あいサポート運動を展開していきます。 

◼ 障害のある人の団体活動など，自主的な活動を引き続き支援していきます。 

 
2 皆さんに，障害の内容・特性，障害のある人が困っていること，配慮の仕方やちょっとした手助けの方法など，を知っていただき，実

践していただく運動のことをいいます。 
3 障害のある人が，困っているときなどに『ちょっとした手助け』を実践する意欲のある人で，あいサポーター研修を修了した人，また

はテキスト「障害を知り，共に生きる」を読んだ人（特別な技術の習得は不要）のことをいいます。 
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基本施策１ 共生のまちづくりの推進 

１－１ 障害に対する理解の促進 

１－２ 福祉に関する教育・研修の推進 

１－３ 地域全体で支え合う仕組みづくり 

１－４ 社会参加への支援 

 

１－４ 社会参加への支援 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害のある人が，いきいきと暮らしていくためには，社会とのつながりを持ち，それぞれの個性を発揮していく

ことが大切です。障害があっても様々な活動に参加できるよう，適切な配慮を行う必要があります。 

◼ 東京２０２０パラリンピックの開催決定により，障害者スポーツは全国的にも認知度が向上しています。 

◼ 障害のある人で毎日外出する人の割合は，前回調査より減少しており，新型コロナウイルス感染症の影響

により，自分で外出できる人の外出機会が減少している可能性があります。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害者フライングディスク競技大会等の障害者スポーツの機会を提供しており，障害のある人の社会参加

に加えて，学生や地域のボランティア団体との交流の場ともなっています。 

◼ ソーシャルクラブ※4やハートフルサロン※5などを開催し，グループ活動による障害のある人の社会参加のきっ

かけづくりや社会生活への能力向上を図っています。 

◼ 外出支援のために，移動支援事業や福祉タクシー等助成券の交付を行っています。 

◼ 障害者支援ネットワーク連絡会議に地域生活支援部会を設置し，障害のある人の社会参加に係る情報収

集，検討を進めています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 障害者スポーツは障害者の社会参加とボランティア等との交流の場となっているため，引き続きフライング

ディスク競技大会の開催や活動支援を行っていきます。 

◼ 障害のある人の社会参加のきっかけづくりや社会生活への能力向上のための機会の提供を引き続き行うと

ともに，活動を支援するボランティアの養成も進めていきます。 

◼ 障害のある人の社会参加に向けた検討を進め，移動支援等の社会参加への手助けとなる取組の有効活用

を図っていきます。 

 

 

 
4 全ての障害のある人を対象とし，グループ活動をとおした社会参加のきっかけづくりや，個々の社会生活力の向上のために開催

しています。 
5 精神障害者やひきこもり，障害者手帳や医療機関受診につながっていない人を対象とし，創作活動を中心として活動しています。 
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基本施策２ 支援組織及び相談支援体制の充実 

２－１ 障害者支援センターの機能強化 

２－２ 障害者支援協議会の機能強化 

２－３ 相談から自己選択・決定への支援 

２－４ 相談支援ネットワークの充実 
 

２－１ 障害者支援センターの機能強化 
 

施策における現状と課題 

◼ 障害者支援センターは，本市における障害者支援の中核機関であり，総合相談支援，専門部会の事務局，

社会資源の活用，障害のある人の社会参加支援，障害者団体や家族会への支援等の多岐にわたる役割を

担っています。 

◼ センターには，社会福祉士※6，精神保健福祉士※7，相談支援専門員等の専門職を配置しています。 

◼ 近年は困難事例に対応するケースが増加しており，障害者支援センターのみでは解決できない場合も多い

ことから，関係機関との連携体制の強化が必要となっています。 
 

本市における取組の状況 

◼ 総合相談支援においては，障害福祉サービス等のサービス等利用計画※8の作成を行う計画相談支援と，障

害のある人からの様々な相談に対応する一般相談があり，必要に応じた関係機関との連携のもと対応を行

っています。 

◼ 権利擁護においては，虐待対応や啓発活動を行っています。マニュアルの活用や実践的な研修により職員

のスキルアップを図っています。 

◼ 障害のある人の社会参加支援として，ピアサポート事業や，社会参加や活動の場の提供，家族会活動，障

害者ボランティア等の支援を行っています。 

◼ 関係機関との連携においては，障害者支援ネットワーク連絡会議の事務局を担い，部会をとおした課題解

決や，部会間の連携による取組実施への支援を行っています。 
 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 基幹型としての障害者支援センターの位置づけを明確にし，困難事例への対応等による他の相談支援事

業所への支援や，事業所間調整，サービス等利用計画作成への助言・指導，地域生活支援拠点等の役割

を強化していきます。 

◼ 困難事例への対応にあたっては，権利擁護ネットワーク等の関係機関と連携した対応ができる体制づくりを

進めていきます。 

◼ ピアサポート事業等の障害のある人が活躍できる機会への支援を引き続き行い，障害のある人の社会参加

や活動の場を確保していきます。 

◼ 障害者支援の中核を担う組織として，職員の研修等による支援の質の向上に努めていきます。 

◼ インターネットの活用や「三次市障害者支援センターだより」の発行による，障害者支援センターの周知及

び障害者支援に関する情報発信を引き続き行っていきます。 

 
6 「ソーシャルワーカー」と呼ばれる福祉専門職。身体的・精神的障害または環境上の理由で日常生活を営むことに支障がある者

に対し，福祉に関する相談，助言，指導その他の援助を行います。 
7 「精神科ソーシャルワーカー（ＰＳＷ）」と呼ばれる福祉専門職。精神病院等において医療を受けている，または精神障害により施

設を利用している人の社会復帰に関する相談に応じ，助言，指導，日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行いま

す。 
8 障害者総合支援法において，障害福祉サービスを適切に利用することができるよう，障害者のニーズや置かれている状況等をふ

まえ，最も適切なサービスの組み合わせ等について，指定特定相談支援事業者が検討・作成する計画のことをいいます。 
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基本施策２ 支援組織及び相談支援体制の充実 

２－１ 障害者支援センターの機能強化 

２－２ 障害者支援協議会の機能強化 

２－３ 相談から自己選択・決定への支援 

２－４ 相談支援ネットワークの充実 

 

２－２ 障害者支援協議会の機能強化 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害者福祉に関する多種多様な問題に対し，障害者，障害者団体，サービス提供事業者，ボランティア団体，

医療・保健・福祉・教育・就労関係等の地域の関係機関が情報を共有し，地域の課題解決に向け協議を行

うため，三次市障害者支援協議会を設置しています。 

◼ 障害者支援協議会には，そのネットワークを活かした，本市の障害者支援施策への提言，支援体制ネットワ

ークの強化，公的サービス以外の資源の掘り起こし等の役割を担っています。 

◼ 協議会に参加する関係機関や団体に，支援協議会において得られた情報等を拡げていくことも必要とされ

ています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害者支援協議会は，協議会とネットワーク連絡会議として５つの専門部会から構成されています。 

◼ 協議会は，障害福祉サービス等の利用状況や５つの専門部会の活動など，障害者支援に関わる情報を把

握し，障害者支援施策の推進に係る協議を進めています。 

◼ 専門部会は，「相談支援部会」，「地域生活支援部会」，「就労支援部会」，「療育・発達支援部会」，「差別

解消支援部会」の５つとなっており，各部会における関係機関の代表者により構成され，具体的な取組の検

討と実施，情報収集と課題の検討などを進めています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 障害者支援協議会は，本市の障害者施策に係る中核組織となるため，現在構築しているネットワーク体制

を維持し，ネットワークを活用した，障害のある人が自分らしく生きるための支援を推進していきます。 

◼ 専門部会においては，各部会の専門性を活かした具体的な取組を実施し，部会間の連携によるネットワーク

構築も進めていきます。 
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基本施策２ 支援組織及び相談支援体制の充実 

２－１ 障害者支援センターの機能強化 

２－２ 障害者支援協議会の機能強化 

２－３ 相談から自己選択・決定への支援 

２－４ 相談支援ネットワークの充実 

 

２－３ 相談から自己選択・決定への支援 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害のある人が生活を送る中で，障害福祉サービス等の利用が必要となった時，自らで自分の生活を考え，

利用したいサービスを選ぶことが大切です。そのためにも，本人の意思を聴き取り，必要な情報提供や提案

を行うなどの，自己選択と決定への支援が必要です。 

◼ サービス等利用計画の作成にあたっては，分かりやすく的確な情報提供を行うとともに，個人ニーズに合わ

せ複数のサービスを組み合わせるケアマネジメントによる相談支援が重要となります。 

◼ 近年は計画相談支援の利用実績も増加しているため，事業者や相談支援専門員※9等の確保と質の向上

の両面から体制強化を図る必要があります。 

◼ 障害福祉サービス等の利用以外においても，障害のある人の生活を支援するための相談は多岐にわたる

ため，多様な相談支援体制が必要です。 

 

本市における取組の状況 

◼ 市内の指定相談支援事業所※10において，全ての障害福祉サービス利用者へのサービス等利用計画作成

に対応する体制を整備しています。 

◼ 障害者支援ネットワーク連絡会議に相談支援部会を設置し，市内全ての相談支援事業所と関係機関によ

る定例会を毎月開催し，事業所間の連携を図っています。 

◼ 相談支援部会においては，勉強会や事例検討も行っており，サービス等利用計画の質の向上を図っていま

す。 

◼ 子鹿医療療育センターと連携し，重症心身障害や知的障害，身体障害を持つ人に対する専門的な相談を

受けられる体制を整備しています。 

◼ こども発達支援センターにおいて，子どもの発達や子育ての悩みについての相談を受けています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 相談支援部会による事業所間の連携強化とサービス等利用計画の質の向上への取組を引き続き行い，相

談支援事業所と関係機関の連携も進めていきます。 

◼ 障害者支援センターを本市における基幹相談支援センターとして位置づけ，他の相談支援事業所への支援

や困難事例への対応を行っていきます。 

◼ 子鹿医療療育センターやこども発達支援センター等の専門的な相談を受けられる機関と連携した相談体

制の提供を引き続き行っていきます。 

 
9 一定の実務経験と研修の修了を要件とした福祉職。障害者等の相談に応じ，助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか，サー

ビス等利用計画を作成します。 
10 市の指定を受けた，障害者総合支援法で定められた相談支援事業（計画相談支援，地域移行支援，地域定着支援）を実施す

る事業所のことをいいます。 
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基本施策２ 支援組織及び相談支援体制の充実 

２－１ 障害者支援センターの機能強化 

２－２ 障害者支援協議会の機能強化 

２－３ 相談から自己選択・決定への支援 

２－４ 相談支援ネットワークの充実 

 

２－４ 相談支援ネットワークの充実 

 

施策における現状と課題 

◼ 本市における障害のある人から相談を受ける中核は障害者支援センターの総合相談が担っています。相談

内容が多様化・複雑化しており，関係機関との連携による対応が必要となっています。 

◼ 障害のある人の普段の悩みや困ったことの相談先は，「家族や親せき」，「友人・知人」などの身近な人が多

くなっています。 

◼ 普段の悩み事を身近な人に相談することも生活の上では重要であるため，障害のある人が気軽に相談で

きる相手を作るための支援も必要です。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害者支援センターの総合相談を中心とした相談支援体制を構築しており，センターと関係機関の連携を

深める取組も進めています。 

◼ 相談支援部会において，相談支援事業所間及び関係機関との連携を深めるための研修会や勉強会を開

催しています。 

◼ 障害のある人が相談者となるピアカウンセラー※11の養成と活動支援を行っています。 

◼ 身体障害者相談員，知的障害者相談員，民生委員・児童委員など地域において相談を行う体制を構築し

ています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 障害者支援センターの相談対応力の向上を図るとともに，障害者支援センターを中心とした関連機関のネ

ットワーク体制を強化し，相談から早期対応へとつなげていきます。 

◼ 相談支援部会においての取組を進めて，相談支援体制の強化を図ります。 

◼ ピアカウンセラーの養成と活動支援を引き続き行い，障害のある人の仲間同士の支え合いを拡げていきま

す。 

◼ 身体障害者・知的障害者相談員の設置や，普段の悩みや困ったことを近所の人に気軽に相談できる環境

の整備など，地域における相談体制づくりを引き続き行っていきます。 

◼ 事業所間の連携強化にあたっては，ＩＣＴを活用したオンラインでの会議等を行うとともに，障害のある人で

希望する人にはオンラインでの相談を受けられるような体制を検討していきます。 

 
11 同じ経験をもつ「仲間」（ピア）として，相談に応じる障害者を，ピアカウンセラーと呼ぶ。話を聞く，またはアドバイスをすることの

みではなく，自分の状況を考え，自己決定ができるよう，励ますことを目的に行われるカウンセリングを行います。 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 
 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害者手帳所持者数は緩やかに減少傾向となっていますが，人口比で見ると横ばいとなっています。 

◼ 障害福祉サービス等の利用者数は概ね横ばいかやや増加している傾向にあります。 

◼ 訪問系のサービスにおいては，広大な市域をカバーすることが難しく，利用者のニーズに応えることが難しい

場合があります。 

◼ 入所サービスにおいては，利用定員を超えていることから，すぐにサービスを利用できない状況があります。 

◼ グループホームにおいては，利用ニーズに対して提供体制が不足しています。また，人材確保などの施設の

運営における課題もあります。 

◼ サービス提供事業者の多くが，各種研修会・学習会・セミナーの実施や参加等のサービス向上のための取

組を行っていますが，３分の２の事業者は職員が不足している状況にあります。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害者総合支援法に基づく，障害福祉サービス，地域生活支援事業に加えて，福祉タクシーや紙おむつ購

入費等の助成を行っています。 

◼ 医療的ケアが必要な児童への支援として，市立三次中央病院において医療型短期入所事業を開設し，短

期入所施設の確保に努めました。 

◼ サービスの利用状況やアンケートによる利用意向の把握を行っています。 

◼ みよし福祉・介護人材確保等総合支援協議会による，人材育成・定着への取組を進めています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ サービス利用についての状況や意向を踏まえて利用見込みを算出し，毎年度利用実績を引き続き把握する

ことで，市全体のサービス提供体制の調整を図っていきます。 

◼ 本人の意思を尊重した適切なサービス等利用計画の作成に努めていきます。 

◼ みよし福祉・介護人材確保等総合支援協議会による福祉職のＰＲや研修会の開催など，人材育成・定着へ

の取組を関係機関との協働により進めていきます。 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 
 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

 

施策における現状と課題 

◼ 地域生活支援拠点とは，障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えた支援のための機能をもつ場所

や体制のことをいいます。 

◼ 拠点に求められる主な機能としては，相談，緊急時の受け入れ・対応，体験の機会・場の提供，専門的人材

の確保・養成，地域の体制づくりの５つとなっています。 

◼ 障害のある人の主な介助者の年齢は，５０歳以上の割合が増加しており，介助者の高齢化が進んでいる結

果となっています。 

◼ また，約４割の人が，現在介助をしてくれている人以外に介助をお願いできる人がいないという結果になって

います。６５歳以上になると，半数以上となっています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害者支援センターを中心として，関係機関のネットワークによる面的な支援体制を整備し，令和２年度か

ら運用を開始しています。 

◼ 本市においては，優先課題として相談と緊急時の受け入れ・対応を設定し，この２つの機能を持つ支援拠点

として運用を開始しています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 緊急時に支援が見込めない人の登録や支援計画の作成を進め，地域において安心して生活ができる機能

の充実に努めます。 

◼ 相談や緊急時の受け入れ・対応など拠点の運用状況を定期的に検証し，効果的な事業実施に努めます。 

◼ 体験の機会・場の提供，専門的人材の確保・養成，地域の体制づくりの機能についても，市内の資源や利用

ニーズを踏まえて，実施に係る検討を進めていきます。 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 
 

３－３ 住まいの場の確保 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害者支援施設入所者は若干の減少傾向，グループホーム利用者はやや増加傾向にあります。 

◼ 現在「福祉施設で暮らしている」または「病院に入院している」人の地域生活への移行の調査では，「今の

まま生活したい」が約６割で最も多く，「家族と一緒に生活したい」及び「グループホームなどを利用したい」

は，それぞれ約１割，「一人で暮らしたい」は約３％となっています。 

◼ 地域で生活するために必要なこととしては，「経済的な負担の軽減」が約５割と最も多く，次いで，「医療ケ

ア」や「居宅介護」などのサービスの充実については２～３割程度，「地域住民の理解」については１割程度

となっています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害のある人の生活の場として，障害者支援施設（施設入所支援），共同生活援助（グループホーム）のサ

ービスを提供しています。 

◼ 障害のある人が地域において生活する場を確保するために，グループホームの新規設置に係る助成を行っ

ています。 

◼ また，自宅で暮らすための支援として，住宅改修費の助成や居宅介護等の障害福祉サービスの提供を行っ

ています。 

◼ 広島県居住支援協議会と連携して，アパート等の賃貸住宅に入居を希望する際の情報提供など，必要な支

援を行っています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 障害のある人の，地域で生活をしたいという意向に沿った支援ができるよう，グループホームの設置促進を

図るとともに，自宅やアパート等の様々な形での居住形態に対する支援を引き続き行っていきます。 

◼ 障害に対する理解の促進を図り，地域で安心して暮らすことができる環境づくりを進めていきます。 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 
 

３－４ 保健・医療体制の充実 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害の要因となる疾病の重症化防止のため，保健・医療・福祉の連携による支援が必要です。 

◼ 脳血管疾患による身体障害を予防するために生活習慣病対策が必要です。 

◼ うつ病等，こころの病気や自殺に関する正しい知識について，普及・啓発，早期発見・早期治療につなげる

体制の充実を図る必要があります。 

◼ 精神障害者数は，増加傾向にあります。 

◼ 医療ケアが必要な障害のある人への対応を充実させていく必要があります。 

 

本市における取組の状況 

◼ 三次市健康づくり推進計画において，「健康寿命の延伸！健康格差の縮小！」を基本目標として，総合的な

健康づくりを推進しており，その中で障害の要因となる疾病の予防や重症化防止のための，健康相談や保

健指導，健康教室等の事業を行っています。 

◼ 障害のある人の総合集団健診費用を無料化し，受診しやすい環境づくりを行っています。 

◼ うつ病等のこころの病気や自殺対策のため，こころサポーター（ゲートキーパー※12）の養成や，「自殺対策地

域ネットワーク会議」の開催により，保健，医療，生活，教育，労働等の連携強化を図っています。 

◼ 精神障害のある人やその家族への支援として，社会参加の場の提供や，家族交流会・学習会を開催してい

ます。 

◼ 医療的ケア児・者への支援として，個別支援や情報共有を目的とした関係機関による協議を行っています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 三次市健康づくり推進計画に基づき，障害の要因となる疾病の予防や重症化防止のための取組を推進し

ていきます。 

◼ こころの病気の予防やケアのために，こころサポーターの養成を進めるとともに，保健，医療，生活，教育，労

働等の連携強化を引き続き進めていきます。 

◼ 精神障害のある人やその家族への支援を継続して行い，精神障害のある人の地域生活も進めていきます。 

◼ 医療的ケア児・者への支援を充実させるため，現状や課題の把握を行い，保健，医療，福祉等が連携した支

援を行う体制づくりを進めます。 

 
12 悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聞いて，必要な支援につなげ，見守る人のことをいいます。自殺対策におけるゲートキー

パーは，心理社会的問題や生活上の問題，健康上の問題を抱えている人や，自殺の危険を抱えた人に気づき適切に関わる役割を

担います。 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 
 

３－５ 情報提供の充実・多様化 
 

施策における現状と課題 

◼ 障害者基本法により，手話を含む言語その他の意志疎通のための手段について，障害のある人の選択の

機会が確保されるとともに，情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大を図ることが

求められています。 

◼ 障害者差別解消法により，合理的配慮を行った情報提供が求められています。 

◼ 障害のある人のサービス等の情報の入手先は，「行政機関の広報誌」が約４割と最も多く，次いで「かかり

つけ医や看護師」及び「サービス事業所の人や施設職員」が約２割となっています。 
 

本市における取組の状況 

◼ 障害のある人の意思疎通支援※13を図るために，手話通訳者や要約筆記※14者（奉仕員）の配置・派遣を行

っています。 

◼ また，各種研修会の開催等の機会においては，手話通訳者や要約筆記者（奉仕員）の派遣を行い，障害の

ある人が参加しやすい環境づくりを行っています。 

◼ 情報取得や意思疎通を支援するための日常生活用具の給付を行っています。 

◼ 市広報紙については，ボランティアサークルの活動を通じて，希望者にテープを送付するとともに，ケーブル

テレビを通じた「声の広報」を放送しています。 

◼ 行政文書を発行する際に，市からの発行が分かるように封筒へ点字の印字を行っています。また，可能なも

のから音声コード※15の貼付を行っています。 
 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 障害のある人の社会参加の促進を図るため，日常生活における意志疎通支援体制の充実や情報通信技

術（ＩＣＴ）の活用による情報バリアフリー化を進めていきます。 

◼ 点字・声の広報発行や手話通訳者，要約筆記者（奉仕員）の派遣が安定的に実施できるよう，人材養成・

確保に努めます。 

◼ 市広報紙や行政文書については，希望者に点訳や朗読，音声コードを活用した多様な情報提供を引き続き

進めていきます。 

◼ また，市広報紙や行政文書については，情報バリアフリーの観点から，障害のある人もない人も理解しやす

いユニバーサルデザインの導入を進めていきます。 

 
13 障害のある人とない人の意思疎通を支援する様々な手段を，概念的に幅広く解釈できるよう，障害者総合支援法において定義

された言葉のことをいいます。 
14 聴覚障害者への意思疎通支援の一つで，話されている内容を要約し，文字として伝えることをいいます。第一言語を手話としな

い中途失聴者・難聴者などが主な対象となります。 
15 印刷物上の切手大の二次元コードで，デジタル化された文字情報がコード内に含まれ，活字文書読み上げ装置に音声コードを

読み取らせることで音声を出力することができます。 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 
 

３－６ 権利擁護の推進 
 

施策における現状と課題 

◼ 障害者虐待については，複雑なケースがあり，関係機関との連携した対応が不可欠となります。 

◼ 障害のある人における成年後見制度※16の認知度は約６割，内容の理解度は約３割となっています。 

◼ 介助者が高齢化している状況から，親なき後の生活や財産管理等が必要となり，成年後見制度の利用者は

増加が見込まれます。市内の高齢者及び障害者の相談支援事業所や入所施設へ行った権利擁護に関す

るアンケートでは，成年後見制度が必要な人が１８５人いると回答がありました。 

◼ 市民後見人の養成は進んできていますが，支援を受ける人が複雑な状況にあるなど，市民後見人が後見を

担うことができる場合が少なく，実際の活動ができない人が多くおられる状況です。 
 

本市における取組の状況 

◼ 障害者の権利擁護を図るため，住民，医療，福祉，司法及び公的機関で構成する権利擁護ネットワーク※17

を設置し，関係機関の連携体制を構築しています。 

◼ 障害者支援センターが中心となって，虐待通報事案への対応を行うとともに，権利擁護ネットワーク関係団

体で構成する虐待対応チームを編成し，必要な措置を講じています。 

◼ 三次市社会福祉協議会による障害のある人への福祉サービス利用援助事業や法人後見，市民後見と合わ

せた複数後見による，財産管理やサービス利用契約などへの支援を行っています。 
 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 権利擁護ネットワークと連携し，障害者の権利を護るための取組を推進していくとともに，虐待に対しては早

期に対応していくよう，迅速な体制づくりと，その後の適切な支援を行っていきます。 

◼ 成年後見制度については，広く制度の周知を図っていくとともに，制度を必要とする可能性のある人とその

支援者への情報提供を重点的に行っていきます。 

◼ 福祉サービス利用援助事業「かけはし※18」や法人後見，市民後見など，支援を必要としている人の状況に

応じた支援が提供できる体制を充実させていきます。 

◼ 成年後見制度利用促進のため，地域連携ネットワークの整備を行うとともに，ネットワークの中核的な機関

の設置に向けた取組を進めていきます。 

◼ 障害に対する理解の促進を図る中で，障害者差別解消法や障害者虐待防止法についての考え方の周知を

行い，障害のある人の人権が護られる環境づくりを進めます。 

 
16 判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し，必要な契約等を締結したり財産を管理したり

して本人の保護を図る制度のことをいいます。 
17 住民，医療，福祉，司法及び公的機関等で構成され，成年後見，虐待防止・対応等の権利擁護を多様な機関が連携して支援に

関わることのできる体制のことをいいます。 
18一人でものごとを決めることが不安な人に対し，日々の暮らしに必要な福祉サービスの利用手続きやお金の管理のお手伝いをし

て，安心して暮らせるよう支援を行う，三次市社会福祉協議会が実施する事業のことをいいます。 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 
 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

 

施策における現状と課題 

◼ 災害が発生した場合，速やかに対応するために，情報収集と地域との共有，障害に配慮した避難所の確保，

関係機関の連携体制を整えておくことが必要です。 

◼ 障害のある人で災害時に「一人で避難できない」と回答した人の割合は，前回調査より増加しており，「一

人で避難できる」と回答した人については，４割程度となっています。 

◼ また，家族が不在の場合や一人で暮らしている場合，避難時に近所にあなたを助けてくれる人が「いる」と

回答した人は約３割となっています。 

◼ 障害のある人が災害時に困ることとしては，「避難所の設備や生活環境」，「投薬や治療」などの避難生活

において，身体に直接影響のある項目が多くなっており，次いで「迅速に避難できない」が多くなっていま

す。 

◼ 新型コロナウイルス感染症の流行により，感染症対策が求められる状況となっています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 避難行動要支援者の支援体制の整備及び関係機関の連携を推進することを目的として，三次市避難行動

要支援者等連絡調整会議を設置し，取組を進めています。 

◼ 市内障害者福祉施設及び高齢者福祉施設との協定を締結し，要支援者の避難先となる福祉避難所を確

保しています。 

◼ 新型コロナウイルス感染症三次市対策本部を設置し，施設の利用制限等の決定や市民への正確な情報提

供を行っています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 避難行動要支援者名簿の作成及び更新を進め，避難支援等関係者と連携し，個別支援計画の作成に取り

組みます。 

◼ 避難行動要支援者の避難について，地域や福祉避難所との連携を進めていきます。また，避難所において

は，避難所運営マニュアルに基づいて，障害のある人など支援が必要な人に配慮した避難所運営を行いま

す。 

◼ 新型コロナウイルス感染症の流行状況に留意し，様々な広報媒体を活用した情報提供を行うなど，感染症

予防対策に関する対応を引き続き行っていきます。 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 

３－２ 地域生活支援拠点の充実 

３－３ 住まいの場の確保 

３－４ 保健・医療体制の充実 

３－５ 情報提供の充実・多様化 

３－６ 権利擁護の推進 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 

３－８ バリアフリーの推進 
 

３－８ バリアフリーの推進 

 

施策における現状と課題 

◼ 障害者や高齢者等の移動に係る利便性や安全性向上のために，公共交通機関・道路・施設において，バリ

アフリー化やユニバーサルデザイン※19の視点を取り入れながら整備を進めることが必要です。 

◼ 交通バリアフリー法の改正により，公共交通を担う事業者などに，施設や設備のバリアフリーに加えて，合理

的配慮の提供等のソフト対策が求められています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 公共施設の整備・改修にあたっては，バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮して計画検討を進めてい

ます。 

◼ 広島県の福祉のまちづくり条例※20に基づき，公共的施設を民間事業者が建築する時は，安全かつ快適に

利用できるように協議を行っています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 公共施設の整備・改修にあたっては，バリアフリーやユニバーサルデザインに引き続き配慮していきます。 

◼ 本市において実施している市民バス等の公共交通においては，乗降場所の弾力化などの合理的配慮の提

供を進めていきます。 

◼ 公共的施設を民間事業者が建築する時の協議を引き続き行います。 

◼ 公共交通や商業施設等の障害のある人が利用する施設の事業者に対して，合理的配慮の提供についての

周知啓発を行っていきます。 

 
19 文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず，できるだけ多くの人が利用できることを目指した建築（設備）・製

品・情報などの設計（デザイン）のことをいいます。 
20 広島県が制定した，真に豊かな福祉社会の実現をめざし，すべての県民が，自らの意思で自由に行動し社会参加できる，だれ

もが住みよいまちをみんなでつくりあげるための条例のことをいいます。不特定多数の人が利用する建物，道路，公園などについて，

スロープや手すりを設けることなどを定めて，すべての県民が安全で快適に生活できるまちづくりを進めることとされています。 
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基本施策４ 就労支援の充実 

４－１ 障害者雇用・就労機会の拡大と推進 

４－２ 多様な就労による生きがいづくり 

４－３ 障害者就労支援施設等の収益向上への支援 

 

４－１ 障害者雇用・就労機会の拡大と推進 

 

施策における現状と課題 

◼ 三次公共職業安定所管内の対象となる企業全体での障害者の実雇用率は，２．３７％となっており，平成２８

年から０．３ポイント上昇しており，広島県及び全国より高くなっています。 

◼ 一方で，障害者の法定雇用率を達成している企業は６３．４％と，平成３０年に法定雇用率が２．２％に引き上

げられたこともあり，平成２８年から５．８ポイント減少しています。 

◼ 現在，福祉的就労をしている人が一般就労したいという意向は，約２割となっています。 

◼ 障害のある人が就労支援として必要だと思うことは，「上司や同僚，職場の『理解』」が上位となっており，

「通勤手段の確保」及び「労働環境等の整備」も必要ですが，周囲の理解を求める意見が多くなっていま

す。 

 

本市における取組の状況 

◼ 備北障害者就業・生活支援センター※21，障害者支援センター及び三次公共職業安定所との連携のもと，

障害のある人，事業主，関係機関に対して支援を行っています。 

◼ 備北圏域障害者就労・職場定着推進会議に参加し，関係機関との連携強化を図っています。 

◼ 平成２９年に広島労働局と雇用対策協定を締結し，障害のある人の雇用推進を図っています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 働きたいという意欲のある障害のある人の希望を叶えるために，商工労働など関係機関との連携による就

労支援を行っていきます。 

◼ 障害者支援センターや備北障害者就業・生活支援センターと連携し，就労相談体制の充実に努めます。 

◼ 企業等と障害者就労支援施設との交流の場や，合理的配慮の啓発を進めて，企業等への意識向上を図っ

ていきます。 

◼ 企業等への採用後においても，広島県障害者職業センターや備北障害者就業・生活支援センターの活用

による就業面・生活面でのサポートを行います。 

 

 
21 障害者の就労支援のために，地域の関係機関と連携しながら，就職に向けた準備や職場に適応・定着するための支援，日常生

活や地域生活に関する助言などを行う施設で，広島県から委託を受けて一般社団法人備北地域生活支援協会が運営しています。 
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基本施策４ 就労支援の充実 

４－１ 障害者雇用・就労機会の拡大と推進 

４－２ 多様な就労による生きがいづくり 

４－３ 障害者就労支援施設等の収益向上への支援 

 

４－２ 多様な就労による生きがいづくり 

 

施策における現状と課題 

◼ 一般就労や福祉的就労などの就労形態に加えて，様々な仕事内容があることから，本人の希望と能力を活

かすための就労支援を行うことが大切です。 

◼ 障害のある１８～６４歳の人は，約２割が職業訓練などを「受けている，受けたい」と回答していますが，約３

割は「受けたくない，受ける必要はない」と回答しています。 

◼ 就労継続支援等の福祉的就労の場は，近年利用者が増加している傾向にあります。 

◼ 農業法人から農作業の委託を受けている事業所があるなど，農福連携に向けた動きは一部においてみられ

ます。 

 

本市における取組の状況 

◼ 障害者支援ネットワーク連絡会議に就労支援部会を設置し，情報収集，企業等との連携，就労支援事業所

間の連携支援等を行っています。 

◼ 障害者支援センターや備北障害者就業・生活支援センター等において就労相談を受け，一般就労や福祉

的就労につなげています。 

◼ 就労継続支援による福祉的就労の場や，地域活動支援センターによる創作活動や生産活動の機会，社会

との交流機会を提供しています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 一人ひとりの希望や生活に沿った就労機会を提供できるように，関係機関と連携し，相談支援や就労機会

の提供，就労後の支援を行っていきます。 

◼ 就労継続支援や地域活動支援センター等の福祉的就労の場を引き続き提供していくとともに，就労移行支

援等を活用し，本人の状況に応じた多様な就労支援を行います。 

◼ 市内や他市町村の事例を収集・共有し，農業分野等の多様な就労機会につなげるための検討を進めてい

きます。 
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基本施策４ 就労支援の充実 

４－１ 障害者雇用・就労機会の拡大と推進 

４－２ 多様な就労による生きがいづくり 

４－３ 障害者就労支援施設等の収益向上への支援 

 

４－３ 障害者就労支援施設等の収益向上への支援 

 

施策における現状と課題 

◼ 福祉的就労の場では，安定的な仕事の確保と工賃底上げが課題となっている中，新型コロナウイルス感染症

の影響により就労支援施設の受注減少が懸念されます。 

◼ 障害者優先調達推進法により，本市においても就労支援施設の受注機会の拡大が求められています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 庁内に三次市障害者優先調達方針策定会議を設置し，各年度の物品や業務の調達方針を策定し，全庁

的に就労支援施設等からの物品等の調達の推進に努めています。 

◼ 就労支援部会で情報収集や就労支援施設のＰＲ，就労支援施設間の連携支援等を行っています。 

◼ 就労支援部会の取組として，市役所内において「スイートショップ（水ｔｏショップ）」を開催し，就労支援施設

の物品販売を行っています。また，三次商工フェスティバルにおいて，就労支援施設のＰＲや物品販売を行っ

ています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 三次市障害者優先調達方針に基づき，就労支援施設等からの物品等の調達目標・調達実績の公表を毎

年度行い，引き続き優先調達に取り組んでいきます。 

◼ 様々な機会や媒体を活用して，就労支援施設等の製品や実施できる業務のＰＲを行い，受注機会の拡大を

図ります。 

◼ 他事業所の事例を収集・共有し，障害者就労支援施設等の収益向上につなげるための検討を進めていき

ます。 
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基本施策５ 切れ目のない支援の充実 

５－１ 早期発見・早期対応 

５－２ 療育・発達支援体制の充実 

５－３ 連携強化による一貫した支援 

５－４ 一人ひとりに応じた教育の充実 

 

５－１ 早期発見・早期対応 

 

施策における現状と課題 

◼ ネウボラみよし（三次市妊娠・出産・子育て相談支援センター）の取組により，妊娠，出産，子育て期の一貫

した支援の充実に努めています。妊娠期からの相談，医療機関との連携等により，母子の心身障害の早期

発見・早期対応を行っています。 

◼ 発達面で気になる段階からの早期対応として，こども発達支援センター※22では相談・親子通所教室を実施

しており，利用ニーズは増加しています。 

◼ 乳幼児期の早期から保育所等で生活の大半を過ごす子どもが増加傾向にあり，保育所等においての支援

や関係機関との連携による支援へのニーズも増加しています。 

◼ 早期発見・早期対応には，専門的スキルが必要であり，増加し多様化するニーズに対応していくため，専門

職員の確保と人材育成が必要となっています。 

 

本市における取組の状況 

◼ 乳幼児健診等の様々な機会を活用した早期発見，ネウボラみよし・児童発達支援センター・こども発達支援

センター・保育所等が連携した早期対応を行うことができる体制構築を進めています。 

◼ 発達支援に係る研修会を実施し，専門職員のスキルアップ及び人材育成を図る取組を行っています。 

◼ 保育士のスキルアップを目的に保育所等巡回相談を行っています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ できるだけ早期からの適切な支援が行えるよう，乳幼児健診等の機会の有効活用を進め，関係機関の連携

体制を強化していきます。 

◼ 保健師，保育士，療育機関の専門職員等の知識と支援技術向上のために，研修や事例検討等を引き続き

行っていきます。 

◼ こども発達支援センターは，乳幼児期における支援の入り口の場としての役割を担い，発達面で気になる段

階から児童とその保護者に対して早期対応を行います。 

 

 
22 心身の発達に遅れのある児童または，そのおそれのある児童を対象に，相談や指導等行うとともに，保護者も一緒に通園するこ

とにより，障害の正しい理解と受容を促し，家庭生活においても適切な療育が行われるよう支援を行う三次市の施設のことをいいま

す。 
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基本施策５ 切れ目のない支援の充実 

５－１ 早期発見・早期対応 

５－２ 療育・発達支援体制の充実 

５－３ 連携強化による一貫した支援 

５－４ 一人ひとりに応じた教育の充実 

 

５－２ 療育・発達支援体制の充実 

 

施策における現状と課題 

◼ 早期発見の体制が充実してきたことにより，支援へのニーズは増加しています。ニーズの増加に対応してい

くために，療育・発達支援体制の充実と連携強化が必要です。 

◼ 保護者の就労などの都合により，支援を行うことが難しいケースもあり，支援の提供体制も柔軟にしていく

必要があります。 

◼ 療育施設において利用定員を超えているため，すぐに受け入れができないケースがあります。 

 

本市における取組の状況 

◼ 乳幼児健診等の機会による早期発見から，関係機関の連携による早期対応を重点として取組を進めてい

ます。 

◼ 障害者支援ネットワーク連絡会議に療育・発達支援部会を設置し，事例検討，講演会等の啓発活動，研修

会の実施等を行っています。 

◼ 発達支援専門研修等を実施し，専門職員の育成とスキルアップを図りました。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 多様なニーズに対応するために，保健・福祉・医療・保育・教育・療育等のあらゆる関係機関が連携して支

援を行うことができる体制づくりを進めていきます。 

◼ 支援体制強化のために，関係機関の連携体制強化や研修会等の質の向上への取組を引き続き行っていき

ます。 

◼ 支援機関による支援体制の充実に加えて，保護者や地域住民に向けて，障害への理解や適切な関わり方

を伝えるための啓発活動を進めていきます。 

◼ 保護者が子どもとの関わり方を学ぶ，ペアレントトレーニングを進めていきます。 

◼ 発達障害の初診について，予約から受診まで長期間を要している状況があるため，広島県と連携し，その解

消に向けた取組を進めていきます。 
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基本施策５ 切れ目のない支援の充実 

５－１ 早期発見・早期対応 

５－２ 療育・発達支援体制の充実 

５－３ 連携強化による一貫した支援 

５－４ 一人ひとりに応じた教育の充実 

 

５－３ 連携強化による一貫した支援 

 

施策における現状と課題 

◼ 保育所等における早期支援のニーズが高まっていることに加えて，小・中学校においても支援を必要とする

児童・生徒は増加傾向にあります。 

◼ 保育所等から小学校に入学する時などライフステージが移行しても，一貫した支援を提供していく必要があ

ります。 

◼ 一貫した支援のために，保育所，学校，専門機関等の関係機関の連携がより必要となっています。 

 

本市における取組の状況 

◼ サポートファイル※23を活用した一貫した支援体制の構築を進めています。 

◼ 療育・発達支援部会において，サポートファイル学習会の開催や，運用方法についての検討を進めていま

す。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 乳児期から成人，高齢者になっても一貫した支援が受けられるように，関係機関の連携体制の強化を図りま

す。 

◼ サポートファイルの活用を進めるために，学習会の開催等を継続して行い，円滑な引き継ぎ体制の構築を進

めていきます。 

◼ 進学や就職，高齢者になる時などライフステージが移行する時において，関係機関が連携した相談と支援

を行うことができる体制を強化していきます。 

 
23 障害のある人や支援の必要な人が，生涯にわたり安心で安全な生活を送ること，教育をはじめとした一貫性のある支援を受け

られることを願って作成された，健康や育ち，暮らし，特性等を記録するファイルのことをいいます。本人等から支援機関に提示するこ

とにより適切なサービス提供や支援に役立てることができます。 
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基本施策５ 切れ目のない支援の充実 

５－１ 早期発見・早期対応 

５－２ 療育・発達支援体制の充実 

５－３ 連携強化による一貫した支援 

５－４ 一人ひとりに応じた教育の充実 

 

５－４ 一人ひとりに応じた教育の充実 

 

施策における現状と課題 

◼ 小・中学校においても支援を必要とする児童・生徒は増加傾向にあります。 

◼ 保育所等における早期支援のニーズが高まっていることに加えて，こども発達支援センターの利用者数も増

加していることから，今後も学校における支援を必要とする児童・生徒は増加すると考えられます。 

 

本市における取組の状況 

◼ 適正な就学及びその後の一貫した支援を実現するための体制整備や相談業務，小・中学校教職員を対象

とする研修会や巡回相談の派遣，学校支援員※24や教育支援員，障害児介助指導員※25の配置等を行って

います。 

◼ 特別支援学級はもとより，通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒の「個別の教育支援

計画」，「個別の指導計画」を作成し，小中一貫教育によるきめ細やかな対応を進めています。 

◼ また，通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒への取組の一つとして，平成３１年度から

小学校での通級による指導を始めています。 

 

今後の施策の進め方と方向性 

◼ 一人ひとりのニーズに応じた教育的支援を行うために，関係機関と連携した相談体制及び一貫した支援体

制の構築を進めます。 

◼ 教職員の専門性の向上のための研修会，巡回相談の実施等により，支援体制の強化を図ります。 

◼ 子どもを中心とした適正な就学指導を実施していきます。 

 

 
24 通常の学級に在籍し，学習障害（ＬＤ），高機能自閉症等により，生活及び学習上の困難を有する児童生徒に対し，学習活動に

おける指導の援助及び学校生活を送るうえでの援助や，いじめ，不登校，暴力行為，授業妨害など課題のある児童生徒が在籍する

学級に対する支援,放課後や長期休業中の学習支援等を行います。 
25 市内小中学校の特別支援学級等において，特に介助を必要とする児童生徒に対して，移動，排泄，食事，衣服の着脱などの身

辺自立のための介助や，学習指導に伴う介助，安全確保に関する介助等を行います。 
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第３節 主な取組 

 

基本施策１ 共生のまちづくりの推進 

 

１－１ 障害に対する理解の促進 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

障害の理解促進のための各種普

及・啓発事業 

広報紙，ホームページ等の様々な媒体を

活用して，共生社会や障害者差別解消法等

の周知啓発を進めていきます。 

三次市障害者支援センタ

ー等 

人権啓発事業 人権尊重の重要性を認識してもらい，人

権意識の普及・高揚を図るため，各種イベン

ト，講演会を行います。 

 

人権相談 人権に関するトラブルが生じたときに，法

務大臣から委嘱された人権擁護委員により

人権相談を行います。 

 

「障害者週間」 

「世界自閉症啓発デー」等による

啓発事業 

パネル展示やイベントの実施，広報紙やケ

ーブルテレビ等の活用により，障害に対する理

解や意識啓発，取組等の周知を図ります。 

 

障害者施設での地域交流 障害者施設でお祭り等のイベントや市民

参加講座等の地域交流事業を支援し，広く市

民への理解・啓発を図ります。 

 

車いすや擬似体験セット等の貸し

出し 

障害の擬似的な体験を通して，いたわりや

思いやりの心を育むことを目的に，用具の貸

し出しを行います。 

三次市社会福祉協議会 

思いやり駐車場推進事業 障害者用駐車場の不正利用防止や，障害

の理解の推進をめざします。 

広島県 

ヘルプマーク・ヘルプカードの普

及 

ヘルプカードの提示やヘルプマークを見

かけた際に障害者への支援を行うことがで

きるよう障害者団体等と連携して普及促進を

図ります。 

広島県 
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１－２ 福祉に関する教育・研修の推進 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

市役所職員研修 市役所職員の研修を実施し，障害への理

解と，特性に応じた対応に努めます。 

 

福祉教育 保育所，小・中学校において，福祉に対す

る理解を深める保育や教育のさらなる推進

を図ります。 

 

福祉ボランティア体験学習 児童・生徒が社会福祉への一層の理解を

深めることができるよう，福祉施設等へのボ

ランティア体験学習等，体験に基づいた学習

の機会を提供します。 

三次市社会福祉協議会 

１－３ 地域全体で支え合う仕組みづくり 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

あいサポート運動 企業・団体，地域，学校等への出前講座や

あいサポート運動テキストを利用した研修を

進めていきます。 

広島県 

三次市障害者支援セン

ター 

備北障害者就業・生活

支援センター 

ボランティアセンター登録団体交流

会 

市内各ボランティア団体の交流を行うこと

により，人材を発掘しボランティア活動の幅を

広げます。 

三次市社会福祉協議会 

ボランティア活動支援 社会福祉協議会ボランティアセンターを通

して，ボランティア活動の支援を行います。 

三次市社会福祉協議会 

障害者団体等支援事業 障害者団体の自主的な活動に対し，情報

提供や後援，補助金の交付等の支援を行い

ます。 

 

障害者見守り活動 高齢者等見守り隊事業※26の対象者を，一

人暮らしの障害者等に拡大し，障害者が安

心して暮らせる環境づくりを支えます。 

 

１－４ 社会参加への支援 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

障害者フライングディスク競技大会 スポーツを通じた社会参加と市民や学生，

ボランティア団体との交流を図っていきます。 

三次市障害者支援セン

ター 

ボランティア活動支援 社会福祉協議会ボランティアセンターを通

して，ボランティア活動の支援を行います。 

三次市社会福祉協議会 

 
26 日常生活において見守りが必要な高齢者等の居宅を民生委員等の高齢者等見守り隊が訪問し，安否の確認や相談活動を行

うことにより，一人ひとりが住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう支援することを目的とした事業のことをいいま

す。 
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基本施策２ 支援組織及び相談支援体制の充実 

２－１ 障害者支援センターの機能強化 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

障害者支援センターの運営 障害者支援に係る各種取組を進めるため

に，障害者支援センターを安定的に運営して

いきます。 

三次市障害者支援セン

ター 

障害者支援センター定例連絡会 障害者・児支援に関する庁内関係機関と定

期的に情報共有，課題検討の場を設け，緊密な

連携を図ります。 

三次市障害者支援セン

ター 

 

２－２ 障害者支援協議会の機能強化 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

障害者支援協議会 協議会において，関係機関の情報共

有，連携ネットワークの構築，困難ケースへの対

応等，地域の課題解決に向け協議を行います。 

 

障害者支援ネットワーク連絡会議

（専門部会） 

相談支援，地域生活支援，就労支援，療

育・発達支援，差別解消支援の各専門部会

を設置し，困難事例や課題を解決するための

協議を行います。 

三次市障害者支援セン

ター 

 

２－３ 相談から自己選択・決定への支援 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

計画相談支援 障害のある人が適切なサービスを受けら

れるように，相談支援事業所によるサービス

等利用計画作成を行っていきます。 

 

障害者への相談体制 障害者支援センターや関係機関が連携

し，個々に応じた支援やサービスについて障

害者・児とその家族が選択・決定できる支援

を行います。 

三次市障害者支援セン

ター 

障害児等への相談体制 こども発達支援センターや子鹿医療療育

センター等の各関係機関が連携し，保護者

へのケアも含めた専門的な相談支援体制の

充実を図ります。 

子鹿医療療育センター

三次市障害者支援セン

ター 

相談支援従事者スキルアップ研修 多様化した相談や複合的な相談に対応で

きるよう，スキルアップ研修を定期的に開催

し，関係機関の連携を図ります。 

三次市障害者支援セン

ター 
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２－４ 相談支援ネットワークの充実 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

個別支援会議 当事者・家族の困りごとや生活のしづらさを，

必要な関係者が集まって当事者の思いやニー

ズに沿った支援策を協議する場です。決定し

た支援策を実施するため，その場で，当事者・家

族を含めた具体的な役割分担を明確にしま

す。 

三次市障害者支援セン

ター 

支援困難ケース等への対応 関係機関との連携のもと障害者支援セン

ターが中心となってケース等への対応を行い

ます。 

三次市障害者支援セン

ター 

民生委員・児童委員事業 障害者や高齢者等支援の必要な人の

ニーズや課題を把握するため，民生委員・

児童委員との情報共有を図るための調整機能

を整備します。 

 

障害者サロン・ソーシャル事業 参加者の交流と仲間づくり，生活リズムの改善

等を目的とし，個々の状況に応じた支援を行い

ます。 

三次市障害者支援セン

ター 

身体障害者・知的障害者相談員事

業 

相談員は，自身の障害や経験を踏まえ，

様々な相談に応じます。 

また，様々な学習機会を通じて相談員に対

するスキルアップの支援を行います。 

 

ピアサポーターによる相談事業 相談者の様々な要望に応えられるよう，性

別・年齢別・障害別等，ピアサポーターの充

実を図ります。 

三次市障害者支援セン

ター 

ピアサポーター養成 

（スキルアップ研修）事業 

ピアサポーター養成事業とスキルアップ

研修を隔年で実施し，ピアサポーターの拡大と

スキルアップに努めます。 

三次市障害者支援セン

ター 
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基本施策３ 地域生活支援体制の充実 

３－１ 障害福祉サービス等の充実 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

福祉サービスの周知 広報紙やホームページ等を活用して，制度や福祉

サービスを周知します。 

 

福祉・保健サービス冊子の作成 「高齢者と障害者のための福祉・保健サービ

ス」の冊子を作成し，情報提供を行います。 

 

みよし障害者福祉サービスガイドブ

ックの作成 

障害福祉サービスの利用申請方法や市内障

害者福祉関連施設等を詳しく紹介した冊子を作

成し，配付します。 

三次市障害者支援

センター 

障害福祉サービス 障害者総合支援法に基づき，サービスの提供

を行っていきます。 

 

医療型短期入所施設補助事業 医療的ケアを必要とする在宅重症心身障害児

を一時的に受け入れる短期入所施設確保のた

め，病院の空床を活用した医療型短期入所事業

所へ助成します。 

 

地域生活支援事業 障害者総合支援法に基づき，本市の特性

に応じたサービスを提供していきます。 

 

補装具費の支給 

（購入又は修理） 

身体機能を補完・代替し，長期間にわたり継続

して使用されるもの（義肢・装具・車いす等）の給付

や修理を行います。 

 

人工透析通院費の助成 腎臓機能障害のため人工透析治療を受けて

いる人に，通院費を助成します。 

 

福祉タクシー等助成事業 タクシーを利用する場合の乗車料金や，乗車し

ている車への燃料給油を助成します。 

 

ケーブルテレビ利用料助成 視覚障害又は聴覚障害の人がおられるケ

ーブルテレビ契約世帯の利用料基本月額（ライ

トプラン）の１／２を助成します。 

 

紙おむつ購入費助成 ３歳以上６５歳未満の身体障害者手帳をお持ちの

人で，下肢又は体幹機能障害１～３級の人，又は療育

手帳Ⓐ，Ａの人（児童はⒷ，Ｂを含む。）の紙おむつ

の購入費の一部を助成します。 

 

障害児施設等利用者負担の助成 障害児通所施設の利用者自己負担経費を助

成します。（保育所，幼稚園等の利用者に限る。） 

 

市外の通所施設等への交通費助

成 

市外の障害児通所施設等への通所にかかる

交通費の一部を助成します。 

 

障害者就労支援施設への通所費

助成 

障害者就労支援施設等への通所にかかる交

通費の一部を助成します。 

 

特別障害者手当 

障害児福祉手当 

特別児童扶養手当 

在宅の重度障害者・児又は障害児を扶養する者に

対し，その障害のために生じる特別の負担の手助

けとして各種手当を支給します。 
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３－２ 地域生活支援拠点の充実 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

地域生活支援拠点 障害者支援センターを中心に，市内相談支援

事業所と短期入所事業所が相互に連携する面

的なネットワーク体制を構築し，緊急時での相

談・受入支援を行います。 

三次市障害者支援

センター 

 

３－３ 住まいの場の確保 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

グループホーム等施設整備助成事

業 

グループホームを新設設置する社会福祉法人

等を対象に，施設整備費用の一部を助成します。 

 

広島県あんしん賃貸支援事業 広島県，市町，不動産関係団体，居住支援団体（Ｎ

ＰＯ法人，社会福祉法人等）が連携し，住宅の確保が

困難な障害者や高齢者等と民間賃貸住宅の賃

貸人の双方に対して，情報提供や相談対応等を行

います。 

広島県 

不動産関係団体居

住支援団体 

障害者住宅改修費助成事業 ６５歳未満の人で，下肢・体幹機能障害 ３ 級以

上，療育手帳Ⓐ，Ａの人，又はストマ用装具を使用する

障害４級以上の人が居住する住宅を障害者の

ために改造する場合，その費用を助成します。 

 

障害児住宅改修費等助成事業 ３歳以上１８歳未満の障害のある児童で，下肢・体

幹機能障害３級以上，療育手帳の交付を受けてい

る等の児童が居住する住宅を改修する場合，その

費用を助成します。 
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３－４ 保健・医療体制の充実 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

精神障害者への相談体制の充実 障害者支援センターや関係機関が連携

し，個々に応じた支援やサービスについて障害者・

児とその家族が選択・決定できる支援を行いま

す。 

三次市障害者支援セ

ンター 

自殺対策地域ネットワーク会議 医療，保健，生活，教育，労働等に関する相

談機関等，地域の様々な関係機関による，連携

体制を構築していきます。 

 

いのち支える自殺対策推進庁内連

絡会議 

庁内において，関係部局の参画により開催

し，庁内横断的な体制を整備していきます。 

 

こころサポーター（ゲートキーパー）

養成 

障害者や高齢者等の対象者の属性に沿った

こころサポーター（ゲートキーパ―）の養成を進

めます。 

 

成人保健 

（がん検診・基本（特定）健診・特

定保健指導） 

健康増進と病気の早期発見・早期治療につ

なげることを目的に各種健（検）診を実施します。 

また，生活習慣病対策として特定保健指導や

健康教室，健康相談事業を充実させ，疾病の改善

を図り，健康な状態を維持できるよう継続した指

導を行います。障害者手帳の提示により，健診負担

額は無料とし負担軽減を行います。 

 

予防接種事業 ６０歳以上６５歳未満の人で心臓や腎臓，呼

吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫機能障害の身体障害者手帳１級相当の

人に高齢者肺炎球菌及び高齢者インフルエン

ザ予防接種費用の助成をします。 

 

自立支援医療等給付事業 

（更生医療・育成医療） 

指定の医療機関において，障害を軽くしたり，

取り除くための医療の給付を行います。 

 

自立支援医療等給付事業 

（精神通院医療） 

精神疾患で通院治療を継続的に必要とする

状態の人の通院医療費の自己負担を軽減しま

す。 

 

精神障害者の家族支援事業 精神障害者の家族の会の学習会を定期的

に開催し，家族への支援を行います。 

三次市障害者支援セ

ンター 

障害者・児歯科保健事業 関係機関と連携し，歯科保健事業を実施しま

す。 

子鹿医療療育センタ

ー 

重度心身障害者医療費公費負担

制度 

制度に該当する障害者手帳の交付を受けて

いる人の医療費の自己負担部分の一部を公費

で負担します。 
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３－５ 情報提供の充実・多様化 
 

主な取組 内容 
連携・協働する

機関 

広報紙やインターネット等による障

害者福祉情報の提供 

必要な情報を的確に提供するため，制度案内冊子やパ

ンフレットの配布，ホームページや広報紙への掲載，点字・

声の広報等の提供を行います。 

三次市障害者

支援センター 

三次市社会福

祉協議会 

情報提供を行うボランティア活動

への支援 

点訳サークル，朗読サークル，手話サークル，要約筆

記サークル等のボランティア団体等の活性化のため，

社会福祉協議会と連携し育成・支援に努めます。 

三次市社会福

祉協議会 

意思疎通支援事業 聴覚障害者，中途失聴・難聴者，音声言語機能障害

者等への情報提供や相談体制の充実を図るため，手

話通訳者の窓口設置や，手話通訳者・要約筆記者（奉仕

員）の派遣を行います。 

三次市社会福

祉協議会 

日常生活用具給付事業 在宅の障害者の日常生活の利便性の向上を図る

ための用具の給付を行います。 

 

音声コードの貼付 相手が視覚障害者の人であることが特定できる場

合や登録申請をされた人を対象に，福祉関係文書等

への音声コードの貼付を推進します。 

 

点字封筒の活用 行政文書を発行する際に市からの発行が分かるよ

うに封筒へ点字の印字を行います。 

 

３－６ 権利擁護の推進 
 

主な取組 内容 
連携・協働する

機関 

成年後見利用支援事業 成年後見制度は，原則として，本人が住んでいるとこ

ろを管轄する家庭裁判所で，本人の家族等が申立てを

行うこととされていますが，申立てする親族がいない人に

ついて，市長が申立てを行うとともに，その費用の一部を

助成します。 

三次市社会福

祉協議会 

後見人の確保に向けた体制整備 ひとり暮らしや後見人として適切な親族がいない

等，親族以外の第三者による後見人の需要も高まってお

り，身近な市民の立場で後見活動を行うことができる

市民後見人を養成し，活動の支援を行う体制の構築を

図ります。 

三次市社会福

祉協議会 

福祉サービス利用援助事業「かけ

はし」 

判断能力が不十分な人（認知症高齢者，知的障害

者・精神障害者等で福祉サービスを利用するための

情報の入手や，理解，判断等を本人のみでは適正に

行うことが困難な人）に，福祉サービスの利用援助や

日常的金銭管理等の援助を行うことで，できる限り家

庭や地域で自立した生活が送れるよう支援します。 

三次市社会福

祉協議会 
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主な取組 内容 
連携・協働する

機関 

権利擁護ネットワークによる権利擁

護の推進 

三次市権利擁護ネットワークによる関係機関との情

報共有を図るとともに， 必要に応じ，虐待対応チーム

を招集して，事例検証等を実施し協力体制の強化に

努めます。 

 

障害者差別解消法及び障害者虐

待防止法の周知啓発 

障害者差別解消法において求められる差別的取扱

いの禁止と合理的配慮，障害者虐待防止法の周知啓

発を進めます。 

 

 

３－７ 災害，感染症対応及び防災体制の強化 
 

主な取組 内容 
連携・協働する

機関 

避難行動要支援者名簿の整備・更

新 

避難行動要支援者の情報を整理し，避難行動要援

護者名簿の整備・更新を行います。 

 

関係団体との連携 地域の関係団体との情報共有を図り，個別支援計画の

作成及び要支援者の円滑な安否確認や避難誘導等，地域

の助け合いによる避難体制を構築します。 

 

防災訓練の実施 自主防災組織等が実施する防災訓練へ，避難行動

要支援者の参加を呼びかけます。 

 

防災情報の取得手段の確保と推

進 

各種障害者団体等と連携し，市防災一斉メールの登

録の推進と同時に，県の視覚障害者向け防災情報メー

ルシステムの周知を図ります。併せて，音声告知放送やデ

ータ放送，防災アプリによる情報提供を行っていきます。 

 

 

３－８ バリアフリーの推進 
 

主な取組 内容 連携・協働する

機関 

公共施設における案内表示 わかりやすさと見やすさを考慮した，公共建築物の

案内表示に努めていきます。 

 

公共施設の整備・改善 「広島県福祉のまちづくり条例」に基づき，公共施設や

公園等を誰もが使いやすいように計画的な整備・改

善を図ります。 

 

民間建築物のバリアフリー審査事

務 

公共的施設を建築しようとする事業者に対し，障

害者・高齢者等が施設を安全かつ快適に利用できるよ

うな整備を進めるよう協議を行います。 

 

生活福祉資金の貸付 住宅増改築，補修等に必要な経費を貸し付けます。 三次市社会福

祉協議会 
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基本施策４ 就労支援の充実 

４－１ 障害者雇用・就労機会の拡大と推進 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

事業所に対する障害者雇用の啓

発 

あいサポート運動の推進を通じて，障害者の

雇用促進について事業主の意識高揚を図

るとともに，障害者雇用促進月間（９月）を中心

とした障害者の雇用を促す活動を行います。 

 

雇用環境の整備 備北障害者就業・生活支援センターと連携し，

事業主に対して障害者の雇用に関する相談と助

言を行い，障害者の雇用環境の整備を促進し

ます。 

また，障害者差別解消法に基づき，民間事業

所での合理的配慮の推進のため，研修会を実

施します。 

備北障害者就業・生活

支援センター 

就労支援の充実 備北障害者就業・生活支援センター及び

障害者支援センターと連携し，企業見学や職

場体験実習等を行い障害者の一般就労支

援を推進します。 

備北障害者就業・生活

支援センター 

三次市障害者支援セン

ター 

三次市雇用対策協定に基づく雇

用対策 

三次市雇用対策協定に基づき，広島労働局

及び三次公共職業安定所と連携することに

より，障害者の就業機会の拡大を推進します。 

広島労働局 

三次公共職業安定所 

４－２ 多様な就労による生きがいづくり 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

就労相談 一般就労や福祉的就労についての相談を

受け，本人の意向と生活環境にあった就労を

支援していきます。 

三次市障害者支援セン

ター 

備北障害者就業・生活

支援センター 

地域活動支援センター事業 地域活動支援センター事業の充実により，

創作活動又は生産的活動の機会の提供と

社会との交流を促進します。 

 

就労継続支援 通常の事業所に雇用されることが困難

な障害者を対象に，就労の場を提供するととも

に，就労に必要な訓練等を行い就業能力の向

上をめざします。 

 

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する障害者を

対象に一定期間，就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

農福連携 農業活性化の推進と併せ，障害者の農業

分野への就労機会の拡大を図るための働き

かけを行います。 
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４－３ 障害者就労支援施設等の収益向上への支援 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

市役所においての優先調達 三次市障害者優先調達方針を策定し，障

害者就労支援施設等からの物品等の調達

目標・調達実績を公表します。 

 

スイートショップ（水ｔｏショップ） 障害者就労支援施設が市役所において，

定期的に物品販売を行う機会を確保してい

ます。 

 

障害者就労支援施設の製品ＰＲ 市内のイベント等において障害者就労

支援施設の製品ＰＲを行う機会を提供してい

きます。 

 

企業からの受注拡大の取組 市内企業に障害者就労支援施設の理

解を推進するとともに，受注拡大の取組を推進

します。 

三次市障害者支援セン

ター 
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基本施策５ 切れ目のない支援の充実 
 

５－１ 早期発見・早期対応 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

母子保健事業 

（乳幼児健診・相談） 

成長段階に応じた乳幼児健診や相談を実施

し，発達障害，疾病，心身障害等の早期発見に努

めます。また，心理士※27を安定的に確保し，専門

職員のスキルアップを行います。 

また，３歳児健診において，視力検査機器を導

入し，視力低下等の早期発見・早期治療につな

げます。 

 

発達心理相談 子どもの発達や子育てに悩む親と子どもを対

象とした相談を行います。 

 

こども発達支援センター事業 

（相談・保育所等保育発達支援） 

子どもの発達や子育ての悩みに関する相談事

業の充実に努め，心理士や理学療法士，相談支援

スタッフ等の安定的確保及び，専門職員の育成を行

います。 

専門スタッフが保育所等を巡回し，保育の中での

発達支援（集団づくり，保護者支援等）についてアド

バイスを行い，発達が「気になる」段階から早期

支援につながるための相談を行います。 

保育所等とこども発達支援センターとの連携

強化を行い，保育の場での発達支援の充実を図

ります。 

 

発達支援専門研修 子どもに携わる専門職員，支援者を対象とした

専門研修の充実に努め，スキルアップを図りま

す。 

 

保育所職員専門研修 講座，視察研修，体験実習等，保育士のスキル

アップのための多様な研修会を行います。 

 

 

 
27 民間資格の臨床心理士，国家資格の公認心理士の資格を持った専門職。心の問題を抱えている人およびその周囲の人に対し

て，解決できるための相談，助言，援助を行います。 
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５－２ 療育・発達支援体制の充実 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

発達外来 子育てに関する悩みや，心身に障害や遅れ

のある子どもの発達に関する適切な支援と各

種相談を行います。 

広島県 

子鹿医療療育センター 

児童発達支援体制 発達に課題を持つ子どもの将来の自立を考

えながら，少人数の活動の場で療育を行うとと

もに，児童発達支援センターによる支援体制の

充実に努めます。 

子鹿医療療育センター 

障害児等相談支援事業 知的障害児・者の人を対象に，暮らしの中で

の困りごとや悩みごと等の生活全般に関する総

合相談を行います。 

子鹿医療療育センター 

こども発達支援センター事業 

（親子通所教室） 

子どもの発達や子育ての悩みに関する適

切な支援を行うため，親子通所教室を行います。 

また，気軽に利用できる親子の交流の場を設

け，子育て支援施設としての専門的機能の充実を

図ります。 

 

ペアレントトレーニング教室 保護者が子どもの特性を理解し，子どもとの

関わり方を学ぶための教室を開催していきま

す。 

 

 

 

５－３ 連携強化による一貫した支援 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

サポートファイルの活用 療育・発達支援部会による学習会や活用検

討を進めて，サポートファイルを活用した切れ目

のない一貫した支援体制を構築していきます。 

広島県 

こども発達支援センター事業 

（連携・保育所等訪問支援・就学

支援） 

保育・福祉・保健・教育・医療等の関係機関との

連携強化に努め，つながり合いの中でより充実し

た発達支援に取り組みます。 

専門スタッフが通所児童の保育所・幼稚園

等を訪問し連携を図ります。 

利用児童の就学に係る就学連絡会の実施や

保育所等での就学の悩みに関する相談事業を行

い，安心して就学ができるよう取り組みます。 
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５－４ 一人ひとりに応じた教育の充実 
 

主な取組 内容 連携・協働する機関 

特別支援教育の専門性の向上 教職員の特別支援教育に対する専門性を向

上させるため，県教育委員会，大学，関係機関，特別

支援学校等と連携し，小・中学校教員を対象とする特

別支援教育研修会や巡回相談事業の充実を図り

ます。 

広島県教育委員会等 

学校支援員，障害児介助員の配置 障害の有無にかかわらず支援が必要と考える

児童・生徒には，「個別の教育支援計画」及び「個別

の指導計画」を作成し，小中一貫教育によるきめ細

やかな指導を行います。また，必要に応じて， 学校

支援員の配置や障害児介助員を配置し，個別の

教育的ニーズに応じた教育が実現できるよう取り

組みます。 

 

発達障害のある児童・生徒への支

援 

発達障害がある児童・生徒への支援・指導等，

通常学級における特別支援教育の充実のため，児

童・生徒の発達障害の状況を把握し，通級によ

る指導を始めています。 

 

就学指導の充実 福祉・保健・保育・教育・医療等の関係機関

と連携し，専門的かつ総合的に，就学等に関す

る指導を行います。 

 

就学に係る相談等 こども応援センター※28による教育相談，就学

相談を実施します。 

 

 
28 学校教育や青少年指導上の諸問題に関する相談指導業務を行う三次市教育委員会に設置されたセンターで，教育相談員に

よる就学や不登校等に関する相談・指導業務などを行います。 
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第３章 第６期障害福祉計画 

 

計画の目的 

第６期障害福祉計画は，国の基本指針に準じて，各項目の数値目標，活動指標及びサービス見込み量を設定

し，障害福祉施策の推進を図ることを目的としています。 

 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

 

成果目標 
 

項目 数値等 説明 国基本指針の目標 

令和元年度末の入所者数（Ａ） ９８人   

令和５年度末の入所者数（Ｂ） ９６人   

削減数（Ｃ） ２人 Ａ－Ｂの値  

削減率 ２．０％ （Ａ－Ｂ）／Ａの値 １．６％以上 

地域生活移行者数（Ｄ） ６人   

地域生活移行率 ６．１％ Ｄ／Ａの値 ６．０％以上 

 

目標設定の考え方 

国の基本指針に基づき，令和５年度末において，令和元年度末から施設入所者数を２．０％削減し，６．１％が

地域生活に移行する目標を設定しています。 

 

目標達成のための方策 

入所施設・相談支援事業所等との連携により，実態に合った支援を提供し，地域移行を進めていきます。 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 

活動指標 
 

①保健，医療及び福祉関係者による協議の場 
 

項目 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 説明 

保健，医療及び福祉関係者

による協議の場の開催回数 
回／年 ３ ３ ３ 

保健，医療，福祉関係者が情報共有

や連携を行う体制が構築できるよう，

協議の場を開催します。 

保健，医療及び福祉関係者

による協議の場の関係者の

参加者数 

人／年 １５ １５ １５ 協議の場の関係者の参加人数 

保健，医療及び福祉関係者

による協議の場における目標

設定及び評価の実施回数 

回／年 １ １ １ 
協議の場において，目標値の設定お

よび評価の実施を行います。 

 

②精神障害者への障害福祉サービス提供 
 

項目 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 説明 

共同生活援助 人／月 ２２ ２４ ２６ 
近年の実績とサービス全体の利用見

込みから見込み量を算出しています。 

地域移行支援 人／月 １ １ １ 地域移行の意向がある人に，必要な

サービスを提供できるように努めま

す。 

地域定着支援 人／月 １ １ １ 

自立生活援助 人／月 １ １ １ 

 

３ 地域生活支援拠点等の有する機能の充実 
 

成果目標 
 

項目 数値等 説明 

地域生活支援拠点の整備か所数 １か所 

三次市障害者支援センターを中心とした，面的な支

援ネットワークの運用を令和２年度から開始していま

す。 

機能の充実に向けた検証及び検討の年間

の実施回数 
１回 

障害者支援協議会において，拠点の運用状況の検

証と機能充実に向けた検討を実施します。 
 

目標設定の考え方 

国の基本指針による，令和５年度末までに地域生活支援拠点を原則各市町村に１か所以上整備し，機能の

充実に向けた検証及び検討を年１回以上実施する目標に準じて設定しています。 
 

目標達成のための方策 

令和２年度から三次市障害者支援センターを中心として，相談，緊急時の受け入れ・対応の機能を持った面的

な支援ネットワークを運用しています。運用状況や機能の充実を障害者支援協議会において検証と検討を実施

します。 
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４ 福祉施設から一般就労への移行等 

 

成果目標 
 

項目 数値等 説明 国基本指針 

令和元年度の一般就労移行者数（Ａ） ７人   

令和５年度の一般就労移行者数（Ｂ） ７人   

移行割合 １．００倍 Ｂ／Ａ １．２７倍 

Ａのうち就労移行支援利用者数（Ｃ） １人   

Ｂのうち就労移行支援利用者数（Ｄ） ２人   

移行割合 ２．００倍 Ｄ／Ｃ １．３０倍 

Ａのうち就労継続支援Ａ型利用者数（Ｅ） ０人   

Ｂのうち就労継続支援Ａ型利用者数（Ｆ） ２人   

移行割合 － Ｆ／Ｅ １．２６倍 

Ａのうち就労継続支援Ｂ型利用者数（Ｇ） ６人   

Ｂのうち就労継続支援Ｂ型利用者数（Ｈ） ３人   

移行割合 ０．５０倍 Ｈ／Ｇ １．２３倍 

Ａのうち就労定着支援利用者数 ０人   

Ｂのうち就労定着支援利用者数（Ｉ） ２人   

就労定着支援利用割合 ２９％ Ｉ／Ｂ ７０％以上 

令和元年度の就労定着支援事業所数（Ｊ） ０事業所   

令和５年度の就労定着支援事業所数（Ｋ） １事業所   

Ｊのうち就労定着率が８割以上の事業所数 ０事業所   

Ｋのうち就労定着率が８割以上の事業所数（Ｌ） １事業所   

就労定着率が８割以上の事業所の割合 １００％ Ｌ／Ｋ ７０％以上 

 

目標設定の考え方 

本市においては，令和元年度の一般就労移行者数は７人となっていますが，平成２９年度は１人，平成３０年度

は２人となっています。 

これらの実績からみると，令和５年度における目標を，令和元年度末と同じ水準をとすることも高い目標設定と

なりますが，一般就労への移行を進めるために設定するものです。 

また，各サービス利用者における一般就労移行者数は，近年の実績から推定される目標を設定しています。 

 

目標達成のための方策 

三次市障害者支援センターや備北障害者・生活就業支援センター等と連携して就労支援を進めていきます。

また，就労定着支援の実施に向けて関係機関との協議を進めます。 



第３章 第６期障害福祉計画 

  94  

 

 

５ 相談支援体制の充実・強化等 

 

成果目標 
 

項目 数値等 説明 

総合的・専門的な相談支援の実施及び地

域の相談支援体制の強化を実施する体制

の確保 

体制有 

三次市障害者支援センターにおいて，総合的・専

門的な相談支援を実施しています。また，相談支援

部会において，地域の相談支援体制の強化のため

の取組を進めています。 

 

目標設定の考え方 

国の基本指針による，令和５年度末までに，各市町村又は各圏域において，総合的・専門的な相談支援の実

施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする目標に準じて設定しています。 

 

目標達成のための方策 

三次市障害者支援センターや相談支援部会を中心として，相談支援の充実と体制強化を図っていきます。 

 

活動指標 
 

項目 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 説明 

障害の種別や各種ニーズに

対応できる総合的・専門的な

相談支援の実施 

－ 実施 実施 実施 
三次市障害者支援センターにおいて，総

合的・専門的な相談支援を実施します。 

地域の相談支援事業者に対

する訪問等による専門的な指

導・助言件数 

件／年 １０ １０ １０ 
三次市障害者支援センターにおいて，専

門的な指導・助言を行います。 

地域の相談支援事業者の人

材育成の支援件数 
件／年 4 4 4 

相談支援部会において，勉強会・研修会

を実施します。 

地域の相談支援機関との連

携強化の取組の実施回数 
回／年 １２ １２ １２ 

相談支援部会において，毎月部会を開

催し，連携強化を図ります。 

 

活動指標（発達障害者に対する支援） 
 

項目 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 説明 

ピアサポートの活動への参加

人数 
人 ３ ４ 5 

三次市障害者支援センターにおいて，ピ

アサポーターの養成と活動支援を行いま

す。精神障害者に加えて発達障害者の

ピアサポート活動への参加も促していき

ます。 
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６ 障害福祉サービス等の質の向上 

 

成果目標 
 

項目 数値等 説明 

障害福祉サービス等の質を向上させるた

めの取組に関する事項を実施する体制を

構築 

体制有 

次の活動指標も踏まえ，障害福祉サービス等の質

を向上させるための取組を実施する体制を検討し

ます。 

 

目標設定の考え方 

国の基本指針による，令和５年度末までに，障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項

を実施する体制を構築することを基本とする目標に準じて設定しています。 

 

目標達成のための方策 

次の活動指標も踏まえ，障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を検討します。 

 

活動指標 
 

項目 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 説明 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に

係る研修その他の研修への市町職員の参加

人数 

人／年 ３ ３ ３ 

 

障害者自立支援審査支払等システム等によ

る審査結果の分析，その結果の活用，事業

所や関係自治体等と共有する体制の有無及

びその実施回数 

－ 体制有 体制有 体制有 
新たな取組として実施

を検討していきます。 
回／年 １ １ １ 
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７ 障害福祉サービス等における見込み量の設定 

 

７－１ 障害福祉サービス 

 

（１）訪問系サービス 
（単位：上段 利用時間／月，下段 利用人数／月） 

区分 内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護 自宅で，入浴・排泄・食事の介護等を行います。 

１，０７０ １，１３６ １，２０７ 

７２ ７８ ８５ 

同行援護 
視覚障害の人の移動時や外出支援や，外出時

の排泄，食事等の援助を提供します。 

６９ ７４ ７９ 

９ １０ １１ 

重度訪問介護 
自宅で，入浴・排泄・食事の介護等や，外出支援

を行います。 

８３８ １，２５７ １，２５７ 

２ ３ ３ 

行動援護 

知的障害や精神障害により，自己判断能力が制

限されている人が行動するときに，危険を回避す

るための必要な支援，外出支援を行います。 

１０ １０ １０ 

１ １ １ 

重度障害者等

包括支援 

居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に行

います。 

１０ １０ １０ 

１ １ １ 

訪問系 

サービス合計 
 

１，９９７ ２，４８７ ２，５６３ 

８５ ９３ １０１ 

 

見込み量設定の考え方 

平成２７年度から令和２年度までのサービス利用実績，アンケート調査による利用ニーズ，事業者調査による

事業所の動向を考慮して見込み量を設定しています。 

なお，サービス利用実績を用いた見込み量の算出にあたっては，利用時間，利用人数それぞれの対前年比の

平均伸び率を計算し，その値を実績値に掛けて推計しています。 
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（２）日中系サービス 
（単位：上段 利用日数／月，下段 利用人数／月，就労定着支援及び療養介護は利用人数／月） 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 

昼間に障害者支援施設等で食事・入浴・排泄の

介護等を行うとともに，創作的活動又は生産活

動の機会を提供します。 

３，２０４ ３，２２５ ３，２４５ 

１５４ １５５ １５７ 

自立訓練 

（機能訓練） 

自立した日常生活・社会生活ができるように，一

定期間，身体機能・生活能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

２０ ２０ ２０ 

１ １ １ 

自立訓練 

（生活訓練） 

自立した日常生活・社会生活ができるように，一

定期間，生活能力の向上のために必要な訓練を

行います。 

１５ １５ １５ 

１ １ １ 

就労移行支援 

一定期間，生産活動その他の活動の機会を通じ

て，就労に必要な知識・能力の向上のために必

要な訓練等を行います。 

５３ ６２ ７２ 

５ ６ ７ 

就労継続支援

（Ａ型） 

就労の機会，生産活動その他の活動の機会の

提供を通じて，知識・能力の向上のための必要

な訓練等を行います。（雇用契約に基づく就労

が可能な人が対象となります。） 

９１１ ９７６ １，０４５ 

４８ ５０ ５３ 

就労継続支援

（Ｂ型） 

就労の機会，生産活動その他の活動の機会の

提供を通じて，知識・能力の向上のための必要

な訓練等を行います。 

３，７９４ ３，９５３ ４，１１８ 

２２１ ２３０ ２４０ 

就労定着支援 

就労移行支援等を利用して一般就労した人との

相談を通じて，生活面の課題を把握し，企業や

関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解

決に向けて必要となる支援を行ないます。 

２ ２ ２ 

療養介護 

主として昼間に，病院等で機能訓練，療養上の

管理，看護，医学的な管理の下の介護及び日常

生活上の世話を行います。 

１４ １４ １４ 

短期入所 

（福祉型） 

自宅で介護する人が病気の場合などに，短期的

に施設に入所し入浴・排泄・食事の介護等を行

います。 

２８１ ３０４ ３２６ 

２９ ３３ ３６ 

短期入所 

（医療型） 

自宅で介護する人が病気の場合などに，短期的

に施設に入所し入浴・排泄・食事の介護等を行

います。 

５１ ５４ ５６ 

６ ９ １２ 

 

見込み量設定の考え方 

平成２７年度から令和２年度までのサービス利用実績，アンケート調査による利用ニーズ，事業者調査による

事業所の動向，就労移行に係る目標値を考慮して見込み量を設定しています。 

なお，サービス利用実績を用いた見込み量の算出にあたっては，利用日数，利用人数それぞれの対前年比の

平均伸び率を計算し，その値を実績値に掛けて推計しています。 
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（３）居住系サービス 
（単位：利用人数／月） 

区分 内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 

障害者支援施設等から一人暮らしへ移行した

人の居宅を定期的に訪問し，課題等の確認，必

要な助言や医療機関等との連絡調整を行いま

す。 

２ ２ ２ 

共同生活援助 
夜間や休日に，共同生活を行う住居で，相談や

その他の日常生活上の援助を行います。 
８６ ８７ ８９ 

施設入所支援 
施設に入所する人に夜間や休日，入浴・排泄・食

事の介護等を行います。 
９７ ９７ ９６ 

 

見込み量設定の考え方 

平成２７年度から令和２年度までのサービス利用実績，アンケート調査による利用ニーズ，事業者調査による

事業所の動向，地域移行に係る目標値を考慮して見込み量を設定しています。 

なお，サービス利用実績を用いた見込み量の算出にあたっては，利用人数の対前年比の平均伸び率を計算し，

その値を実績値に掛けて推計しています。 

 

（４）相談支援サービス 
（単位：利用人数／月） 

区分 内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 

障害福祉サービスを利用する際に，サービス利

用計画の作成や支給決定後の見直しなどを行

います。 

１６３ １７６ １９１ 

地域移行支援 

施設や病院に入所・入院している障害者に対し，

居住の確保や地域での生活へ移行するための

活動について，相談や支援を行います。 

２ ２ ２ 

地域定着支援 

居宅において単身で生活する障害者に対し，常

時の連絡体制を確保し，障害の特性に起因して

生じた緊急の事態等の相談や必要な支援を行

います。 

２ ２ ２ 

 

見込み量設定の考え方 

平成２７年度から令和２年度までのサービス利用実績，アンケート調査による利用ニーズ，事業者調査による

事業所の動向，精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る活動指標を考慮して見込み量を設

定しています。 

なお，サービス利用実績を用いた見込み量の算出にあたっては，利用人数の対前年比の平均伸び率を計算し，

その値を実績値に掛けて推計しています。 
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７－２ 地域生活支援事業 

 

（１）相談支援事業 

 

①相談支援事業 

障害のある人の福祉に関する問題に対して相談に応じ，必要な情報及び助言等を行うとともに，虐待の防止

やその早期発見のための関係機関との連絡調整，障害のある人の権利擁護のために必要な援助を行っていま

す。また，障害福祉サービス利用の前提としてのサービス等利用計画作成にあたり，利用者のニーズに合わせた

計画の作成を行います。 

身体・知的・精神・発達障害の相談に総合的に対応する三次市障害者支援センターを中心とした，関係機関

とのネットワークを強化し，相談から早期対応へとつなげていきます。 

 

②相談支援機能強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に行われるよう，一般的な相談支援事業に加え，社会福祉士・精神保健福祉

士等の専門的な職員を配置し，相談支援機能の強化を図っていきます。 

 

③住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居にあたって，保証人がいない等の理由により入居が困難で支援が必要な

障害のある人に，入居に必要な調整などに関する支援を行います。また，広島県居住支援協議会による広島県

あんしん賃貸支援事業等の活動に取り組み，民間賃貸住宅への入居の円滑化を図ります。 

 

④成年後見制度利用支援事業 

障害のある人の権利擁護のため，成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者及び精神障害者に

対して，必要に応じ申立てに要する費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。 

 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

相談支援

事業 

障害者相談支援事業 事業所数 ７ ７ ７ 

相談支援機能強化事業 事業所数 １ １ １ 

障害児等相談支援事業 事業所数 ６ ６ ６ 

住宅入居等支援（住居サポート）事業 利用件数／年 １ １ １ 

成年後見制度利用支援事業 利用件数／年 ３ ３ ３ 

 

（２）意思疎通支援事業 

聴覚，言語・音声機能等の障害のため，意思の伝達に支援が必要な人に，手話通訳者や要約筆記者（奉仕

員）の派遣事業を三次市社会福祉協議会に委託し行っています。 

障害のある人のコミュニケーションが円滑に行われるよう，利用促進を図っていきます。 

 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

意思疎通

支援事業 

手話通訳者等派遣事業 利用人数／年 ４５ ４５ ４５ 

要約筆記奉仕員等派遣事業 利用人数／年 ６０ ６０ ６０ 

手話通訳者設置事業 設置者数 １ １ １ 
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（３）日常生活用具給付等事業 

在宅の障害のある人に，日常生活用具を給付しています。 

原則，利用者負担を１割としていますが，本市独自の負担上限月額設定による利用者負担軽減措置を継続し

支援に努めます。 
 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

介護・訓練等支援用具 

給付件数／年 

５ ５ ５ 

自立生活支援用具 １０ １０ １０ 

在宅療養等支援用具 １５ １５ １５ 

情報・意思疎通支援用具 １５ １５ １５ 

排泄管理支援用具 １,６００ １,６００ １,６００ 

住宅改修費 ３ ３ ３ 
 

（４）移動支援事業 

障害により外出が困難な人に，円滑に外出することができるよう，移動支援を行うヘルパーを派遣しています。 

原則，利用者負担を１割としていますが，本市独自の負担上限月額設定による利用者負担軽減措置を継続し

支援に努めます。 
 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

移動支援事業（個別支援型） 
利用時間／年 ５９９ ６３３ ６８４ 

利用人数／年 ２０ ２１ ２２ 
 

（５）地域活動支援センター事業 

一般企業で就労することが困難な障害のある人等に共同作業の場を設け，通所により，創作活動や生産活動

の機会，社会との交流機会を提供しています。 

日中活動の場として，障害のある人の地域生活支援の促進を図ります。 
 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

日中活動支援型 設置個所数 ４ ４ ４ 
 

（６）理解促進研修・啓発事業 

障害のある人が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため，地域住民に対して

障害に対する理解を深める研修・啓発事業を進めます。 
 

（７）手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通を図ることに支障がある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを

目的に，日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修を行っていきます。 
 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

手話奉仕員養成研修事業 養成人数／年 １０ １０ １０ 

（８）福祉ホーム事業 

低額な料金で居室やその他の設備を利用しながら生活し，社会復帰の促進・自立の促進を図ることを目的と

しています。隣接市にある施設に入所している人の利用支援を引き続き行っていきます。 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

福祉ホーム事業 利用人数／月 ５ ５ ５ 
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（９）生活支援事業 

障害児への生活訓練の充実を図るため，長期休暇中の障害児等の見守りや日常的な生活訓練を実施してい

ます。利用者負担がありますが，負担上限月額設定による利用者負担軽減措置を継続し支援に努めます。 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

障害児生活訓練事業 利用人数／年 ２５ ２５ ２５ 
 

（１０）日中一時支援事業 

日常生活に介護を必要とする障害のある人を対象に，日中一時的に預かりを行うことで，家族の就労機会や

一時的な休息時間の確保を図っています。 

原則，利用者負担を１割としていますが，本市独自の負担上限月額設定による利用者負担軽減措置を継続し

支援に努めます。 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

日中一時支援事業 利用人数／月 ７４ ７７ ８０ 
 

（１１）社会参加促進事業 

スポーツ・レクリエーション活動を通じて，障害のある人の体力増進や交流，障害者スポーツを普及するために

教室等を開催することをはじめ，文字による情報入手が困難な障害のある人のために点訳や朗読により，市の広

報を定期的に提供します。また，自動車運転免許の取得や改造・購入にかかる費用の一部を助成する等，障害

のある人への支援により，社会参加を促進していきます。 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

社会参加 

促進事業 

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 参加人数／年 １００ １００ １００ 

点字・声の広報等発行事業 利用人数／年 １６ １６ １６ 

要約筆記奉仕員養成事業 養成人数／年 ５ ５ ５ 

点訳奉仕員養成事業 養成人数／年 １０ １０ １０ 

朗読奉仕員養成事業 養成人数／年 ２０ ２０ ２０ 

自動車運転免許取得費助成事業 助成件数／年 １ １ １ 

自動車改造費助成事業 助成件数／年 ３ ３ ３ 

福祉車両購入助成事業 助成件数／年 ４ ４ ４ 
 

（１２）訪問入浴サービス事業 

障害のある人の入浴の機会を確保し，家族等介護者の負担の軽減を図るため，看護師等の管理のもとで，居

宅において浴槽を提供し，入浴介護サービスを提供します。 

区分 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

訪問入浴サービス事業 利用人数／年 １ ２ ３ 
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第４章 第２期障害児福祉計画  

 

計画の目的 

第２期障害児福祉計画は，国の基本指針に準じて，各項目の数値目標，活動指標及びサービス見込み量を設

定し，障害児福祉施策の推進を図ることを目的としています。 

 

１ 障害児支援の提供体制の整備等 

 

成果目標 
 

項目 単位 数値等 説明 

児童発達支援センターの設置数 事業所 １ 市内に１か所設置しています。 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 － 体制有 

市内１事業所がサービスを提供し

ています。 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援

事業所の設置数 
事業所 １ 

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサ

ービス支援事業所の設置数 
事業所 １ 

医療的ケア児支援のための協議の場の設置 － 協議の場有 
協議の場の充実に向けた取組を

行います。 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 － 配置済 
４名のコーディネーターを配置し、

取組を進めていきます。 

 

目標設定の考え方 

国の基本指針による，令和５年度末までに，各市町村又は各圏域において，児童発達支援センター，主に重症

心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス支援事業所，医療的ケア児支援のため

の協議の場の設置，医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置，また各市町村において保育所等訪問支

援を実施することを基本とする目標に準じて設定しています。 

 

目標達成のための方策 

成果目標における障害児支援の提供体制について，本市においては，いずれの項目も整備しています。体制を

維持するとともに，関係機関と連携した障害児支援体制強化に努めていきます。 
 

２ 発達障害児に対する支援 

 

活動指標 
 

項目 単位 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 説明 

ペアレントトレーニングやペアレン

トプログラム等の支援プログラム

等の受講者数 

人 １０ １０ １０ 
療育発達支援部会により，ペアレントトレ

ーニング等の取組を進めていきます。 

ペアレントメンターの人数 人 １ 1 1 
広島県と連携したペアレントメンター事

業の取組を進めていきます。 
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３ 障害福祉サービス等における見込み量の設定 
 

（１）障害児支援サービス 
（単位：上段 利用日数／月，下段 利用人数／月，障害児相談支援は利用人数／月） 

区分 内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指

導，知識技能の付与，集団生活への適

応訓練，その他必要な支援を行います。 

２８２ ２９４ ３０７ 

４１ ４３ ４５ 

医療型 

児童発達支援 

児童発達支援及び必要な治療を行い

ます。 

３０ ３０ ３０ 

２ ２ ２ 

放課後等 

デイサービス 

生活能力の向上のために必要な訓練，

社会との交流の促進，その他必要な支

援を行います。 

１，０１３ １，１０３ １，１９７ 

８１ ８５ ８９ 

保育所等訪問支援 

障害児以外の児童との集団生活への

適応のための専門的な支援その他必

要な支援を行います。 

５ １０ １５ 

１ ２ ３ 

居宅訪問型 

児童発達支援 

障害児の居宅を訪問し，日常生活にお

ける基本的な動作の指導，知識技能の

付与等の支援を行います。 

１０ １０ １０ 

３ ３ ３ 

障害児相談支援 

障害児通所事業を利用する際に，サー

ビス利用計画の作成や支給決定後の

見直しなどを行います。 

２３ ２６ ３０ 

 

見込み量設定の考え方 

国の基本指針に基づき，サービス利用実績，アンケート調査による利用ニーズ，事業者調査による事業所の動

向，成果目標との連動等の要素を考慮して見込み量を設定しています。 

なお，サービス利用実績を用いた見込み量の算出にあたっては，利用日数，利用人数それぞれの対前年比の

平均伸び率を計算し，その値を実績値に掛けて推計しています。 
 

（２）障害児保育サービス 
（単位：利用人数／月） 

区分 内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育所への受け入れ 

特別な支援を必要とする児童に，

保育士や支援員の配置等の支援

を行います。 

１９ １９ １９ 

認定こども園への 

受け入れ 
１ １ １ 

放課後児童クラブへの 

受け入れ 
３９ ４２ ４４ 

 

見込み量設定の考え方 

国の基本指針に基づき，受け入れ実績，アンケート調査による利用ニーズ等の要素を考慮して見込み量を設

定しています。 

なお，サービス利用実績を用いた見込み量の算出にあたっては，利用人数の対前年比の平均伸び率を計算し，

その値を実績値に掛けて推計しています。
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資料編 

 

１ 策定経過 

 

開催日等 会議名等 協議内容等 

令和２年 ６月 

 成年後見制度利用支援等に関するアンケート調査 
 ７月 

  ２０日 第１回計画策定委員会 アンケート調査票（案）について 

 

 ３０日 第１回計画策定審議会 アンケート調査票（案）について 

９月 
 

障害のある人向けアンケート調査 

市民向けアンケート調査 

障害福祉サービス等事業者調査 
１０月 

１１月 １１日 第２回計画策定委員会 
アンケート調査の結果について 

計画の骨子（案）について 

 １６日 第２回計画策定審議会 
アンケート調査の結果について 

計画の骨子（案）について 

１２月 １１日 
第１回計画策定ワーキンググル

ープ会議 
「三次市障害者計画」（素案）について 

 ２２日 第３回計画策定委員会 「三次市障害者計画」（素案）について 

令和３年 １月 ８日 第３回計画策定審議会 「三次市障害者計画」（案）について 

 

１月～２月 パブリック・コメント 「三次市障害者計画」（案）の意見公募 

２月 ８日 第４回計画策定委員会 「三次市障害者計画」（案）について 

 １５日 第４回計画策定審議会 「三次市障害者計画」（案）について 
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２ 策定体制 

 

事務局
社会福祉課

素案作成とニーズ調査実施，実績データ分析と
今後の推計，施策の検証・評価，サービス利用
見込みと目標設定

市 長

障害者計画策定委員会

委員長：福祉保健部担当副市長
委 員：総務部長，経営企画部長，地域振興部長，

市民部長， 子育て支援部長，市民病院部事務部長，
産業振興部長，建設部長，教育委員会教育次長，
福祉保健部長

Aグループ委員
・企画調整課企画調整係長
・総務課職員係長
・財産管理課住宅管財係長
・財政課契約係長
・定住対策暮らし支援課共生
社会推進係長
・市民課保険年金係長
・社会福祉課障害者福祉係長
・高齢者福祉課介護保険係長
・健康推進課健康企画係長
・健康推進課健康推進係長
・子育て支援課こども発達
支援係長
・商工観光課商工労働係長
・農政課農林振興係長
・学校教育課教育指導係長

障害者計画策定ワーキンググループ

委 員 長：社会福祉課長 副委員長：障害者福祉係長

Bグループ委員
・社会福祉課障害者福祉係
・健康推進課健康企画係
・健康推進課健康推進係
・子育て支援課こども発達
支援係
・学校教育課教育指導係
・三次市障害者支援センター
・備北障害者就業・生活支援
センター

議会

三次市
障害者計画
策定審議会

（障害者支援協議会）

報告

計画案提出指示

協議・提案調整

協議・提案調整

意見
具申

報告
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３ 三次市障害者計画策定審議会設置要綱 

平成29年６月19日告示第194号 

三次市障害者計画策定審議会設置要綱 

（設置） 

第１条 市は，障害者福祉計画（障害者基本法（昭和45年法律第84号）に規定する障害者のための施策に係る

基本的な計画をいう。），障害福祉計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）に規定する障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の

円滑な実施に関する計画をいう。）及び障害児福祉計画（児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する

基本指針に即して，障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障

害児相談支援の円滑な実施に関する計画をいう。）（以下「障害者計画」と総称する。）を策定するに当たり，各

関係者の専門的見地からの意見，助言，指導等を得て障害者計画を策定するため，三次市障害者計画策定審

議会（以下「策定審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定審議会は，障害者計画の策定に関し必要な提言を行う。 

（組織） 

第３条 策定審議会は，委員18人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

(１) 地域ケアに関する学識経験者又は有識者 

(２) 障害支援区分認定審査会の代表者 

(３) 保健福祉の関係者 

(４) 就労対策の関係者 

(５) 障害者及びその家族の代表者 

(６) ボランティア団体の代表者 

(７) 関係行政機関の代表者 

(８) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は，当該計画を策定するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 策定審議会に，委員長及び副委員長を置き，委員の互選によって定める。 

２ 委員長は，会務を総理し，策定委員会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 策定審議会の会議は，委員長が招集し，その議長となる。 

２ 策定審議会の会議は，委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させ，意見又は説明を述べさせるこ

とができる。 

（庶務） 

第７条 策定審議会の庶務は，福祉保健部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか，策定審議会に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成29年６月19日から施行する。 

（最初の会議） 

２ この告示の施行の日以後，最初に開催される策定審議会は，第６条第１項の規定にかかわらず，市長が招集

する。 
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４ 三次市障害者計画策定審議会名簿 
 

 氏名 所属 区分 

1 有田 雅俊 三次市民生委員児童委員協議会長 保健福祉の関係者 

2 佐々木 康吏 三次病院長 
障害支援区分認定 

審査会の代表者 

3 武村 精一 社会福祉法人ともえ会子鹿医療療育センター 相談員 
地域ケアに関する学識

経験者及び有識者 

4 鹿本 武治 社会福祉法人三次市社会福祉協議会 地域福祉課長 保健福祉の関係者 

5 青木 伸子 障害支援区分認定審査会委員 保健福祉の関係者 

6 寺田 朱美 社会福祉法人あらくさ 理事長 保健福祉の関係者 

7 山本 常雄 三次公共職業安定所長 就労対策の関係者 

8 梶原 勇人 社会福祉法人備北福祉会 総務部長 保健福祉の関係者 

9 大野 英明 広島県立庄原特別支援学校長 保健福祉の関係者 

10 添田 龍彦 三次市身体障害者連合会長 
障害者及びその家族

の代表者 

11 新元 史子 ままっ子クラブ 代表 
障害者及びその家族

の代表者 

12 麓  知子 ボランティアグループみよし 代表 
ボランティア団体の 

代表者 

13 森末 博雄 備北障害者就業・生活支援センター長 就労対策の関係者 

14 梅田 恵志 
障害者支援ネットワーク連絡会議 相談支援部会 幹事長 

指定特定相談支援事業所ココみよし 管理者 
保健福祉の関係者 

15 須田 規子 
障害者支援ネットワーク連絡会議 地域生活支援部会 幹事長 

ヘルパーステーションルンビニ 管理者 
保健福祉の関係者 

16 歌房 哲也 
障害者支援ネットワーク連絡会議 就労支援部会 幹事長 

社会福祉法人あらくさ 管理者 
保健福祉の関係者 

17 水越 ひろ子 
障害者支援ネットワーク連絡会議 療育・発達支援部会 幹事長 

キッズさぽーと YUI 児童発達支援管理責任者 
保健福祉の関係者 

18 坂田 千晶 
障害者支援ネットワーク連絡会議 差別解消支援部会 幹事長 

三次市地域振興部定住対策・暮らし支援課長 

関係行政機関の 

代表者 
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５ 三次市障害者計画策定委員会設置要綱 

平成29年６月19日告示第193号 

改正 

平成31年３月29日告示第75号 

令和２年３月16日告示第32号 

令和２年７月１６日告示第１７０号 

三次市障害者計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 市は，障害者福祉計画（障害者基本法（昭和45年法律第84号）に規定する障害者のための施策に係る

基本的な計画をいう。），障害福祉計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）に規定する障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の

円滑な実施に関する計画をいう。）及び障害児福祉計画（児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する

基本指針に即して，障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障

害児相談支援の円滑な実施に関する計画をいう。）（以下「障害者計画」と総称する。）を策定するに当たり，市

行政内部の連携を図るため，三次市障害者計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は，障害者計画の策定に関して調査審議する。 

（組織） 

第３条 策定委員会は，委員長及び委員で組織し，別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

２ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，あらかじめ委員長の指名する委員が，その職務を代理す

る。 

（会議等） 

第４条 策定委員会の会議は，委員長が招集し，その議長となる。 

２ 策定委員会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開くことができない。 

３ 委員長は，必要があると認めるときは，策定委員会の会議に議題に関係する職員等を出席させ，意見又は説明

を求めることができる。 

（策定ワーキンググループ） 

第５条 第２条に規定する事務を効率的に進めるため，策定委員会の下に三次市障害者計画策定ワーキンググ

ループ（以下「策定ワーキンググループ」という。）を置き，別表第２に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 策定ワーキンググループは，リーダーを社会福祉課長，サブリーダーを社会福祉課障害者福祉係長が担う。 

３ 委員長は，必要があると認めるときは，策定ワーキンググループ以外の者を出席させ，意見又は説明を求めるこ

とができる。 

（庶務） 

第６条 策定委員会及び策定ワーキンググループの庶務は，福祉保健部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか，策定委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が別に定める。 

附 則 

この告示は，平成29年６月19日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日告示第75号） 

（施行期日） 

 この告示は，平成31年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（令和２年３月16日告示第32号） 



資料編 

  109  

 

この告示は，令和２年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（令和２年７月１６日告示第１７０号） 

この告示は，令和２年７月１７日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

 

三次市障害者計画策定委員会委員 

委員長 福祉保健部担当副市長 

委員 総務部長 

経営企画部長 

地域振興部長 

市民部長 

子育て支援部長 

市民病院部事務部長 

産業振興部長 

建設部長 

教育委員会教育次長 

福祉保健部長 
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別表第２（第５条関係） 

三次市障害者計画策定ワーキンググループ 

リーダー 社会福祉課長 

サブリーダー 社会福祉課障害者福祉係長 

Ａグループ 企画調整課企画調整係長 

総務課職員係長 

財産管理課住宅管財係長 

財政課契約係長 

定住対策・暮らし支援課共生社会推進係長 

市民課保険年金係長 

社会福祉課障害者福祉係長 

高齢者福祉課介護保険係長 

健康推進課健康企画係長 

健康推進課健康推進係長 

子育て支援課こども発達支援係長 

商工観光課商工労働係長 

農政課農林振興係長 

学校教育課教育指導係長 

Ｂグループ 社会福祉課障害者福祉係 

健康推進課健康企画係 

健康推進課健康推進係 

子育て支援課こども発達支援係 

学校教育課教育指導係 

三次市障害者支援センター 

備北障害者就業・生活支援センター 
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６ 用語集 

あいサポーター 

障害のある人が，困っているときなどに『ちょっとした手助け』を実践する意欲のある人で，あいサポーター研修

を修了した人，またはテキスト「障害を知り，共に生きる」を読んだ人（特別な技術の習得は不要）のことをいいま

す。 
 

あいサポート運動 

皆さんに，障害の内容・特性，障害のある人が困っていること，配慮の仕方やちょっとした手助けの方法などを

知っていただき，実践していただく運動のことをいいます。 
 

意思疎通支援 

障害のある人とない人の意思疎通を支援する様々な手段を，概念的に幅広く解釈できるよう，障害者総合支

援法において定義された言葉のことをいいます。 
 

音声コード（ＳＰコード） 

印刷物上の切手大の二次元コードで，デジタル化された文字情報がコード内に含まれ，活字文書読み上げ装

置に音声コードを読み取らせることで音声を出力することができます。 
 

かけはし 

一人でものごとを決めることが不安な人に対し，日々の暮らしに必要な福祉サービスの利用手続きやお金の

管理のお手伝いをして，安心して暮らせるよう支援を行う，三次市社会福祉協議会が実施する事業のことをいい

ます。 
 

学校支援員 

通常の学級に在籍し，学習障害（ＬＤ），高機能自閉症等により，生活及び学習上の困難を有する児童生徒に

対し，学習活動における指導の援助及び学校生活を送るうえでの援助や，いじめ，不登校，暴力行為，授業妨害

など課題のある児童生徒が在籍する学級に対する支援,放課後や長期休業中の学習支援等を行います。 
 

ゲートキーパー 

悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聞いて，必要な支援につなげ，見守る人のことをいいます。自殺対策に

おけるゲートキーパーは，心理社会的問題や生活上の問題，健康上の問題を抱えている人や，自殺の危険を抱

えた人に気づき適切にかかわる役割を担います。 
 

こども応援センター 

学校教育や青少年指導上の諸問題に関する相談指導業務を行う三次市教育委員会に設置されたセンター

で，教育相談員による就学や不登校等に関する相談・指導業務などを行います。 
 

こども発達支援センター 

心身の発達に遅れのある児童または，そのおそれのある児童を対象に，相談や指導等行うとともに，保護者も

一緒に通園することにより，障害の正しい理解と受容を促し，家庭生活においても適切な療育が行われるよう支

援を行う三次市の施設のことをいいます。 
 

サービス等利用計画 

障害者総合支援法において，障害福祉サービスを適切に利用することができるよう，障害者のニーズや置か

れている状況等をふまえ，最も適切なサービスの組み合わせ等について，指定特定相談支援事業者が検討・作

成する計画のことをいいます。 
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サポートファイル 

障害のある人や支援の必要な人が，生涯にわたり安心で安全な生活を送ること，教育をはじめとした一貫性

のある支援を受けられることを願って作成された，健康や育ち，暮らし，特性等を記録するファイルのことをいいま

す。本人等から支援機関に提示することにより適切なサービス提供や支援に役立てることができます。 
 

指定相談支援事業所 

市の指定を受けた，障害者総合支援法で定められた相談支援事業（計画相談支援，地域移行支援，地域定

着支援）を実施する事業所のことをいいます。 
 

社会福祉士 

「ソーシャルワーカー」と呼ばれる福祉専門職。身体的・精神的障害または環境上の理由で日常生活を営むこ

とに支障がある者に対し，福祉に関する相談，助言，指導その他の援助を行います。 
 

障害児介助指導員 

市内小中学校の特別支援学級等において，特に介助を必要とする児童生徒に対して，移動，排泄，食事，衣服

の着脱などの身辺自立のための介助や，学習指導に伴う介助，安全確保に関する介助等を行います。 
 

障害者基本法 

障害者施策を推進する基本原則とともに，施策全般について基本的事項を定めた法律で，法律の対象となる

障害を身体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の障害がある者であって，障害

及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものと定義していま

す。 

国，地方公共団体等の責務を明らかにするとともに，医療，介護，年金，教育，療育，雇用，生活環境の整備等，

障害者に関わる施策の基本となる事項を定め，障害者の自立と社会，経済，文化，その他あらゆる分野の活動へ

の参加の促進を規定し，「完全参加と平等」をめざすことを目的としています。 
 

障害者虐待防止法 

障害者に対する虐待がその尊厳を害するものであり，障害者の自立及び社会参加にとって障害者虐待の防

止が極めて重要であること等から，虐待の禁止，予防及び早期発見等の虐待の防止に関する国等の責務，虐待

を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置，養護者に対する支援等を定めることにより，障害

者の権利利益の擁護に資することを目的とする法律で，正式名称は「障害者虐待の防止，障害者の養護者に対

する支援等に関する法律」といいます。 
 

障害者雇用促進法 

障害者の雇用の促進等を図ることを目的とした法律で，事業主に対して，一定割合の障害者を雇用するよう

に義務づけるなど，障害者の職業の安定を図るために様々な規定を設けています。正式名称は「障害者の雇用

の促進等に関する法律」といいます。 
 

障害者差別解消法 

障害者に対する虐待がその尊厳を害するものであり，障害者の自立及び社会参加にとって障害者虐待の防

止が極めて重要であること等から，虐待の禁止，予防及び早期発見等の虐待の防止に関する国等の責務，虐待

を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置，養護者に対する支援等を定めることにより，障害

者の権利利益の擁護に資することを目的とする法律で，正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」といいます。 
 

障害者総合支援法 

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営む

ことを目的とした法律で，障害や難病のある人個々のニーズに応じてさまざまな福祉サービスを利用できる仕組

みを定めており，正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。 
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心理士 

民間資格の臨床心理士，国家資格の公認心理士の資格を持った専門職。心の問題を抱えている人およびそ

の周囲の人に対して，解決できるための相談，助言，援助を行います。 
 

精神保健福祉士 

「精神科ソーシャルワーカー（ＰＳＷ）」と呼ばれる福祉専門職。精神病院等において医療を受けている，また

は精神障害により施設を利用している人の社会復帰に関する相談に応じ，助言，指導，日常生活への適応のた

めに必要な訓練その他の援助を行います。 
 

成年後見制度 

判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し，必要な契約等を締結したり

財産を管理したりして本人の保護を図る制度のことをいいます。 
 

相談支援専門員 

一定の実務経験と研修の修了を要件とした福祉職。障害者等の相談に応じ，助言や連絡調整等の必要な支

援を行うほか，サービス等利用計画を作成します。 
 

ソーシャルクラブ 

全ての障害のある人を対象とし，グループ活動をとおした社会参加のきっかけづくりや，個々の社会生活力の

向上のために開催しています。 
 

高次脳機能障害 

交通事故や転倒などにより脳の一部が損傷を受けることで記憶・意思・感情など高度な脳の機能に障害が表

れることをいいます。 
 

高齢者等見守り隊事業 

日常生活において見守りが必要な高齢者等の居宅を民生委員等の高齢者等見守り隊が訪問し，安否の確

認や相談活動を行うことにより，一人ひとりが住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう支援する

ことを目的とした事業のことをいいます。 
 

ハートフルサロン 

精神障害者やひきこもり，障害者手帳や医療機関受診につながっていない人を対象とし，創作活動を中心とし

て活動しています。 
 

ピアカウンセラー 

同じ経験をもつ「仲間」（ピア）として，相談に応じる障害者を，ピアカウンセラーと呼ぶ。話を聞く，またはアドバ

イスをすることのみではなく，自分の状況を考え，自己決定ができるよう，励ますことを目的に行われるカウンセリ

ングを行います。 
 

備北障害者就業・生活支援センター 

障害者の就労支援のために，地域の関係機関と連携しながら，就職に向けた準備や職場に適応・定着するた

めの支援，日常生活や地域生活に関する助言などを行う施設で，国・県から委託を受けて一般社団法人備北地

域生活支援協会が運営しています。 
 

広島県の福祉のまちづくり条例 

広島県が制定した，真に豊かな福祉社会の実現をめざし，すべての県民が，自らの意思で自由に行動し社会

参加できる，だれもが住みよいまちをみんなでつくりあげるための条例のことをいいます。不特定多数の人が利

用する建物，道路，公園などについて，スロープや手すりを設けることなどを定めて，すべての県民が安全で快適

に生活できるまちづくりを進めることとされています。 
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ユニバーサルデザイン 

文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず，できるだけ多くの人が利用できることを目指し

た建築（設備）・製品・情報などの設計（デザイン）のことをいいます。 
 

要約筆記 

聴覚障害者への意思疎通支援の一つで，話されている内容を要約し，文字として伝えることをいいます。第一

言語を手話としない中途失聴者・難聴者などが主な対象となります。 

 

三次市権利擁護ネットワーク 

住民，医療，福祉，介護，司法及び公的機関等で構成され，成年後見，虐待防止・対応等の権利擁護を多様な

機関が連携して支援に関わることのできる体制のことをいいます。 

 

三次市障害者支援センター 

本市における障害者支援の中核機関であり，総合相談支援，専門部会の事務局，社会資源の活用，障害のあ

る人の社会参加支援，障害者団体や家族会への支援等の多岐にわたる役割を担っています。 

センターには，社会福祉士，精神保健福祉士，相談支援専門員等の専門職を配置しています。 

 

三次市障害者支援協議会 

障害者福祉に関する多種多様な問題に対し，障害者，障害者団体，サービス提供事業者，ボランティア団体，

医療・保健・福祉・教育・就労関係等の地域の関係機関が情報を共有し，地域の課題解決に向け協議を行って

います。協議会とネットワーク連絡会議から構成されています。 

 

三次市障害者支援ネットワーク連絡会議（専門部会） 

三次市障害者支援協議会の下部組織として，「相談支援部会」，「地域生活支援部会」，「就労支援部会」，

「療育・発達支援部会」，「差別解消支援部会」の５つの部会があります。各部会における関係機関の代表者に

より構成され，具体的な取組の検討と実施，情報収集と課題の検討などを進めています。 
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